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「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

裁
量
的
死
刑
宣
告
法
の
問
題
点

明
耳
目
白
ロ
H

の
お
mm
判
決
の
法
理
の
発
展

ー
ー
ー
死
刑
事
件
に
お
け
る
手
厚
い
保
障

法
定
考
慮
事
由
の
広
汎
性
の
問
題

準
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
合
憲
性
の
再
検
討

手
続
的
保
障

第
四
款

第
四
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
五
章
司
耳
目
自
刊
の
目
指
判
決
の
法
理
の
衰
退

第
一
節
宣
告
機
関
の
裁
量
の
増
大

第
二
節
手
続
的
保
障
の
後
退

む
す
び
に
か
え
て

第
二
章

出回ロロ
ωロ
判
決
か
ら
の
5
m
m
判
決
へ

第

節

。5m
m四
一
判
決
と
死
刑
そ
の
も
の
の

違
憲
性
の
問
題

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
司

2
5
2
事
件
に
お
い
て
初
め

(
1
)
 

て
死
刑
が
違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
た
め
に
「
各
州
は
憲

法
に
合
致
す
る
よ
う
な
形
式
で
死
刑
を
維
持
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結

果
、
明
日

5
2
判
決
以
後
の
各
州
の
立
法
は
こ
の
試
み
を
反
映
し
た
も
の

(2) 

と
な
っ
た
L

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
司
馬

g
g判
決
は
九
人
の
判
事
が
そ
れ
ぞ
れ
賛
否
の

意
見
を
付
記
し
て
お
り
、
ま
さ
に
パ

1
ガ
l
長
官
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
本
件
で
提
示
さ
れ
た
窮
極
的
問
題
(
〔
死
刑
の
合
憲
性
〕
)
に
関
す
る
連

邦
最
高
裁
の
多
数
意
見

(gaR-q)
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
の
将
来
は
不
確
実
な
過
渡
的
状
況

(gn'

m
江
巳
ロ
ロ
ヨ
σ。
)
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
明
，
Z
口
出
血
ロ
判

北法38(4・281)865 



料

決
以
後
、
三
五
州
が
宣
告
機
関
の
裁
量
の
問
題
に
と
り
く
み
、
新
た
な
立

法
を
制
定
し
た
。

資

こ
れ
ら
の
新
法
令
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、

FH司
自
白
ロ
判
決
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
類
型

は
、
宣
告
機
闘
が
死
刑
か
無
期
刑
か
の
選
択
を
す
る
に
あ
た
り
、
基
準
と

す
べ
き
事
由
(
加
重
事
由
と
減
軽
事
由
)
を
法
律
上
規
定
し
て
お
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
裁
量
の
行
使
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第

二
の
類
型
は
、
死
刑
を
、
絶
対
的
法
定
刑
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宣

告
機
関
の
裁
量
を
一
切
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
」
の
二
つ
の

類
型
の
立
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
フ
ァ

l
マ
ン
判
決
と
の
抵
触
を
避
け
、

有
効
な
死
刑
制
度
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

フ
ァ

l
マ
ン
判
決
の
内
容
自
体
、
前
述
の
よ
う
に
、
解
釈
の
余
地
の
小
さ

く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
有
効
性
も
、

当
初
か
ら
激
し
い
争
い
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、

合
衆
国
最
高
裁
自
身
が
、
右
フ
ァ

l
マ
ン
判
決
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
争
い
に
解
決
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
が
、
一
九
七
六

年
七
月
二
日
の
同
日
に
下
さ
れ
た
」
の
5
m
m
4・。
g
円

m
u
-
-
v
g
E
R〈
-

M
J
E
F
E
B
W
4・
吋

2
2・
巧
。
。
骨

8
4・
zoSPE--E-

ω
S
E色
白
ロ
凹
河
。
σ
2
3
司
・
円
、
。
己
目
的
広
ロ
白
の
五
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
の
う

ち
、
の
5
m
m
h
g
E
F』ロ
5
w
の
三
判
決
で
は
、
第
一
類
型
の
異
な
っ
た
タ

イ
プ
の
立
法
の
効
力
が
争
わ
れ
、
当
。
oa田
opω-mcσ
巾
三
回
の
両
判
決
で

は
、
第
二
類
型
の
立
法
の
効
力
が
争
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
の
類
型

の
立
法
は
、
合
憲
と
さ
れ
た
が
、
第
二
の
類
型
の
立
法
は
、
違
憲
と
さ
れ

た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
六
年
の
の
5
m
m
等
五
判
決
で
共
通
し
て
い
る

の
は
、
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
違
憲
と
な
る
も
の

で
は
な
い
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
こ
と
を
詳
細
に
述

べ
た
の
5mm川
判
決
の
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
の
意
見
に
沿
っ
て
、
同
り

R
S
E

判
決
ま
で
の
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
の
問
題
を
整
理
し
、
若
干
の
検
討

を
加
え
て
い
き
た
い
。

第
一
款

司

R
5
2判
決
の
射
程

ま
ず
、

m，

R
5
2判
決
に
つ
い
て
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
、
大
要
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

連
邦
最
高
裁
の
多
く
の
判
例
は
死
刑
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
、
ま
た
、
そ
う
断
言
し
て
き
た
。
死
刑
の
執
行
方
法
が
第
八
修
正
の
下
で

許
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、

m，

R
自
由
ロ
判
決
に
至
る
ま

で
、
死
刑
そ
の
も
の
が
第
八
修
正
に
違
反
す
る
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る



か
否
か
が
真
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
同
判
決
で
、
当
裁
判
所
は
こ

(
日
)

の
問
題
に
解
決
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
に
は

連
邦
最
高
裁
と
し
て
は
未
だ
に
結
論
が
だ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

(

時

)

(

げ

)

m，
R
B
S判
決
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
判
例
、
学
説
と
も
に
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
の
問
題
に
つ
い
て
最
高

裁
が
ど
う
答
え
る
の
か
が
注
目
さ
れ
た
。

第
二
款

第
八
修
正
の
解
釈

次
い
で
、
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
第
八
修
正
の
歴
史
的
意
義
と
先
例
を

検
討
し
て
、
第
八
修
正
に
関
す
る
二
つ
の
違
憲
審
査
基
準
を
導
き
出
し
て

い
マ
。
。

そ
の
一
つ
は
吋

g
匂
判
決
で
ウ
ォ

1
レ
ン
長
官
の
用
い
た
「
発
展
す
る

節
度
の
基
準
(
岳
町
四
〈
O
Z
E
m
m
g
E白
丘
え
骨

2
ロ
ミ
)
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
主
観
的
に
で
は
な
く
、
一
般
人
の
死
刑
に
対
す
る
態
度
を
反
映

(
初
)

す
る
よ
う
に
評
価
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
刑
罰
は
「
第
八
修
正
の
根
本
に
あ
る
基
本
的
概
念
」

(
幻
)

で
あ
る
「
人
聞
の
尊
厳
(
『
ロ
ヨ
白
ロ
色

mzq)」
に
、
合
致
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
刑
罰
が
「
過
度
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
刑
罰
が
過
度
で
あ
る
か
否
か
は
、
二
つ
の
側

面
に
お
い
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
刑
罰
は
不
必
要
で
理
由
の
な
い
苦
痛
を
科
し
て
は
な
ら
な

(
幻
)第

二
に
、
刑
罰
は
犯
罪
の
重
さ
と
著
し
く
均
衡
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て

{M) 

は
な
ら
な
い
。

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
第
八
修
正
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
「
発
展
す

る
節
度
の
基
準
L

と
「
過
度
な
刑
罰
の
禁
止
」
の
テ
ス
ト
を
先
例
か
ら
導

き
出
し
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
を
こ
の
二

つ
の
テ
ス
ト
を
用
い
て
審
査
す
る
前
に
、
立
証
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。

第
三
款

立
証
責
任

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
裁
判
所
は
立
法
府
に
代
り
え
ず
、
国
民
代
表

た
る
議
会
の
立
法
に
対
す
る
裁
判
所
の
統
制
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
観
点
か
ら
立
証
責
任
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
立
法
府
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
刑
罰
の
合
憲
性
を



料

審
査
す
る
場
合
に
、
そ
の
刑
罰
の
合
憲
性
が
推
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
刑
罰
が
非
人
道
的
で
な
く
、
ま
た
当
該
犯
罪
に
対
し
て
不
均
衡
な
も
の

で
な
い
限
り
は
、
我
々
は
立
法
府
に
対
し
て
最
小
限
度
の
刑
罰
を
要
求
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
民
代
表
の
判
断
に
攻
撃
を
加
え
る
側
が

(
お
)

重
い
立
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
に
違
憲
を
主
張
す
る
側
に
重
い
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い

う
見
解
は
、
連
邦
最
高
裁
の
多
く
の
判
事
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
パ

l
ガ

1
長
官
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
立
法
府
の

判
断
が
も
っ
と
も
ら
し
か
ろ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
ま
た
そ
れ
が
真

理
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
立
法
府
の
判

断
が
、
第
八
修
正
か
ら
導
か
れ
る
『
節
度
基
準
』
を
具
体
化
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
は
立
法
の
欠
陥
を
明
確
か
つ
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

(
幻
)

程
度
に
ま
で
立
証
し
た
場
合
に
の
み
く
つ
が
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
ま

た
パ
ウ
エ
ル
判
事
も
「
立
法
府
の
判
断
が
合
理
的
な
根
拠
を
欠
く
と
攻
撃

す
る
側
が
重
い
立
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
最
高

裁
は
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
立
法
府
の
判
断
が
有
効
性
の
推
定
を
う
け
て

(
舗
}

い
る
と
い
う
こ
と
を
長
期
に
わ
た
っ
て
判
示
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
で
あ
る
と
す
る
ブ
レ
ナ
ン
判
事
に

な
る
と
、
立
場
は
逆
転
す
る
。
「
死
刑
の
実
際
の
適
用
状
況
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
死
刑
は
規
則
的
に
ま
た
公
平
に
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
窓
意
的
に
適
用
さ
れ

(
却
)

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
明
瞭
な
立
証
が
、
要
求
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、

(
初
)

州
に
立
証
責
任
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

学
説
に
は
ブ
レ
ナ
ン
判
事
よ
り
も
明
確
に
、
州
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
を
主
張
す
る
者
が
多
い
。

(
泊
)

た
と
え
ば
、
の
05σ
巾
括
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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第
八
修
正
に
関
し
て
先
例
の
確
立
し
た
「
発
展
的
節
度
基
準
」
は
「
人
間
の

尊
厳
」
と
い
う
概
念
を
そ
の
根
本
に
あ
る
価
値
と
し
て
据
え
て
い
る
。
こ
の
こ

よと
うか
なら
刑 第
罰 八
、修

な iF
ら面
び①

尺 s
ま

②り
理問
由 主

?豊
富毛
利

科下

Z8 
る νノ

ァ尊

E撃
を傷
禁つ
止け
しる

て
い
る
。
先
例
に
て
ら
し
た
場
合
死
刑
が
こ
の
二
つ
の
基
準
を
満
た
し
て
い

る
か
否
か
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
州
に
立
証
責
任
が
転

換
さ
れ
、
死
刑
は
第
八
修
正
に
反
し
て
違
憲
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
テ
ス
ト
は
第
一
修
正
の
下
で
適
用
さ
れ
る
テ
ス
ト
と
同
じ
も
の
で
あ

る
ο

第
一
修
正
の
下
で
は
、
少
数
者
の
自
己
表
現
を
妨
害
す
る
行
為
に
つ
い

て
、
州
は
単
な
る
「
合
理
的
な
(
『

g
印
。
ロ
田
宮
市
)
」
正
当
化
で
な
く
て
、
「
や
む

に
や
ま
れ
ぬ

(
2
5宮
臣
口
問
)
」
正
当
化
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
侵
害
さ
れ
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る
利
益
の
重
大
性
と
、
侵
害
の
差
別
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
責
任
が
州
に
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
権
利
宣
言

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
比
べ
、
第
八
修
正
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利

益
が
劣
位
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
死
刑
が
あ
ま
り
に
過
酷
で
あ
っ
て
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け

る
よ
う
な
刑
罰
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
、
理
由
な
く
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
か

否
か
は
、
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
重
大
性
(
基
本
性
)
な
ら
び
に
侵
害
の
差
別
的

イ
ン
パ
ク
ト
を
指
標
と
し
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
本
性

と
差
別
性
が
州
に
対
し
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
正
当
化
を
要
求
す
る
の
で
あ

(
幻
)

る
。

ま
た
、
州
最
高
裁
の
レ
ベ
ル
で
は
、
州
に
立
証
責
任
負
わ
せ
た
例
も
あ

(

お

)

(

白

川

)

る
。
ゎ
。
5
5
0口
当

g
-
P

〈・。wzs-事
件
で
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最

(
お
)

高
裁
の
叶
白
ロ

5
長
官
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
の
関
係
で
基
本
権
を
侵
害
す
る
法
律
は
、
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
政
府
の
利
益
が
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
い
立
証
責
任
が
州
に
負
わ
さ
れ
、
そ
の
法
律
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
に

て
ら
し
て
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
、
他
に
代
り
う
る
手
段
が
あ
る
場
合
に
は
、
州
は
、
よ
り
制
限

的
で
な
い
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
生
命
が
憲
法
に
よ
っ
て
、
明

示
的
に
あ
る
い
は
暗
示
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
中
で
最

も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
生
命
の
消
滅
を
含
む
死
刑
は
、
寸
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

州
の
利
益
テ
ス
ト
L

及
び
、
「
最
も
制
限
的
で
な
い
手
段
の
テ
ス
ト
」
の
下
で
、

厳
格
な
審
査
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
で
示
し
た
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

政
府
利
益
の
分
析
は
、
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
条
項
に
お
い
て
も
マ
サ
チ
ュ

l

(

話

)

(

幻

)

セ
ツ
ツ
憲
法
第
二
六
条
に
お
い
て
も
同
等
に
有
意
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
を
は
じ
め
と
す
る
連
邦
最
高
裁
の
多

く
の
判
事
は
、
死
刑
の
違
憲
性
に
関
す
る
立
証
責
任
を
、
違
憲
を
主
張
す

る
側
に
負
わ
せ
る
の
に
対
し
て
、
学
説
及
び
州
最
高
裁
に
は
こ
れ
に
反
対

す
る
考
え
方
も
少
な
く
な
い
。

第
八
修
正
に
て
ら
し
て
み
て
刑
罰
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
る
場
合
、
当
該

刑
罰
が
現
代
的
節
度
基
準
に
合
致
す
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
国
民
の
道
徳
的
価
値
を
具
体
的
に

表
す
の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
立
法
府
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

い
か
な
る
刑
罰
が
残
虐
・
異
常
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
立
法
府
の
判
断
が

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
般
論
と
し

て
は
、
こ
の
判
断
を
攻
撃
す
る
側
に
重
い
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う

北法38(4・285)869
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こ
と
は
承
認
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
パ

l
ガ

l
長
官
が
危
慎
す
る
よ

う
に
、
死
刑
の
刑
罰
目
的
の
立
証
責
任
を
州
に
負
わ
す
な
ら
ば
、
同
様
に

終
身
懲
役
刑
等
の
他
の
刑
罰
に
つ
い
て
も
州
が
立
証
責
任
を
負
わ
な
け
れ

{ω) 

ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
死
刑
は
そ
の
過
酷
さ
と
、

回
復
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
刑
罰
と
質
的
に
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
生
命
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
裁
判
所

は
あ
ら
ゆ
る
保
障
を
確
保
す
る
た
め
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
な
け
れ
ば
な
ら

(
H
U
)
 

な
い
。
生
命
の
重
大
性
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
が
く
り
か
え
し
述
べ

(
必
)

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
権
利
を
有
す
る

(
日
制
)

権
利
」
を
奪
う
死
刑
の
審
査
は
、
他
の
刑
罰
と
同
じ
審
査
に
服
す
る
必
要

(
叫
)

は
な
く
、
よ
り
厳
格
な
審
査
に
服
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ

(6) 
予つ。

資

第
四
款

発
展
す
る
節
度
の
基
準

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
第
八
修
正
に
よ
る
違

憲
審
査
の
テ
ス
ト
と
し
て
①
発
展
す
る
節
度
の
基
準
と
、
②
過
度
な
刑
罰

の
禁
止
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
発
展
す
る
節
度
の
基
準
」
に
つ
い

て
は
、
第
一
章
第
二
節
で
ふ
れ
た
が
、
そ
こ
で
の
♀
仏
宮
司
ぬ
が
こ
の
基
準
の

客
観
的
指
標
と
し
て
、
①
特
定
の
刑
罰
が
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
か

否
か
、
②
他
の
法
域
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
き
た
か
否
か
、
③
世
論
が

認
め
て
い
る
か
否
か
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ス
チ
ユ

ワ
l
ト
判
事
は
、
寸
発
展
す
る
節
度
の
基
準
」
の
客
観
的
指
標
を
、
こ
の
う

ち
の
①
歴
史
的
利
用
の
有
無
、
②
世
論
に
求
め
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

北法38(4・286)870

川
歴
史
的
利
用
の
有
無

ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
、
死
刑
が
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
刑
罰
で

(
灯
)

あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

謀
殺
罪
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
と
い
う
こ
と
は
合
衆
国
に
お
い
て
も
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
も
歴
史
上
、
長
い
間
認
め
ら
れ
て
き
た
。
憲
法
の
条
文
か
ら
も

憲
法
制
定
者
が
死
刑
の
存
在
を
認
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

第
八
修
正
が
採
択
さ
れ
た
時
、
死
刑
は
各
州
に
お
い
て
共
通
の
刑
罰
で
あ
っ

た
。
事
実
、
合
衆
国
第
一
議
会
は
特
定
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
死
刑
を

規
定
し
た
立
法
を
制
定
し
た
。
第
五
修
正
、
第
一
四
修
正
の
文
言
も
死
刑
の
存

在
を
予
定
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
約
二
世
紀
に
わ
た
り
、
く
り
返
し
、

か
っ
、
し
ば
し
ば
明
示
的
に
死
刑
そ
の
も
の
は
無
効
で
な
い
と
い
う
こ
と
を

認
め
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
に
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
、
死
刑
が
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て

き
た
こ
と
、
ま
た
、
憲
法
制
定
者
が
死
刑
の
存
在
を
認
め
て
き
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
死
刑
は
違
憲
で
な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
解
釈
」
を
死
刑
事
件
に
主
張
す
る
代
表

は
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
「
第
八
修
正
及
び
第
一
四

修
正
の
文
言
は
死
刑
を
禁
止
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
死
刑
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
刑
罰
だ

か
ら
で
あ
る
。
憲
法
制
定
者
が
第
八
修
正
に
よ
っ
て
死
刑
を
終
駕
さ
せ
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
は
想
像
も
で
き
な
い
。
あ
る
者
は
連
邦
最
高
裁

は
、
時
勢
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
解
釈
に
よ
っ
て
憲
法
を
改
正

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
現
行
制
度
の
下
で
終
身
裁
判
官
が
こ
の
よ
う

(

絹

)

(

同

日

)

な
立
法
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ブ
レ
ナ
ン
判
事
は
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
解
釈
」
に
対
し
て
以
下
の
よ
う

に
反
論
し
て
い
る
。
「
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
第
八
修

正
を
採
択
し
た
一
七
九
一
年
以
来
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
い
か
な

(
印
)

る
刑
罰
も
永
久
に
、
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

の
♀
仏
宮
括
は
刑
罰
を
歴
史
的
に
利
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
合
憲

判
断
の
決
定
的
要
因
と
は
な
り
え
な
い
、
と
し
て
い
る
。
彼
は
先
例
を
検

(

日

)

(

臼

)

討
し
て
、
項
目
巾
ヨ
∞
〈
-
C・
ω
-
H
E匂〈
-Uz--ghszgロ〈
-
p
z
r
g
u

(
臼
)

の
三
判
決
が
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た

g
骨
E
Z
S℃
。
目

『
回
一
、
国
籍
剥
奪
刑
、
九

O
日
以
上
の
懲
役
刑
を
違
憲
と
し
た
こ
と
を
例
に

ひ
き
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
刑
罰
が
過
去
に
利
用
さ
れ
て
き
た
か
否

か
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
第
八
修
正
の
意
義
と
節
度
の
基

準
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
利
用
の
有
無
と
い
う
の
は
、

む
し
ろ
新
た
な
る
刑
罰
が
考
案
さ
れ
た
場
合
の
安
全
装
置

(
g
n
w
m
Z
U
)

(
臼
)

と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

連
邦
最
高
裁
の
判
例
は
第
八
修
正
に
関
し
て
「
旧
来
の
意
味
に
固
定
さ

(
日
)

れ
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
と
る
「
歴
史

解
釈
」
は
死
刑
が
合
憲
で
あ
る
と
す
る
根
拠
と
し
て
は
十
分
で
な
い
、
と

(
日
)

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω
世
論

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
歴
史
的
利
用
と
と
も
に
、
世
論
に
て
ら
し
て

死
刑
を
審
査
し
て
い
る
。
上
訴
人
の
、
「
節
度
の
基
準
」
は
、
新
た
に
生
ま

れ
変
わ
っ
た
と
い
う
議
論
に
答
え
て
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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m，
R
B白
ロ
判
決
以
来
、
四
年
間
に
お
け
る
発
展
は
、
現
代
の
節
度
の
基
準
が

死
刑
を
違
憲
と
す
る
と
い
う
見
解
を
、
実
質
的
に
断
っ
て
し
ま
っ
た
。
死
刑
の

道
徳
性
と
有
効
性
に
関
す
る
、

一
九
世
紀
以
来
の
継
続
的
議
論
に
も
か
か
わ



料

ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
大
部
分
が
、
死
刑
を
、
適
切
か
つ
不
可
欠
の
刑
罰
と

み
な
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
謀
殺
に
対
す
る
死
刑

を
社
会
が
是
認
し
て
い
る
こ
と
の
最
も
顕
著
な
指
標
は
、
明
日

g
g判
決
に
対

す
る
立
法
府
の
解
答
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
三
五
州
の
立
法
府
が
、
殺
人
を
伴

資

う
い
く
つ
か
の
犯
罪
に
対
し
て
死
刑
を
規
定
す
る
立
法
を
新
た
に
制
定
し

た
。
ま
た
、
一
九
七
四
年
に
は
、
連
邦
議
会
も
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
罪
(
包

R
S岸

同)Hgq)
に
対
し
て
死
刑
を
規
定
し
て
い
る
立
法
を
制
定
し
た
。
同
り
ロ
司
自
由
ロ
判

決
後
の
す
べ
て
の
制
定
法
は
、
死
刑
が
、
選
ば
れ
た
人
民
の
代
表
に
よ
っ
て
は

(
訂
)

拒
否
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
明
白
に
し
て
い
る
。

明
日
B
白
ロ
判
決
以
後
、
一
度
だ
け
州
レ
ベ
ル
で
の
人
民
投
票
が
あ
り
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
は
、
以
前
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
で
否
定
さ
れ
た

(
坊
)

死
刑
を
認
め
る
憲
法
改
正
を
採
択
し
た
。

陪
審
も
ま
た
現
代
的
価
値
の
重
要
な
、
か
つ
信
頼
し
う
る
客
観
的
な
指
標

で
あ
る
。
陪
審
に
よ
る
死
刑
の
評
決
が
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
刑
そ

の
も
の
の
拒
否
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
多
く
の
場
合
に
、
陪
審
員

が
死
刑
を
科
し
た
が
ら
な
い
の
は
、
こ
の
最
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
刑

罰
を
、
少
数
の
極
端
な
事
例
に
限
っ
て
適
用
し
よ
う
と
い
う
人
道
的
感
情
を
、

(
印
)

よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
現
代
社
会
が
、
死
刑
を
受
け
容

れ
て
い
る
か
否
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
主
と
し
て
、
国
民
代
表
た
る
議

会
の
立
法
、
二
次
的
に
州
民
投
票
と
陪
審
の
死
刑
に
対
す
る
態
度
に
求
め

た
。
そ
の
結
果
、
死
刑
は
、
現
代
社
会
に
容
認
さ
れ
て
い
る
と
結
論
し
た
。

最
高
裁
判
事
の
多
く
は
、
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
同
様
に
、
立
法
等
に
メ
ル

ク
マ
ー
ル
を
求
め
る
者
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
パ
ウ
エ
ル
判
事
は
、
二
般

人
の
態
度
の
第
一
の
指
標
は
、
常
に
、
国
民
代
表
で
あ
る
立
法
府
に
見
出

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
略
。
」
「
死
刑
に
対
す
る
一
般
人
の
態
度
を
反
映
す
る
第

二
の
、
か
っ
、
よ
り
直
接
的
な
情
報
源
は
陪
審
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

の
5
m
m
判
決
で
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
と
と
も
に
、
多
数
意
見
を
構
成
し

た
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
意
郎
)
も
、
立
出
)
、
州
民
投
黒
)
、
州
最
高
裁
判
出
)
、

世
論
調
査
を
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
河
白
色
jE
は
、
立
法
と
州
民
投
票
は
制
度
化
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
世
論
調
査
よ
り
信
頼
し
う
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
こ
れ
ら
の
指
標

を
決
定
的
に
信
頼
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
指
標
を
、
実
質
上
い
か
に
定

義
す
る
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
極
端
に
そ
の
指
標
に
服
従
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
循
環
論
に
陥
る
。
憲
法
原
理
は
、
憲
法
が
制
約
を
予
定
し
て

い
る
諸
制
度
(
立
法
、
国
民
投
票
)
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
論
調
査
に
関
し
て
は
、
「
多
数
者

は
、
権
利
宣
言
で
具
体
化
さ
れ
る
少
数
者
の
保
護
に
あ
ま
り
好
意
的
で
な

刊
に
、
方
法
上
の
誤
り
ゃ
、
不
真
面
目
な
解
答
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
、

北法38(4・288)872



「
違
憲
審
査
に
は
不
適
切
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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第
五
款

過
度
な
刑
罰
の
禁
止

ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
第
二
款
で
見
た
と
お
り
死
刑
の
違
憲
審
査
に
節

度
の
基
準
と
と
も
に
、
過
度
な
刑
罰
の
禁
止
を
挙
げ
、
こ
の
審
査
に
は
、

ω刑
罰
は
不
必
要
で
理
由
の
な
い
苦
痛
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
、

ω刑
罰

は
犯
罪
の
重
さ
と
均
衡
を
失
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
側
面
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
第
四
款
で
み
た
よ
う
に
死
刑
は
、

現
代
社
会
に
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
「
裁
判
所
は
同
時
に
、
第
八
修
正
の
核

心
で
あ
る
人
聞
の
尊
厳
と
い
う
基
本
概
念
に
死
刑
が
反
す
る
か
否
か
を
、

審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
し
て
、
違
憲
審
査
の
二
側
面
の
う
ち
、

前
者
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
刑
罰
目
的
を
審
査
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
が
著
し
く
不
均
衡
な
も
の
と
い
え
る
か
否
か
を
、

審
査
し
て
い
る
。
以
下
各
々
検
討
し
て
い
く
。

山
刑
罰
目
的

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
刑
罰
目
的
と
し
て
応
報
と
威
嚇
力
の
二
つ
を
挙

げ
、
検
討
し
た
結
果
、
「
要
す
る
に
、
死
刑
が
、
あ
る
事
件
に
は
不
可
欠
の

も
の
で
あ
る
と
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
立
法
府
の
判
断
は
明
ら
か
に
誤
り

(
符
)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。

ま
ず
、
応
報
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
判
事
は
有
効
な
刑
罰
目
的
と
し
て

認
め
て
い
る
。
た
だ
、
死
刑
そ
の
も
の
を
違
憲
と
す
る
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー

シ
ャ
ル
両
判
事
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
は
死
刑
が
懲

(
乃
)

役
刑
以
上
に
応
報
目
的
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
を
立
証
で
き
な
い
と
述

(
別
)

べ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
「
た
め
に
す
る
応
報
は
不
適
当
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。

次
に
、
威
嚇
力
に
関
し
て
は
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
自
身
が
語
っ
て
い
る

よ
う
に
、
「
潜
在
的
犯
罪
者
の
犯
す
犯
罪
に
対
す
る
威
嚇
と
し
て
死
刑
の
価

値
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
統
計
学
的
試
み
が
大
き
な
論
争
を
呼
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
大
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
「
立
法
府
の

判
断
は
明
ら
か
に
誤
り
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ホ

ワ
イ
ト
判
事
も
威
嚇
力
に
関
し
て
「
あ
る
事
情
の
下
で
は
死
刑
は
犯
罪
防

止
に
終
身
懲
役
刑
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
す
る
連
邦
議
会
や
三
五
州
の
判

断
を
拒
否
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
死
刑
自
体
を
違
憲
と
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
「
死
刑

は
:
:
:
犯
罪
に
対
す
る
威
嚇
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
は
い
え
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

刑
事
犯
罪
学
上
の
知
識
に
乏
し
い
筆
者
は
こ
の
応
報
な
り
威
嚇
力
な
り
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料

の
議
論
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
以
下
の
こ
と
を

問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
威
嚇
カ
や
応
報
が
有
効
な
刑
罰
目
的
で
あ
る
の
と
同
時
に
更

正
も
有
効
な
刑
罰
目
的
で
あ
り
、
死
刑
に
よ
っ
て
は
更
正
目
的
は
達
成
で

き
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
死
刑
が
そ
の
過
酷
さ
と
回
復
不
能
で
あ
る
と
い

{
叫
凹
)

う
点
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
の
で
あ
る

か
ら
「
死
刑
を
科
す
と
い
う
こ
と
は
他
の
刑
罰
と
完
全
に
異
な
る
も
の
で

(
肝
}

あ
る
。
」
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
応
報
や
威
嚇
力
と
い
う
も
の
も
、

他
の
刑
罰
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
に
議
論
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
刑
を
科
す
場
合
に
は
よ
り
高
度
な
刑
罰

目
的
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
よ
り
過
酷

で
な
い
刑
罰
が
刑
罰
目
的
を
同
じ
程
度
に
効
果
的
に
達
成
す
る
場
合
に
死

(
鎚
)

刑
は
違
憲
と
な
る
」
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。

資

ω
犯
罪
と
刑
罰
の
不
均
衡

す
で
に
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
、
。
。

E
σ
R
m
が
「
死
刑
が
防
止
し
よ

う
と
す
る
害
悪
に
比
べ
て
不
均
衡
な
ほ
ど
に
大
き
な
苦
痛
を
生
み
出
す
場

(
約
)

合
:
:
:
に
は
違
憲
と
な
る
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
た
。
ス
チ
ユ

ワ
l
ト
判
事
も
「
抽
象
的
な
刑
罰
形
式
(
本
件
で
は
、
死
刑
が
謀
殺
罪
に

対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
科
さ
れ
う
る
か
否
か
)
が
考
慮
さ
れ
る
と

き
、
:
:
:
刑
罰
は
犯
罪
の
重
さ
と
著
し
く
均
衡
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
は

(
卯
)

な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
謀
殺
罪
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

北法38(4・290)874

本
件
に
お
い
て
は
、
謀
殺
罪
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
こ
と
の
み
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
犯
罪
者
が
計
画
的
に
被
害
者
の
生
命
を
奪
っ
た
場

合
に
、
死
刑
が
常
に
謀
殺
罪
に
対
し
て
不
均
衡
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
死
刑
は
最
も
極
端
な
犯
罪
に
対
す
る
最
も
極
端
な
刑
罰
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
。
具
体
的
犯
行
の
情
況
、
犯
罪
者
の
性
格
、
科
刑
上
の
手
続
を
考
慮

{
引
)

す
る
こ
と
な
し
に
、
死
刑
を
科
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
の
5
m
m
判
決
は
謀
殺
罪
に
対
す
る
死
刑
は
不
均
衡
で
は

な
い
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
謀
殺
罪
以
外
の
犯
罪
に
対
し
て
は
死
刑
が
不

均
衡
と
な
る
場
合
も
あ
り
え
た
。
。
z
m
m
判
決
の
翌
年
の
の
。

w
R
〈

{
同
出
}

の

g円

m
U事
件
で
は
、
強
姦
罪
に
科
せ
ら
れ
る
死
刑
が
不
均
衡
か
否
か
が

問
題
と
な
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
宣
告
を
違
憲
と
し

た
。
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
法
廷
意
見
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
八
修
正
の
刑
罰
が
「
過
度
」
か
否
か
の
判
断
は
裁
判
官
個
人
の
主
観
的
見
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解
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
判
断
は
で
き
る
だ
け
客
観
的
フ
ァ
ク
タ
ー

(
倒
)

に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
客
観
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
@
立
法
と
@
陪
審
の
態

度
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
@
立
法
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
五

0
年
間
で
強
姦

に
対
す
る
死
刑
を
制
定
し
て
い
る
州
が
過
半
数
を
占
め
た
こ
と
は
な
い
。
司

R
・

5
山
口
判
決
等
の
影
響
で
、
各
州
は
法
律
を
改
正
し
、
現
在
強
姦
罪
に
死
刑
を
科

し
て
い
る
の
は
四
州
し
か
な
く
、
そ
の
う
ち
一
州
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
で

あ
る
た
め
無
効
と
さ
れ
た
。
ま
た
他
の
二
州
は
被
害
者
が
未
成
年
者
の
場
合

と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
成
年
女
子
に
対
す
る
強
姦
に
死
刑
を
科
す
の

は
ジ
ヲ

l
ジ
ア
州
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
@
陪
審
に
つ
い
て
は
明
日
吉
田
口
判
決

以
来
、
強
姦
罪
に
死
刑
が
科
さ
れ
た
の
は
六
三
件
中
五
件
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
つ
の
事
実
か
ら
、
成
年
女
子
の
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
は
不

均
衡
な
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
。
強
姦
罪
が
犯
罪
と
し
て

重
大
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
強
姦
自
体
は
傷
害
を
伴
わ
な
い
。

「
死
刑
は
そ
の
過
酷
さ
と
回
復
不
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
ユ
ニ
ー
ク
」
な
も

の
で
あ
り
、
人
命
を
奪
わ
な
い
強
姦
犯
罪
者
に
死
刑
を
科
す
の
は
過
度
で
あ

(
M
N
)
 

る
。

右
の
よ
う
に
述
べ
て
連
邦
最
高
裁
は
殺
人
を
伴
わ
な
い
強
姦
罪
に
対
す

る
死
刑
は
不
均
衡
で
あ
る
と
し
た
。

1 

す
で
に
第
一
章
で
、
述
べ
た
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
非
死
刑
事

件
で
刑
罰
が
第
八
修
正
に
違
反
し
て
残
虐
・
異
常
で
あ
る
と
の
判

断
を
下
し
た
こ
と
は
あ
る
。
当

2
5印
〈
・

C
M・噂

N
H叶

C
・ω・

2
由
(
H
U
H
-
)

・
(
文
書
偽
造
の
罪
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る

g仏巾
E

zsucsc-寸
5
匂
〈
・
ロ
ロ
ロ
巾
印
・

ω
E
C
-∞
-
g
2
2
5
・
(
戦
時

中
の
逃
亡
罪
に
科
せ
ら
れ
る
国
籍
剥
奪
刑
)

w

列
。
玄

5
0ロ
〈

(い国ロ向。吋邑田・

ω吋
C
C
・ω・
2
0
(
H
S
N
)

・
(
麻
薬
常
用
者
に
科
せ
ら

れ
る
九

O
日
以
上
の
懲
役
刑
)

ま
た
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
、
死
刑
宣
告
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ

セ
ス
に
反
し
て
違
憲
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
は
あ
る
。

垣
正
】
巾
「
告

cg〈
-EEC-少
ω
S
C・ω
臼
C

(

呂
田
∞
)
・
(
死
刑
に
反

対
す
る
人
を
排
除
し
た
陪
審
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
死
刑
宣
告
)
一

口・

ω・〈・』
R
w
g
p
包
。

c・ω・
印
苫

(
E
S
)
・
(
陪
審
の
評
決
が
死

刑
宣
告
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
よ
う
な
手
続
は
、
被
告
人
の
有
罪

答
弁
を
し
な
い
権
利
(
第
五
修
正
)
、
陪
審
公
判
を
う
け
る
権
利
(
第

六
修
正
)
に
反
す
る
。
)
喝
∞
O
M
L
内
向
ロ
〈
〉
Eσ
同

g
p
出
印
巴
・

ω-

Nω
∞
(
呂
田
由
)
・
(
有
罪
答
弁
に
よ
っ
て
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
が
、

デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
)

こ
れ
ら
の
死
刑
判
例
の
流
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
に
お
け
る
死
刑
の
違
憲
審
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料

査
基
準
(
ご
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
四
号
一
三
七
一
頁
(
一
九

八
六
)
。
(
以
下
、
単
に
「
拙
稿
」
と
引
用
、
頁
数
だ
け
記
す
も
の

と
す
る
。
)

資

(
2
)
 
君
。
。
仏
師
。
ロ
〈
・

Z
R
S
n
R
o
-
-
5・お∞
C
M
-
N
g・
凶
器

(HSm)
・

(
3
)
明

5
・
自
由
ロ
〈
の
巾
O
円m
g・
ち
∞

C
・ω-Nω
∞・

kgω
・
(
切
口
円
mhw円
。
・
ア

内山-∞凹巾ロ
-Z
ロ伺)・

(4)

ア
ラ
パ
マ
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
ア
l
カ
ン
ソ
l
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、

コ
ロ
ラ
ド
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
リ
ノ
イ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

ル
イ
ジ
ア
ナ
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
、
ミ
ズ

l
リ
1
、

モ
ン
タ
ナ
、
ネ
プ
ラ
ス
ヵ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
ニ
ュ
!
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
、

ニュ

i
・
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
、
ノ
!
ス
・
カ
ロ
ラ
イ

ナ
、
オ
ハ
イ
オ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
、
ロ
ー
ド
・

ア
イ
ラ
ン
ド
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、
テ
キ
サ
ス
、

ユ
夕
、
ヴ
ァ

1
ジ
ニ
ア
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州

で
あ
る
。
。
叫
刊
m
m
〈・の巾。吋
mz-AHN∞
d
・ω
・
5ω
・
ロ
∞
(
冨
叶
品
)
・

(
5
)

井
上
正
仁
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
現
況

l
i
そ
の

概
観
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
八
号
三
八
頁
(
一
九
八
三
)
。

(6) 
お∞

C
・ω・
5
ω
(冨吋昂)困

(
7
)
 
品
N∞
C
・ω
N品
N
(
冨吋昂)・

8 

お∞

C-
∞-
N
S
2
2
5
・
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(9) 

(
叩
)
お
∞

C
・ω・
ωN印
(
昌
一
読
)
・

(
U
)

こ
の
一
九
七
六
年
の
五
判
決
に
つ
い
て
は
参
照
生
田
典
久

「
米
国
連
邦
最
高
裁
の
死
刑
に
関
す
る
新
判
例
と
そ
の
背
景

(
上
)
・
(
下
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
六
号
、
六
二
七
号
(
一
九
七
六
)
。

(
臼
)
三
判
決
と
も
七
対
二
で
合
意
と
し
た
。
一
ニ
判
決
の
す
べ
て
に
反

対
意
見
を
書
い
た
の
は
、
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
で
あ

り
、
二
人
と
も
明
，

R
B白
ロ
判
決
と
同
様
に
、
死
刑
そ
の
も
の
が
違

憲
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
合
憲
判
断
を
下
し
た
七

人
の
裁
判
官
は
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。
第
一

は
ス
チ
ュ
ワ

i
ト
、
パ
ウ
エ
ル
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
か
ら

成
る
グ
ル
ー
プ
で
、
ス
チ
ュ
ワ
!
ト
判
事
が
の
5
m
m
判
決
で
、
パ

ウ
エ
ル
判
事
が
司

S
E
2
判
決
で
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
が
』

己『巾
W
判
決
で
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
し
て
意
見
を
書
い
た
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
、
パ

l
ガ
l
長
官
、
レ
ー

ン
キ
ス
ト
判
事
の
三
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
三
判
決
と
も

ホ
ワ
イ
ト
判
事
が
意
見
を
書
い
た
。

こ
の
第
て
第
二
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
計
六
名
の
裁
判
官
か

ら
な
る

]
O
E門
。
同
比
三
。
ロ
が
そ
の
後
の
死
刑
判
例
に
お
け
る
確
立

AFN∞
C
・ω
-
N∞
。
(
巴
吋
由
)
・
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し
た
判
例
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
は

た
だ
ひ
と
り
で
判
決
結
果
に
対
す
る
同
意
意
見
を
書
い
た
。
こ
れ

は
町
三

B
白
ロ
判
決
に
お
け
る
同
判
事
の
反
対
意
見
を
引
用
し
た

だ
け
の
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
特
別
に
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。

(
な
お
、

H
J
M
吋
ヨ
白
ロ
判
決
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
の
反
対

意
見
に
つ
い
て
は
参
照
拙
稿
一
四

O
五
頁
)
。

(
日
)
両
判
決
と
も
五
対
四
で
違
憲
と
し
た
。
違
憲
派
、
合
憲
派
(
反

対
意
見
)
と
も
に
こ
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
。

違
憲
派
の
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
、
パ
ウ
エ
ル
、

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
か
ら
成
る
。
当
。
。
弘
田
O
ロ
判
決
で
は
ス

チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
が
、

ω-HNoσ23
事
件
で
は
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判

事
が
意
見
を
書
い
た
。

第
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
で
、
そ

れ
ぞ
れ
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
で
あ
る
と
の
理
由
で
同
意
意
見
を

書
い
た
。

合
憲
派
の
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
ホ
ワ
イ
ト
判
事
、
パ

l
ガ

l
長

官
、
レ

1
ン
キ
ス
ト
判
事
の
三
人
か
ら
成
り
、
両
判
決
と
も
ホ
ワ

イ
ト
判
事
が
反
対
意
見
を
書
い
た
。
な
お
、
巧
0
0
仏
由
。
ロ
判
決
に
お

い
て
は
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
は
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
反
対
意
見
に

14 

同
調
し
つ
つ
も
、
別
個
に
反
対
意
見
を
付
し
て
い
る
。
反
対
意
見

の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
で
、
明
，

R
B白
ロ
判
決

の
同
判
事
の
意
見
を
引
用
し
つ
つ
、
反
対
意
見
を
書
い
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
量
的
死
刑
宣
告
法
に
関
す
る
の
5
m
m
等
三

判
決
と
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
関
す
る
者
。
。
骨

g
等
二
判
決

で
、
憲
法
判
断
が
わ
か
れ
た
の
は
、
ス
チ
ュ
ワ

i
ト
、
パ
ウ
エ
ル
、

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
が
前
者
で
は
合
憲
派
(
パ

l
ガ

l
、
ホ

ワ
イ
ト
、
レ

1
ン
キ
ス
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
)
に
組
し
た
の
に
対

し
後
者
で
は
違
憲
派
(
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
)
に
同
調
し
た

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

死
刑
そ
の
も
の
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
プ
レ
ナ
ン
、

マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
を
除
く
七
人
の
判
事
が
す
べ
て
同
調
し
て
い

る

15 

お∞

C・

ω・
5
ω
L
S
I
S・
(
冨
詰
)
・

明，
R
B
S
判
決
で
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
表
明
し
た
九
判
事
の
う

ち
、
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
二
判
事
は
、
死
刑
そ
の
も
の
が

違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
、
パ

1
ガ

l
長
官
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ

ウ
エ
ル
、
レ

l
ン
キ
ス
ト
の
四
判
事
が
、
死
刑
そ
の
も
の
は
合
憲

で
あ
る
と
判
断
し
た
。
他
の
三
判
事
|
|
ダ
グ
ラ
ス
、
ス
チ
ユ

ワ
l
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
|
|
は
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
に
は
直
接
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(お) Furman v. Georgia， 408 U.S. 238， 384， (Burger， C.J. 

dissenting) . 

428 U.S. at 175. 喜字選言;(cl)ιJい.¥.G心恥F 頬匪U.¥.Gユい刑艇Q軍事;(cl-.J.¥:l犯

さとや嶋崎。

事E

(自) Id. at 451 (PowelI，]. dissenting). 

(毘 Id.at 293 (Brennan，]. concurring) 

(沼) 骨o.¥:l'¥'--斗ト入穿!略tir部担・献やEね百三臨ゐ心Q佃.HW

事型定側主広日刊わい2長魁w 平;トJ;LTο~Q佃恒-'J liHをは期特

Q~出回BtiE塁~t{l..i> Q~ti~ 二 J (Id. at 268.)ムJ)裂でドユ

ト。o 'r\ ふト入喜宇!怖さ主著~~判掴脳出;(cl.t!II(，れよJ ;'i¥fJ-'J;(cl倒

型経:s'U ti1ヨYトJJ24型二為， W;;r;812 Q話求心， 14--T<fIl"'812Q 

揺余;(cl誌がトJ 刊\l" K 時対必~'燃く送金同 U :iiP トJ ..i>~総~Q

団団tllT-'J [jg:~ U 1::1 r，語版出Q1J$郵必需官公い二千{d..¥J~ ̂'ば付

'i¥O See， Goldberg， supra at 1784-85 Radin， The 

Juri.ゆrudence01 Death : Evolving Standards lor the 

Cruel and Unusual Punishmenお Clause，126 UNIVER. 

零穫 1grOOl眠三主|ι。

E.g. Furman v.Georgia， 408 U.S.at 403 (1972) 

(Burger， c.]. dissenting). 

E.g. CHARLES L. BLACK ]R.. CAPITAL PUNISH. 

*，¥匪

(;:; ) 

却匝

MENT : THE INEVITABILITY OF CAPRICE AND MISTAKE. 

11-12. 

428 U.S. at 173. 

Trop v. DulIes， 356 U.S. 86， 101 (1958). 

E.g. Goldberg & Dershowitz， Declaring the Death 

Penalか Unconstitutional，83 HARVARD L. REV. 1714， 

(口)

(出)

(~) 

(足)

SITY OF PENNSYLVANIA L. REV. 989， 1005， nn. 68， 

69 (1978). 

fJ .;;以殺Jド， ~\ふト入写字1僚よJ Ji[こ斗v-~史再三時JQ ..i> Q ;(cl

剰縦-'Jヤ、令。判~U1Qt{lトーふ争どミ喜平怖さ主制崩似出Q\訴銘

;(d係官:Qν笠ユ-K-6;0 rぽ喜三{盤~~害時\IT:I:主'ぽ~:Q' 4r- rn~~' 

(お)

(日) Id. 

(自) E.g. Wilkerson v. Utah， 99 U.S. 130， 136 (1979) 

(認) E.g. Weems v. U.S.， 217 U.S. 349， 367 (1910). 

C:(i) ぼ言~u miR 1司令。士R~Q余事会心'トJQ110Q州艇蜘桝機l

耕2ミ型枠唱1J~')てJ'<;二時 fJ 心 U0 ユい ti .j特~匪 諒擦 1111く同|眠

~ドー。

1779-80 (1970). 

356 U.S. at 100. 



「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

犯
罪
に
対
す
る
威
嚇
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
明
確
か
つ
説
得
的
に
立
証
し
た
。
現
在
提
出
さ
れ
て
い
る
統

計
を
証
拠
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
も
し
く
は
、
立

証
が
不
十
分
で
よ
り
多
く
の
証
拠
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
審
査
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
し

か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
利
用
し
う
る
最
小
限
度
の
証
拠

は
す
で
に
満
た
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
明
日
E

B
S
4・
c
g品
F
8∞
C
い

忠

告
ω
(富
山
吋
凹

E
-
Y
]
n
O
E
R
-

-
口
問
)
)
と
述
べ
て
、
威
嚇
力
の
存
否
に
関
す
る
立
証
責
任
は
原
告

が
負
う
と
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
死
刑
に
は
十
分
な
威
嚇

カ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
、
原
告
の
主
張
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
。

句、・州民

ω印
U・
ωrumwwO同・
0mm
司・。巾。『尚一
P
A
F
N∞己・
ω
・白円

N
U
ω
-

S
(富
田
『
凹
宮
一
こ
・
門
出
田

8
2
z
m
)
・

。。

Ezaは
立
証
責
任
の
転
換
を
認
め
、
よ
り
具
体
的
な
審
査

の
手
法
と
し
て
①
「
拷
問
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
テ
ス
ト
、
②
「
異

常
性
L

テ
ス
ト
、
③
「
過
度
の
過
酷
性
L

テ
ス
ト
の
三
つ
に
分
け

て
論
じ
て
い
る
。

①
の
『
拷
問
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
』
テ
ス
ト
は
そ
の
刑
罰
が
極
端

で
、
個
人
の
尊
厳
を
そ
こ
な
う
ほ
ど
過
酷
な
も
の
か
否
か
を
審
査

す
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
が
第
一
章
第
一
節
(
拙
稿
一
三
七
六
頁

(
但
)

以
下
)
で
と
り
あ
げ
た
巧
ロ

E
3
8
〈

-cgv・

E

C

(

H

宅
∞
)

w

i

「
認
可
間
関
巾
B
B
-巾円
L
U∞
C
・ω・
8酌
(
H
S
O
)

等
を

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
②
の
『
異
常
性
』
テ
ス
ト
は
、
そ

の
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
、
ま
れ
で
あ
り
、
理
由
な
い
も
の
か
ま
た

は
窓
意
的
で
差
別
的
な
も
の
か
ど
う
か
を
テ
ス
ト
す
る
も
の
で
あ

る
。
円
。
三
位
自
由
ミ
『
ミ
・
明

E
5
2
〈

m
g巧
与
R
判
決
(
ω
包

C
・ω・品
3
3
Eご
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
③
の
『
過
度

の
過
酷
性
』
テ
ス
ト
は
、
筆
者
が
第
一
章
第
二
節
(
拙
稿
一
三
八

五
頁
以
下
)
で
と
り
あ
げ
た
不
均
衡
理
論
を
指
す
も
の
で

ぎ
2
5∞
〈
口
・
ω
-
N
H
叶ロ
ω
・
ω怠

(EE)
等
の
判
例
を
例
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
。
。
Eσ
角
関
温
室
、
ミ
ミ
口
∞
印
1

∞∞・
にD
にD

c.ω. 

32 

句
、
・
白
件
同
吋
∞
九
日
|
∞
印
.

同
様
に
立
証
責
任
の
転
換
を
主
張
す
る
学
説
と
し
て
は
、
冨
田
『
-

nc印
伶
巧
巾
目
印
印
ぴ

g
p
M
J定
b
g
h
p
pき
字
。
8
3
g【

URo

33 

-E回甲山区間、.月間〈
-
H
N
5・
z
g
l
E
(呂
町
∞
)
が
あ
る
。
論
者
は
、

「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を
免
れ
る
個
人
の
権
利
」
を
「
基
本
権
」

と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
対
す
る
制
約
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る

以
上
、
州
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

さ
ら
に
進
め
て
、
死
刑
の
廃
止
を
も
主
張
し
て
い
る
。

本
文
引
用
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
の
よ
う
に
違
憲
判

北法38(4・295)879
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決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
反
対
意
見
の
中
で
立
証
責
任
の
転
換

を
説
く
裁
判
官
も
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の

開
2
E
裁
判
官
は
、
明
日
ヨ
白
ロ
判
決
の
プ
レ
ナ
ン
判
事
の
反
対
意

見
を
引
用
し
て
「
死
刑
を
科
す
と
い
う
こ
と
が
、
:
:
:
被
告
人
の

あ
ら
ゆ
る
基
本
権
を
奪
い
取
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま

た
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
は
生
命
そ

の
も
の
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
刑
執
行
に
よ
っ
て

生
命
と
い
う
基
本
権
及
び
他
の
基
本
権
が
奪
わ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
州
は
死
刑
が
何
ら
か
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
証
拠
を
提
出
し
て

い
な
い
」
と
述
べ
て
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
テ
ス
ト
の
死
刑

事
件
へ
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

ω
g
Z
〈
U
-
u
S
F
M∞
ω
ω
0・
包
-

Y

N

H

(

司-白・]{也吋
ω
)
(
開『〈
-p
し『・門出回目出角川口江口ぬ)・

(
M
)
ω
ω
由
Z.閉
包
・
∞
詰
(
冨
白
印
印
・
H

当日)・

被
告
人
は
、
強
姦
殺
人
を
犯
し
、
起
訴
さ
れ
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
法
に
よ
れ
ば
、
右
犯
罪
に
対
し
て
は
死
刑
が
絶
対
的
法

定
刑
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
被
告
人
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。

(
お
)
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
は
五
対
二
で
死
刑
宣
告
を
破
棄

し
、
被
告
人
に
対
し
て
終
身
懲
役
刑
を
命
じ
た
。
な
お
、
終
身
懲

役
刑
を
命
じ
た
五
人
の
裁
判
官
は
各
々
、
同
意
意
見
を
書
い
て
い

資

る

北法38(4・296)880
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マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
憲
法
第
二
六
条
は
「
残
虐
ま
た
は
異
常
な

(
門

E
巳
ミ
ロ
ロ

g
z巳
)
」
刑
罰
を
禁
止
し
て
い
る
。

37 

ωω
申
Z.開
.

N
門戸白円由叶∞ー一可申・

こ
の
判
示
部
分
に
続
け
て
、
、
H
，

g
g長
官
は
死
刑
の
刑
罰
目
的

と
し
て
威
嚇
力
(
ミ
・
丘
町
巴

l
g・
)
と
応
報
(
た
・
回
二

gig-)

を
そ
れ
ぞ
れ
審
査
し
、
強
姦
殺
人
に
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
科
さ

れ
る
死
刑
は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益

1
最
も
制
限
的
で
な
い
他

に
選
び
う
る
手
段
」
の
テ
ス
ト
に
て
ら
し
て
違
憲
で
あ
る
と
結
論

し
た
。

(
泌
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
本
節
第
四
款
参
照
。

(
拘
)
の
5
m
m
〈
・
の
巾
O
沼町一

p
b∞巴・
ω・由同同叶印ー
l
呂・

(
刊
)
司
ロ
ロ
ロ
田
口
〈
・
の
巾
O
『mFPAHO∞
己
・

ω
包

ω
u
m
(
∞己同・
mm山『喝の・』・・

門出回凹巾ロ昨日ロぬ)・

。吋巾
m
m
〈
の
巾
O
叶

m
t
p
h
R
N
∞巴・

ω・
白
門
口
ω

同町
-h-
当
日
目
回
目
印
〈
・
の

g円

mz・
2
由
C
・ω・
ω自
己
申
印
印
)

、吋吋。日)〈・

0
5ロ巾
m-ω
日
A
v
d
・ω・
∞
少
同
{)ω

己申印∞)・

(
但
)

(
必
)

(
必
)

(
叫
)

(
必
)

。。-仏
σ
巾吋
m
F
h
N
h
h
v
『
応
出
件
同
吋
∞
0

・

閉
山
包
一
口
は
死
刑
事
件
に
関
し
て
他
の
基
本
権
を
審
査
す
る
場
合

と
同
様
に
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益

1
最
も
制
限
的
で
な
い
手
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段
」
の
テ
ス
ト
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
閉
山
由
門
出
口

は
自
由
と
生
命
を
区
別
し
て
生
命
が
争
わ
れ
る
場
合
に
関
し
て
こ

の
厳
格
審
査
基
準
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
者
の

い
う
生
命
|
自
由
の
二
分
論
も
決
し
て
厳
格
な
も
の
で
は
な
く
、

一
定
の
自
由
刑
に
対
し
て
も
厳
格
審
査
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

河田【出ロ
w

印刷弘、培、む田仲
H
C
H
印
ι!
一戸町・

同
様
に
、
減
刑
の
可
能
性
の
な
い
懲
役
刑
に
関
し
て
も
「
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
の
テ
ス
ト
を
適
用
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
論

者
も
い
る
。
富
田

5
5
h
w
d弓
広
島
『

op
認
可
Q

え

E
8・

(
必
)
本
節
第
二
款
参
照

(灯
)

A

お
∞
ロ

ω・
同
門
口
∞
|
双
山
・

(
刊
日
)

同
町
内
・
冨

n
c
g仲
町
田
〈
・
わ
国
]
は

O
B
F
ち
N
C
-
ω

・】∞
ω‘
N
N
印
l

N
昂(]戸市
W

吋
同
)
(
切
}
白
nw-
』

-
n
oロロロコ-一口問)・

(ω)
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
同
様
に
「
歴
史
解
釈
」
に
、
立
つ
も
の
と
し
て

レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ー
ン
キ
ス
ト

判
事
は
多
数
意
見
の
と
る
「
発
展
す
る
節
度
の
基
準
」
す
ら
否
定

し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
・
異

常
な
刑
罰
が
、
権
利
宣
言
採
択
時
に
残
虐
・
異
常
と
み
な
さ
れ
て

い
た
刑
罰
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
自
明
の
理

で
は
な
い
。
」
者

g
r
g
〈
-
Z
2
5
わ釦

E
Z
E
ムN
∞
己
・

ω
三

ω
O
∞
(
H
N
m
F
ロ円
H
Z
U
H
-
]

門出回目巾口広ロ肉)・

(
印
)
司
ロ
コ
ロ
M
5
4・
c
g円
m-P
品。∞巴・

ω・
巳
N

∞A
F

・D
-
N
申
(
∞
吋
巾
ロ
ロ
白
同
f

】円。ロロロ「吋一口問)・

(日
)

N

H

吋巴・

ω
-
E申
(
5
5
)
・

(
臼
)

(
臼
)

(
M
)
 

ω
印自己・

ω・
∞
由
(
邑
印
∞
)
・

ω
J
3
C・ω・2
0

(

H

申告)・

。。]門日
σ巾一「
h
p
h
N
h
』マ『ぬ白門同吋∞
N

・

論
者
に
よ
れ
ば
、
新
た
に
考
案
さ
れ
る
過
酷
な
刑
罰
は
、
そ
の

こ
と
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
「
疑
わ
し
い

2
5匂
巾
三
)
」
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
刑
罰
の
審
査
に
は
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

(
日
)

(
日
)

当
2
5凹〈・
C
-
ω
4
N
H
叶巴・
ω
・即時

ω誌・

同》〉

zz-n国
内
司
』
己
目

)
-
Q〉
戸
列
目
、
自
宅

C
司

H
Z開
。
開
〉
叶
国
旬
開

Z
〉
F
叶
〆

.. 込。。
何
回
己
宮
は
歴
史
解
釈
に
代
る
も
の
と
し
て
①
裁
判
所
が
憲
法
制

定
者
の
解
釈
を
自
由
に
拒
否
で
き
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
②

憲
法
制
定
者
は
残
虐
性
の
禁
止
と
い
う
道
徳
律
を
定
め
た
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
内
容
、
射
程
に
つ
い
て
は
歴
史
上
の
特
定
の
段
階
に

お
い
て
裁
判
所
が
定
め
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
し
て
い

る
。
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
実
質
的
に
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
を
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認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
妥
当
で
は
な
く
、
他
方
、
②
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
条
文
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
歴
史
解
釈
」
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
閉
山
白
色
P

資

品川Nh』守司白血
H
H
C
M
]ー
|
ω
ω
・

(
町
)

(
回
)

(
印
)
』
ミ
同
門

E
H
1
∞N

(
印
)
河
川
丘
一
口
は
こ
の
よ
う
に
現
代
的
節
度
の
基
準
を
立
法
、
国
民
投

票
、
陪
審
の
態
度
、
世
論
調
査
な
ど
の
現
実
的
手
段
に
求
め
る
ア

プ
ロ
ー
チ
を
「
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
(
句

g庄
司
巾
〉
匂
望
。
同
岳
)
」

と
呼
び
、
後
述
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
よ
う
な
「
規
範
的
ア
プ

ロ
ー
チ

(
Z
2自
己
ぞ
巾
〉
匂
官
。
白
n
F
)
」
と
区
別
し
て
い
る
。
九
叫
h
h
-

AFN
∞
C.ω
・阻門同吋由
l
∞
H
・

h
h
叫・白件同∞]{・

HN
白内出
p
的Hhーも司
hN
同門

HCωAFIRN-

お∞

C.ω
・
白
同
区
N
.

(
臼
)

(
臼
)
司
ロ
コ
足
吉
〈
・
の

g吋
mg-
き
∞
己
・

ω・
三
お
戸
(
句
。
毛
色
】
w

』

門出国印巾ロ江口問)・

(
臼
)
旬
、

-
R
B申
IIAS-

(
制
)
パ
ウ
エ
ル
判
事
は
、
「
証
拠
と
し
て
の
有
意
性
は
低
い
が
」
と
し

て
世
論
調
査
も
挙
げ
て
い
る
。
足
-
己
主
ゲ
ロ
・

8
・

し
か
し
な
が
ら
、
同
判
事
は
「
[
立
法
や
陪
審
員
の
態
度
な
ど
の
]

客
観
的
指
標
は
:
:
:
関
連
性
を
有
す
る
が
、
第
八
修
正
の
下
で
の

死
刑
の
合
意
性
の
最
終
的
判
断
は
裁
判
官
の
判
断
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。
め
町
内
、
ゎ
。
}
内
巾
門
〈
・
。
巾
。
円
m
-
P
A
H
ω
ω
C
・ω
・
同
門
品
。
ω
・
ロ
-

N

(

呂
コ
)
(
句
。
毛
色
戸
』
-
n
o
ロ
n
E
耳
目
ロ
m
-ロ
仲
町
四
宮
内
同
開
巾
口
同
町
三
宮

匂白コ一回口円四円凶一∞∞巾ロ門戸
p
m
-
D
H
)
白ユ一)・

(
臼
)
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
死
刑
の
合
憲
性
に
関
し
て
は
、

ω・月。
σ
R
Z

事
件
に
お
け
る
同
判
事
の
反
対
意
見
を
引
用
し
て
い
る
。
。
5
m
m

〈
・
の
巾
。
『
m
u
w
h
H
N
∞-
C
・ω
・国
H
N
N
E
-

(
m
m
)
ω
-
H
N
O
σ
巾『片的〈
-
F
O
ロ目的目白口白
-AHN
∞
C
・
ω
・
え

ω
印N
l日
ω
・

(
町
)
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
と
同
様
カ
リ
フ
ォ
リ
ニ
ア
州
民
投
票
を
例

と
し
て
引
い
て
い
る
。
』
ミ
・
民

ω巴
噌
ロ
・
印
・

(
伺
)
打
。
5
5。ロ者巾白
R
V
〈
-
Q
Z
2
7
ω
ω
由
Z
・開
-
M
巳

-
m
吋
由
(
呂
斗
印
)

の
河

g
E。
ロ
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
引
い
て
い
る
。
お
∞

C
・
ω-

Rω
印Nw
ロ
・
印
・
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
本
章
第
二
節
第
三
款
参

照。
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(
印
)

(
刊
)

ト、岡

弘パ
1
ガ

i
長
官
も
、
立
法
、
陪
審
の
態
度
、
世
論
調
査
の
三
つ

を
客
観
的
指
標
と
し
て
い
る
。
め
町
内

-
F
E
H戸
白
ロ
〈
の
問
。
吋
m
F
b∞

己

ω
同庁

ω印
∞
∞
∞
(
切
口
吋
閃
巾
H
l

・
h
・]門出回凹巾ロ巴口問)・

71 

河同門回一ロ
whNh』ロ『ぬ由同同
{)ω
品・
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世
論
調
査
に
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
意
見
は
注
目
さ
れ

る
。
「
世
論
調
査
は
、
特
定
の
刑
罰
が
一
般
人
に
容
認
さ
れ
て
い
る

か
否
か
を
示
す
際
に
、
あ
る
程
度
、
助
け
と
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
有
用
性
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
刑
罰

が
残
虐
・
異
常
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
刑
罰
の
目
的
に
つ
い
て

十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
た
人
々
が
、
そ
の
刑
罰
を
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
で
、
不
正
で
、
許
し
が
た
い
も
の
と
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
:
・
:
・
ア
メ
リ
カ
市
民
は
死
刑
に
関
し
て
ほ

と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
。
:
:
:
情
報
が
十
分
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
、

死
刑
が
賢
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
平
均
的
市
民
に
納
得
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
明
ロ
コ
出
回
口
〈
・
の

g『
阿
佐
・
ち
∞
口
・

ω

巳
ω
E
l
g
(
冨
白
ヨ
『

g
z・』

gロ
2
q
z
m
)
一
ω応
む
目
的
。
唱
の
吋
巾

mm

〈-の

g括
S
L
N∞巴・
ω
同
庁

NωN・
(
冨
向
田
町
田
-
Y
]
色町田市ロ江口問)・

(

悶

)

同

N
E
E
-
s
y
b
白
ニ
cω
印

|ω
∞・

(
引
け
)
旬
、
・
白
斤
目
。
ω印

(
花
)
。
。
]
門
田
宮
門
m-stuミ
白
ニ
吋
∞
N

も
世
論
は
節
度
基
準
に
と
っ
て
決

定
的
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

(
苅
)

(
打
)

(
m
m
)
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お
∞
ピ
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ω・
三
口
ω

品N
∞
C.ω
・
回
同
区
N
.

お∞

C.ω
・
三
回
∞
品
・

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
応
報
と
威
嚇
カ
の
他
に
再
犯
防
止
も
刑

罰
目
的
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
O

L

ミ
・
釦
件

]{∞
ω・ロ
-

N
∞・

(
乃
)
司
ロ
コ
H
H
田
口
〈
・
の
巾
O
吋
ms・
8
∞
C
・ω・国同
ω。
ω
l
E
(
切司巾ロロ白
P
]
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81 80 

足
先

E
N
(冨
向
島
田
戸
]
内
同
町
田
巾
口
同
一
括
)
・

お
∞

C
・ω・
由
同
同
∞
品
∞
日
・

死
刑
に
対
す
る
威
嚇
カ
を
否
定
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
で
さ

え
、
「
廃
止
論
者
は
十
分
な
疑
い
を
は
さ
む
余
地
の
な
い
程
度
に
威

嚇
カ
の
な
い
こ
と
を
立
証
し
て
い
な
い
」
(
司
氏
自

E
4・。
g吋
m
g・

8
∞己・

ω・由同
ω
印
ω)

と
述
べ
て
い
る
。

死
刑
の
抑
止
効
果
に
つ
い
て
、
有
名
な

ω巾
]
ロ
ロ
の
調
査
な
ど
に

よ
っ
て
、
従
来
は
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
、
死
刑
の
犯
罪
抑
止
効
果
を
認
め
る
有
力
な
新

説
を
巴

E
E
S
が
唱
え
た
。
生
田
、
前
掲
(
上
)
一

O
一
頁
。
そ

の
後
も
、
死
刑
の
抑
止
効
果
に
つ
い
て
は
そ
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て

数
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
h
u
m
v
m
-
h
w
切
乱
含
印
h
w
ハU
O
}
巾

w
h
s
g
n
H
S
S
ミ
Hpm
モミ砕

ミ
M
J

ぎ
ミ
-
h
S
N
r
~
R
a
b
s
h同
か
お
お
円
阿
佐
ミ
主
主
号
N
v
m
な
司
、
可
S
H

泊
、
町
内
h
q
¥
(
u
e
h
H
a
~
3
ミ
芝
甘
さ
S
F
∞
印
ペ
〉

E
F・』・H叶
C

(
巴叶印)一
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「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

マ
ン
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
が
同
調
。
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ

ル
、
パ
ウ
エ
ル
の
三
判
事
が
、
各
々
同
意
意
見
を
書
い
た
。
ま
た

パ
l
ガ

1
長
官
の
反
対
意
見
に
レ
l
ン
キ
ス
ト
判
事
が
同
調
し

た。

(
何
)

(
町
)

お臼

C.ω
・白昨日甲
N
.

句、・由同日山田ωlmwmw.

第
三
章

命
令
的
死
刑
宣
告
法
と
裁
量
的

死
刑
宣
告
法

第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
死
刑
の
合
憲
性
に
関
し
て
、

司
ロ
司
自
由
口
、
の
5
m
m
両
判
決
を
通
し
て
、
死
刑
そ
の
も
の
は
合
憲
で
あ
る
と

結
論
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
パ
l
ガ
l
長
官
の
指
摘
し
た
死
刑
に
関
す

(l) 

る
「
不
確
実
な
過
渡
的
状
況
」
は
一
応
、
終
わ
り
を
つ
げ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
、

m，
R
自
由
ロ
判
決
で
違
憲
と
さ
れ
た
死
刑
の
窓

意
的
適
用
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
七

二
年
の
ヲ
肖

5
8判
決
を
受
け
て
、
各
州
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
死
刑
法
律

の
改
正
を
試
み
、
宣
告
機
関
の
怒
意
的
裁
量
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
よ
う
な
試
み
に
も
と
づ
い
て
各
州
が
新
た
に
制
定
し
た
死
刑
法
律
は
大

き
く
分
け
て
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
死
刑
を

絶
対
的
法
定
刑
と
定
め
、
宣
告
機
関
の
裁
量
を
完
全
に
排
除
す
る
法
律
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
死
刑
法
律
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法

(
ヨ
白
ロ
仏
国
吉
『
可
母
由
同
町
匂

g色
丹
可
己
主
豆
町
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
死
刑
を
適
用
す
る
際
に
宣
告
機
関
が
考
慮
す
べ
き
事

由
を
法
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
告
機
関
の
裁
量
を
ガ
イ
ド
し
、
窓
意

的
な
裁
量
行
使
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ

プ
の
法
律
は
裁
量
的
死
刑
宣
告
法
丘
町

Q
2
Z
E弓
母
国
吾
匂
巾

E
5、

印
仲
間
同
氏
。
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
九
七
六
年
の
の
5
m
m
等
五
判
決
で
連
邦
最
高
裁
は
前
者
は
違
憲
で

あ
る
が
、
後
者
は
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

第
三
章
で
は
、
の
5
m
m
等
五
判
決
の
紹
介
を
通
し
て
、
連
邦
最
高
裁
が

ど
の
よ
う
な
形
で
、
宣
告
機
関
の
怒
意
的
裁
量
の
排
除
を
命
じ
て
い
る
の

か
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と

定
め
た
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
二
つ
の
判
決
l
|
巧

g骨
g
〈-

Z
0
5
P
E
E
w
ω
-
F
Z
5
4
-
E巳
E
E
-
-を
紹
介
し
、
命
令

的
死
刑
宣
告
法
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

次
い
で
第
二
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
裁
量
的
死
刑
宣

告
法
を
合
憲
と
判
断
し
た
三
つ
の
判
決
ー
ー
の
足
路
〈
・
。

g
a
F

P
o
E
R
4・
20ユ門同
P
E
E
r
〈
・
吋
角
川
何
回
凹
|
|
を
紹
介
し
、
裁
量
的
死

刑
宣
告
法
の
問
題
点
を
検
討
し
て
い
く
。
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な
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ミ
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ミ

s
p
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s
h
dお
む
を
己
主
ミ
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雪
国
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口
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、
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5
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ロ0
0
1
5
(回
申
立
)
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資

(3) 
旬
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白
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H
吋
同
{
}
・
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品

N
∞
C
・ω
-
N
∞。(昌一可申)・

(5) 
hFN
∞
C
・ω
ω

N
切
(
巴
吋
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)
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(6) 
品

N
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ω
-
H印
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w

(

冨吋由)・

(7) 
お∞

C
・ω
-
N
A
H
N
(
巴叶由)・

お
∞

C
・ω
-
N
S
(
H
S
∞)・

8 

第
一
節

命
令
的
死
刑
宣
告
法

(
5
2音
吉
弓

匂
ぬ
ロ
釦
}
片
山
『
印
門
釦
門
戸
』
門
巾
)

門
同
巾
釦
同
町

明，

Z
『

B
E判
決
以
後
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
定
め
る
規
定
を

新
た
に
制
定
し
た
州
は
、
一
四
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
令
的
死
刑
宣
告
法

に
よ
れ
ば
、
陪
審
や
判
事
の
裁
量
は
、
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

明
日
B白
ヨ
判
決
以
前
は
、
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
の
死
刑
は
、
反
逆
罪

(
丹
吋
巾
出
窓
口
)
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
し
て
の
み
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(2) 
が
、
司

2
5
2
判
決
以
後
は
、
多
く
の
犯
罪
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
刑

罰
規
定
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
警
察
官

G
2
2

(

3

)

(

4

)

 

。
町
民
円
巾
吋
)
殺
害
、
複
数
警
察
官
の
殺
害
、
服
役
中
の
終
身
刑
受
刑
者
に
よ

(

5

)

(

6

)

 

る
謀
殺
、
死
刑
犯
罪
の
前
科
者
に
よ
る
謀
殺
、
重
罪
謀
殺

(Eoミ
ヨ
ミ
・

(9) 

骨
円
)
、
契
約
に
よ
る
謀
殺
、
爆
発
物
の
使
用
に
よ
る
謀
殺
等
の
犯
罪
に

対
し
て
も
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
制
定
す
る
立
法
が
現
れ
た
。

こ
の
命
令
的
死
刑
宣
告
法
が
、
連
邦
最
高
裁
で
最
初
に
争
わ
れ
た
の
が
、

{刊
)

{

H

)

巧
0
0仏

mOロ
〈

-
Z
R
S
(
U白円。
z
gと、
ω・河
O
Z
5
〈
-
E
S
S
E
の
二

判
決
で
あ
る
。
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第
一
款

君
。
。
骨

B
判
決

ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
第
一
級
謀
殺
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し

て
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
右
犯
罪
を
犯
し
、

死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
定
め
る
、

ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、

五
対
四
で
同
法
を
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
ス
チ
ュ
ワ

i
ト
判

事
が
書
い
た
。
同
判
事
は
の
5
m
m
判
決
を
引
用
し
て
、
死
刑
そ
の
も
の
は

違
憲
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
後
、
①
現
代
的
節
度
基
準
に
反
す
る
、
②
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明
日
ヨ
白
ロ
判
決
の
要
求
す
る
怒
意
的
裁
量
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
な

い
、
③
死
刑
事
件
に
お
い
て
被
告
人
の
性
格
、
犯
罪
等
が
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
、
と
い
う
三
点
の
理
由
か
ら
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
命
令
的

死
刑
宣
告
法
は
違
憲
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

第
一
の
、
現
代
的
節
度
基
準
に
反
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

(
U
)
 

第
八
修
正
は
州
の
刑
罰
権
が
「
文
明
基
準
の
範
囲
内
で
行
使
さ
れ
る
」
こ

と
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
①
歴
史
的
利
用
の
有
無
、
②
立

法
、
③
陪
審
の
態
度
、
の
三
つ
を
客
観
的
指
標
と
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

(
日
)

ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
右
三
つ
の
客
観
的
指
標
は
い
ず
れ
も
命
令

的
死
刑
宣
告
法
を
拒
絶
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
九
一
年
の
第
八
修
正
制

定
時
に
は
か
な
り
多
く
の
犯
罪
(
謀
殺
、
反
逆
罪
、
海
賊
、
放
火
、
強
盗
、
不

法
目
的
侵
入
等
)
に
対
し
て
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
の
が
慣
行
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
過
酷
さ
ゆ
え
に
多
く
の
州
で
は
立
法
に
よ
り
、
死
刑
を
絶
対

的
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
の
種
類
を
制
約
し
、

一
九
世
紀
に
な
る
と
死
刑
を
絶

対
的
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
は
第
一
級
謀
殺
罪
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
陪
審
は
そ
れ
で
も
被
告
人
を
死
刑
に
処
す
る
の
が
不
適
当
と
思

わ
れ
る
と
き
に
は
、
無
罪
の
評
決
を
す
る
こ
と
が
ま
れ
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う

な
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め
に
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
に
か
げ
て
、

(
凶
)

各
州
で
は
、
死
刑
事
件
に
陪
審
の
裁
量
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
歴
史
を
概

観
し
た
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
以
下
の
よ
う
に
結
論
し
た
。

特
定
犯
罪
の
有
罪
確
定
者
の
す
べ
て
に
死
刑
を
科
す
慣
行
は
、
不
当
に
過

酷
で
、
融
通
性
を
欠
く
、
と
し
て
拒
絶
さ
れ
て
き
た
。
発
展
的
節
度
基
準
に
関

す
る
二
つ
の
決
定
的
指
標
|
|
陪
審
の
決
定
と
立
法
ー
ー
は
、
両
方
と
も

(
げ
)

命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ノ
l

ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
現
代
的
節
度
基
準
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
て
お

(
同
)

り
、
第
八
、
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
。

第
二
の
、
窓
意
的
裁
量
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て

記
録
に
よ
れ
ば
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
下
で
も
陪
審
は
第
一
級
謀
殺
事

件
の
う
ち
特
定
グ
ル
ー
プ
に
だ
げ
死
刑
を
宣
告
し
て
き
た
こ
と
、
陪
審
は
死

刑
を
宣
告
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
有
罪
1

1
無
罪
の
判
断
に
先
行
さ
せ

る
こ
と
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
は
死
刑
宣
告
の
窓
意
性
を
排
除
す
る
た

(
凶
)

め
の
司
法
上
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
か
ら
ノ
l
ス
・
カ
ロ

ラ
イ
ナ
州
法
は
窓
意
的
裁
量
を
排
除
す
る
も
の
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
司
氏
自

ヨ
白
ロ
判
決
の
要
求
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。

北法38(4・303)887

第
三
の
、
被
告
人
の
前
科
及
び
性
格
を
考
慮
さ
せ
な
い
の
は
違
憲
で
あ



料

る
と
い
う
点
に
つ
い
て

第
八
修
正
の
根
本
に
あ
る
人
間
性
の
尊
重
は
、
犯
罪
者
の
個
々
の
性
格
や

資

特
定
犯
罪
の
情
況
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
死
刑
が
懲
役
刑

と
質
的
に
異
な
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
死
刑
を
科
す
場
合
に
は
こ
の
差

(
引
)

異
に
ふ
さ
わ
し
い
信
頼
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の

命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
違
憲
無
効
と
し
た
。

第
二
款

ω
-
H
N
A
)
宮
ユ
∞
判
決

第
一
款
で
み
た
よ
う
に
巧
0
0
号

S
判
決
に
お
い
て
第
一
級
謀
殺
罪
に

対
し
て
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
定
め
る
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州

法
は
違
憲
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
判
決
は
、
す
べ
て
の
第
一
級
謀
殺
罪

に
対
し
て
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
よ
う
な
広
範
な
命
令
的
死
刑
宣

告
法
が
、
第
八
、
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
だ
け
で
あ
り
、

ノ
1
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
ほ
ど
広
範
で
な
く
、
限
定
し
た
範
囲
の
謀
殺

ー
ー
た
と
え
ば
、
以
前
、
終
身
懲
役
刑
の
宣
告
を
う
け
た
者
に
よ
る
謀
殺

だ
け

l
lに
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
、
あ
る

い
は
犯
罪
者
の
性
格
や
前
科
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
命
令
的

死
刑
宣
告
法
の
合
憲
性
判
断
は
保
留
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

巧
o
o
a印
O
ロ
判
決
と
同
日
に
判
決
さ
れ
た

ω・
同
州
各
巾
立
回
〈
・
戸
富
山
田
町
吉
田

事
件
で
問
題
と
な
っ
た
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
は
、
ノ

1
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ

州
法
よ
り
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
謀
殺
罪
に
対
し
て
、
死
刑
が
、
絶
対
的
法

定
刑
と
さ
れ
て
い
た
。

∞-F}σqg
事
件
の
被
告
人
は
、
武
装
強
盗
中
に
、
殺
人
を
犯
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
裁

判
所
の
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
尚
}
は
、
以
下
の
二

点
に
お
い
て
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
と
異
な
る
。

①
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
の
第
一
級
謀
殺
罪
は
、
あ
ら
ゆ
る
故
意
の

殺
人
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
重
罪
謀
殺
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
の
第
一
級
謀
殺
罪
は
、
五
種
類
の
殺
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

②
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
独
特
の
死
刑
宣
告
手
続
を
、
定
め
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
右
制
度
の
下
で
は
、
す
べ
て
の
第
一
級
謀
殺
事
件
の
場
合
に
、
陪

審
は
、
第
一
級
謀
殺
罪
、
第
二
級
謀
殺
罪
、
故
殺
罪
に
関
す
る
説
示
を
、

裁
判
官
か
ら
う
け
た
の
ち
、
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
、
第
二
級
謀
殺
罪
有
罪
、

故
殺
罪
有
罪
、
無
罪
の
四
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
評
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
の
場
合
は
、
死
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
で
あ

る。

北法38(4・304)888

連
邦
最
高
裁
は
、
右
の
よ
う
な
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
を
君
。
o
a目
。
ロ
判
決

と
同
じ
く
五
対
四
で
違
憲
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事



「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

が
書
い
た
。
同
判
事
は
、
。

5
m
m
判
決
を
引
用
し
て
、
死
刑
は
あ
ら
ゆ
る

場
合
に
違
憲
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
が
、
ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と
は
異
な
り
、
い
く
ら
か
限

定
的
な
第
一
級
謀
殺
罪
を
定
義
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
上
の
重
要
な
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
な
り
え
な
い
。
死
刑
犯
罪
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
無
益

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
特
定
の
犯
罪
者
の
、
過
去
の
生
活
や
慣
習
を

考
慮
せ
ず
に
、
同
様
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
る
す
べ
て
の
犯
罪
に
対
し
て
、
間
一

の
刑
罰
を
要
求
す
る
と
い
う
考
え
を
、
社
会
が
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
逆
ら
っ
て
い
る
。
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
憲
法
上
の
欠
陥
は
、
特
定
の
犯
罪

の
情
況
、
な
ら
び
に
性
格
、
性
癖
に
焦
点
を
あ
て
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
の
よ
う
に
、
第
一
級
謀
殺
を
さ

ま
ざ
ま
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
犯
罪
に
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
解
決
さ
れ
な

(
鈎
)

I
V
 

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
の
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、

現
代
的
節
度
基
準
に
反
し
、
明
，

R
B出
口
判
決
の
要
求
も
満
た
し
て
お
ら
ず
、

同
法
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
た
死
刑
宣
告
は
、
違
憲
無
効
で
あ
る
と
し
た
。

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
は
、
翌
年
の
国
対
。
σ巾ユ
2
J
F
O
三
回
目
白
ロ
同
事
件
で
再

び
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
が
、

ω・列。
σ巾
ス
∞
事
件
(
一
九
七

{
犯
)

六
)
で
ポ
し
た
判
断
を
く
り
返
し
た
。

た
し
か
に
、
被
害
者
が
職
務
遂
行
中
の
警
官
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
加
重

事
由
と
み
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
被
害
者
が
警
官
で
あ
る
場
合
に
、
減
軽
事

由
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
誤
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
犯
罪
者
が
未
成
年

で
あ
る
と
か
、
前
科
が
な
い
と
か
、
麻
薬
や
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
極
端
な
精
神

的
混
乱
等
の
よ
う
な
事
情
、
ま
た
は
、
犯
罪
者
の
行
為
に
道
徳
的
な
正
当
化
を

与
え
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
な
合
理
的
事
情
の
存
在
さ
え
も
減
軽
事
由
の
例

で
あ
る
。
我
々
が
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
減
軽
事
由
が
、

個
々
の
犯
罪
者
ま
た
は
個
々
の
犯
罪
に
有
意
で
あ
る
か
を
考
慮
さ
せ
る
こ
と

(
犯
)

は
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、
個
別
的
に

滅
軽
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
違
憲
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
。

(U) 

同
様
に
、
オ
ハ
イ
オ
州
法
に
つ
い
て
も
、
問
、
{)nw巾
芹
〈
・
。
E
0・
∞
巾
ロ
〈
・

(
お
)

。
F
Z事
件
で
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
と
同
じ
く
減
軽
事
由
の
考
慮
を
許

さ
な
い
か
ら
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

第
三
款

命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
検
討

北法38(4・305)889

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
犯
罪
の
範
囲
が
、
広
範
な
も
の
で
あ
れ
、

限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
と
も
か
く
一
定
の
犯
罪
類
型
に
対
し
て
死
刑

を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
違
憲
で
あ
る
、
と
判
断



料

し
た
。

資

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
巧
。
。
骨

S
判
決
に
お
い
て
、
命
令
的
死
刑
宣

告
法
が
憲
法
上
許
き
れ
な
い
理
由
と
し
て
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

①
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、
過
酷
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
陪
審
に
裁
量
を
認
め
る
制
度
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

陪
審
も
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
好
意
的
で
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
「
現
代
的
節
度
基
準
L

に
反
す
る
、
②
死
刑
を

絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
定
め
た
場
合
、
死
刑
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、

被
告
人
を
無
罪
放
免
に
す
る
他
な
く
、
死
刑
の
適
用
に
お
け
る
窓
意
・
気

紛
れ
を
排
除
で
き
な
い
、
③
第
八
修
正
の
根
本
に
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」

は
、
個
別
的
犯
情
の
考
慮
を
要
求
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
の
意
見
に
は
以
下
の
三
点
の
問
題

点
が
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
に
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
が
現
代

的
節
度
基
準
に
反
す
る
と
す
る
が
、
同
判
事
は
、
の
5
m
m
判
決
の
謀
殺
罪

に
対
す
る
死
刑
の
違
憲
性
の
問
題
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
代
的

節
度
の
基
準
の
客
観
的
指
標
と
し
て
、
立
法
を
決
定
的
要
因
と
考
え
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
本
件
に
お
い
て
は
、
一
四
州
が
、

FH司
自
白
ヨ
判
決
以
来
、

命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
制
定
し
た
と
い
う
事
実
よ
り
も
、
命
令
的
死
刑
宣

告
法
の
歴
史
的
利
用
、
あ
る
い
は
陪
審
の
態
度
に
重
き
を
置
い
て
、
現
代

的
節
度
の
基
準
を
判
断
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
は
一

般
的
に
は
、
節
度
の
基
準
の
限
界
は
、
立
法
の
存
在
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ

る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
場
合
に
は
、
立
法
が
現
代
的
節
度
の
基

(
羽
)

準
を
ふ
み
は
ず
す
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
」
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

第
二
に
、
ス
チ
ユ
ワ

l
ト
判
事
は
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は

司
R
5
2
判
決
に
反
す
る
と
し
た
が
、
こ
の
と
き
同
判
事
の
と
っ
た
司

R'

g
白
ロ
判
決
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
同
判
事
は
、
「
m，
R
B出
口
判
決
後
の
立

法
は
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
対
す
る
社
会
的
承
認
が
代
わ
っ
た
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
各
州
が
、
憲
法
に
合
致
す
る
形
式
で
死
刑
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
き
た
意
図
を
反
映
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

m，
R
B白
ロ
判
決
以

後
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
採
用
し
た
州
も
あ
れ
ば
、
陪
審
の
自
由
裁
量

を
ガ
イ
ド
す
る
立
法
上
の
基
準
を
採
択
し
た
州
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

明
耳
目
白
ロ
判
決
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
判
決
が
分
か
れ
た
た
め
の
さ
ま

{
叫
)

ざ
ま
な
解
釈
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

m，
R
5
2

判
決
の
基
本
的
要
求
は
、
「
怒
意
的
で
気
紛
れ
な
陪
審
の
裁
量
を
、
死
刑
宣

告
を
科
す
過
程
を
ガ
イ
ド
し
、
組
織
化
し
、
ま
た
、
合
理
的
に
審
査
し
う

(
必
)

る
た
め
の
客
観
的
基
準
に
お
き
か
え
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
て
、
ノ
ー

ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
、
と
結
論
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
見
解
は
異
な
る
。
ホ
ワ
イ
ト
判
事
に

北法38(4・306)890
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よ
れ
ば
、
明
日

B
田
口
判
決
当
時
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
、
死
刑
は
め
っ
た
に

科
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
司

R
B
S
事
件
で
連
邦
最
高
裁

は
、
死
刑
に
は
も
は
や
維
持
さ
れ
る
べ
き
刑
罰
目
的
が
存
在
せ
ず
違
憲
で

あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
第
一
級
謀
殺
罪
を
再
定
義

し
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、

m，

R
5
8
判
決

の
要
求
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
ル
イ
ジ
ア
ナ

州
の
命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
合
憲
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
評
釈
者
の
中

に
は
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
続
け
て
述
べ
る
よ
う
に
、

判
例
、
学
説
の
多
数
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
反
対
し
て
い
る
。

第
三
に
ス
チ
ュ
ワ
!
ト
判
事
は
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
た
と
し

て
も
、
そ
こ
に
無
制
約
な
裁
量
の
は
た
ら
く
余
地
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
た
と
え
裁
量
を
行
使
す
る
た
め
に

加
重
事
由
、
減
軽
事
由
を
法
定
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
事
由

の
認
定
に
つ
き
裁
量
の
余
地
の
残
る
こ
と
に
つ
い
て
変
わ
り
が
な
い
の
で

は
な
い
か
。

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
意
見
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
、
く
り
返
し
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
も

つ
過
酷
さ
を
排
除
す
る
た
め
に
陪
審
の
裁
量
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
き
た
。

古
く
は
、
一
八
九
九
年
の
巧
E
2
2
〈
-
C・
ω・
事
件
に
お
い
て
連
邦
最

高
裁
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
、
殺
人
の
範
囲
に
入
る
犯
罪
を
す
べ
て
死
刑

に
処
す
る
こ
と
の
過
酷
さ
と
、
死
刑
有
罪
に
す
る
こ
と
に
対
す
る
陪
審
の

た
め
ら
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
立
法
者
を
し
て
、
あ
る
殺
人
事
件
に
お
い
て

は
、
死
刑
の
か
わ
り
に
懲
役
刑
を
導
入
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。

一
九
四
九
年
の
者
ロ
ロ
由
自
由
〈
・

こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
態
度
は
、

z
g司

J

円
。
号
事
件
で
も
繰
り
返
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
六
八
年
の
巧

R
Z司自

告
。
。
ロ
〈
-
E
E
S的
事
件
で
は
、
一
歩
進
め
て
、
陪
審
の
裁
量
機
能
を
、
発

展
す
る
節
度
の
基
準
と
関
連
さ
せ
て
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。
「
[
死
刑
か

懲
役
刑
か
の
]
選
択
を
す
る
際
に
、
陪
審
員
の
な
し
う
る
最
も
重
要
な
機

能
の
一
つ
は
、
現
代
の
社
会
的
価
値
と
刑
事
シ
ス
テ
ム
の
結
合
を
維
持
す

る
こ
と
で
あ
る
。
|
|
こ
の
結
合
が
な
け
れ
ば
、
刑
罰
の
決
定
は
、
『
成
熟

し
た
社
会
の
進
歩
を
マ
ー
ク
し
て
い
る
発
展
す
る
節
度
の
基
準
』
を
ほ
と

ん
ど
反
映
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
」

さ
ら
に
最
近
で
は
、
明
日

g
g判
決
の
前
年
の
冨
円
。
釦
丘
町
田
事
件
で

も
、
陪
審
の
裁
量
は
合
憲
と
さ
れ
お
り
、

PH『
自
由
自
判
決
に
お
い
て
も

パ

l
ガ

l
長
官
は
、
「
一
年
前
の
冨
円
。
血
豆
町
血
事
件
で
述
べ
た
よ
う
に
、
す

べ
て
の
謀
殺
罪
有
罪
者
に
死
刑
を
宣
告
す
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
対
す

る
嫌
悪
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
、

命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
排
除
す
る
動
き
は
、
宣
告
過
程
に
み
ご
と
な
柔
軟

北法38(4・307)891



料

性
を
導
入
し
た
O
i
-
-
-
こ
の
宣
告
方
法
の
変
化
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ

て
、
人
道
的
発
展
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
L

と
述
べ
た
。

命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
反
対
す
る
学
説
は
以
下
の
六
点
を
そ
の
理
由
と

し
て
挙
げ
て
い
る
。

ω
犯
罪
者
に
対
し
て
不
公
正
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
は
憲

法
上
の
要
請
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
加
重
事
由
と
減
軽

事
由
の
考
慮
を
裁
判
所
に
要
請
す
る
。
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、
個
々

の
事
件
に
お
け
る
個
々
の
情
況
の
差
異
を
無
視
し
て
一
貫
し
た
価
値

の
枠
組
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
怒
意
的
で

あ
る
。

資

(2) 

応
報
・
威
嚇
な
ど
の
刑
罰
目
的
は
、
犯
罪
者
と
犯
罪
の
正
確
な
事
情

を
考
慮
せ
ず
に
は
達
成
で
き
な
い
。
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、
こ
の

こ
と
を
考
慮
さ
せ
な
い
あ
ま
り
に
も
雑
な
手
段
で
あ
り
、
十
分
な
刑

罰
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

個
々
の
情
況
に
よ
っ
て
は
、
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
で

も
、
死
刑
が
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
な
ら
、
有
罪
と
さ
れ
な

い
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
窓
意
的
、
気
紛
れ
な
死
刑
の
適
用

は

p
q
B白
ロ
判
決
に
反
す
る
。

死
刑
以
外
に
も
他
の
合
理
的
な
規
制
手
段
が
あ
る
場
合
に
は

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
。

(3) (4) 

(5) (6) 

命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
恋
意
的
で
基
準
の
な
い
裁
量
を
表
面
上
お
お

い
か
く
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
気
紛
れ
な
要
素
を
さ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
死
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
宣
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、

判
決
手
続
以
前
の
起
訴
や
以
後
の
恩
赦
の
段
階
に
も
組
織
化
さ
れ
な

い
裁
量
が
残
る
。

現
代
的
節
度
基
準
に
反
す
る
。

北法38(4・308)892

1 

デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ニ
ュ

1
・
ハ
ン
プ

シ
ャ

l
、
ニ
ュ

l
・
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
、
オ
ク
ラ
ホ

マ
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ

(2) ラ
イ
ナ
の
一
四
州
で
あ
る
。

Z
O丹
市
・
巳
宵
ミ
&
s
a
s
h
H
H
F町

n
o
s
-

M

忠
宮
町
凡
ロ
き
足
。
、
ミ

h
p
n
~〈
S
N
V
S
H
p
h
v
g
m
N
~守

~
F
F
G
S
H
8
・
雪

国
〉
同
〈
〉
回
目

)
F
-
H
N開
〈
・

HA山
市

V
0
・
H叶
H
O

ロ
-HAF()(]{由
一
戸
)
・

ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ヴ
ァ

1
モ
ン
ト
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
マ
サ
チ
ュ

l

3 

セ
ツ
ツ
の
各
州
法
。
足
・
ロ

-
E
N・

デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ヴ
ア
ダ
、
ニ
ュ

l
-

ハ
ン
プ
シ
ャ
!
、
ニ
ュ

1
・
ヨ

1
ク
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ワ
イ
オ
ミ

ン
グ
の
各
州
法
。
ミ
・
白
ニ
叶
ロ
ロ

-Eω
・
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4 

ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ

-
H
E・

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
1

、
ネ
ヴ
ア
ダ
、

ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ワ

イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州
法
。
句
、
・
ロ
・
H
A
印・

ア
イ
ダ
ホ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ

の
各
州
法
。
足
・
ロ

-
E由・

デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア

ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
、
ニ
ュ

l
・
メ
キ
シ
コ
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ

イ
ナ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ

-
E叶・

イ
ン
デ
イ
ア
ナ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
ニ
ュ

l
・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ

-
E∞・

デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
!
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

(5) 

6 7
)
 

8 9 

オ
ク
ラ
ホ
マ
の
各
州
法
。

LR
ロ
-
E由・

(
叩
)

(日
)
A
H
N
∞
C.ω.ωN印
(
邑
弓
)
・

(
ロ
)
明
日
ヨ
回
ロ
判
決
以
前
の
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
に
よ
れ
ば
、

第
一
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
、
死
刑
か
終
身
懲
役
刑
か

を
宣
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
選
択
は
陪
審
の
完

AFN∞己・
ω
.
M
∞C
(

呂
叶
昂
)
.

13 

全
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
司
日
目
白
ロ
判
決
の
影

響
で
、
一
九
七
三
年
、
同
法
は
違
憲
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
法

は
分
離
し
う
る
の
で
命
令
的
死
刑
宣
告
法
と
し
て
は
有
効
で
あ

る
、
と
判
示
さ
れ
た
。

ω
E
R
〈・
4
ぐ白色円
E
Y
H
Z
ω
・
閉
包

-E(Z-

n
E吋
ω)
・
こ
の
判
決
趣
旨
に
従
っ
て
、
同
州
で
は
一
九
七
四
年
に

法
改
正
が
な
さ
れ
、
第
一
級
謀
殺
罪
に
対
し
て
は
死
刑
が
絶
対
的

法
定
刑
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
新
法

(
Z
・円い・。

g・
2
間同・山

Z
ー

ロ
)
に
よ
れ
ば
、
拷
問
に
よ
る
謀
殺
、
予
防
謀
殺
、
重
罪
(
放
火
、

強
盗
、
強
姦
、
誘
拐
、
不
法
目
的
侵
入
な
ど
)
を
伴
う
謀
殺
が
第

一
級
謀
殺
罪
に
あ
た
り
、
死
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
で
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
三
人
の
共
犯
者
と
と
も
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
フ

l

ド
・
ス
ト
ア
ー
に
押
し
入
り
(
武
装
強
盗
)
、
底
員
を
殺
害
し
、
客

に
重
傷
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
陪
審
審
理
の
結
果
、
被
告
人

は
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
が
確
定
し
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
お
∞

C
・

ω・
由
同
凶
∞
ω
!
∞

k
F
.

(
は
)
、
『
『
O
匂
〈

-oc--巾印・
ω日
m
d・ω・∞
m
・
5
0
2
5∞)・

(日
)
A
F
N∞
C
-
∞
由
同

N∞
∞
・
匂
町
向
・
の
円
巾
mm
〈
・
の
巾
O
円相判
5
・
お
∞

C
・ω
白同

口町
l
∞N
.
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な
お
、
本
章
第
二
節
第
四
款
参
照
。
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お
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11S



料

(
口
)

(
同
)

(
問
)

句
、
・
回
同

N
申

ω.

h
h
同・間同

ωOH.

ノ
i
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
は
、
後
に
み
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法

の
よ
う
な
自
動
的
上
告
審
査
制
度
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
制

度
の
主
要
な
機
能
は
、
死
刑
宣
告
を
う
け
た
事
件
は
自
動
的
に
上

告
審
に
上
告
さ
れ
、
他
の
類
似
事
件
と
の
均
衡
を
審
査
さ
れ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
死
刑
事
件
に
お
い
て
懇
意
性
を
排
除
し
、

公
平
を
保
つ
た
め
の
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
有
す
る
制
度
で
あ

る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

資

(
却
)

(
幻
)

(
詑
)

(
幻
)

(M) 

(
お
)

h
F
N

∞
C.ω.
回
同

ωoω.

h
h
同・間同

ωOAF-
。印・

お
∞

C
・ω・同門
N

∞叶・

川
、
・
ロ

-
N

九日

N
∞
C
・ω
ω

N

印
(
冨
叶
由
)
・

被
告
人
は
、
他
三
名
の
共
犯
者
と
と
も
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
ガ

ソ
リ
ン
・
ス
タ
ン
ド
で
底
員
を
殺
害
し
、
武
装
強
盗
罪
で
訴
え
ら

れ
た
。
陪
審
は
審
理
の
結
果
、
右
罪
状
を
認
定
し
、
被
告
人
に
対

し
て
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
の
評
決
を
し
た
。
こ
の
評
決
に
も
と
づ

い
て
、
裁
判
所
が
死
刑
を
宣
告
し
た
。
ミ
・
巳
ω
N吋
l
l
ω

∞・

(
却
)
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、

P
肖
ヨ
白
ロ
判
決
の
要
求
に
こ
た
え
る
た
め

に
一
九
七
三
年
に
改
正
さ
れ
た
。
改
正
前
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
に

よ
れ
ば
第
一
級
謀
殺
事
件
に
お
い
て
陪
審
は
、
第
一
級
謀
殺
罪
有

罪
(
死
刑
)
、
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
(
終
身
懲
役
刑
)
、
故
殺
罪
有

罪
、
死
刑
の
四
つ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
を
自
由
に
評
決
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
に
つ
い
て
も
死
刑

か
終
身
懲
役
刑
か
を
自
由
に
選
択
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
改

正
に
よ
り
、
陪
審
の
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
裁
量
は
否
定
さ
れ
、
第

一
級
謀
殺
罪
有
罪
の
場
合
に
は
必
ず
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

北法38(4・310)894

(
訂
)
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
に
お
け
る
五
種
類
の
第
一
級
謀
殺
罪
と
は
、

①
加
重
誘
拐
、
加
重
強
姦
、
武
装
強
盗
を
伴
う
殺
人
、
②
職
務
遂

行
中
の
警
官
、
消
防
士
の
殺
人
、
③
謀
殺
罪
有
罪
確
定
者
ま
た
は

終
身
懲
役
刑
の
宣
告
を
う
け
た
者
に
よ
る
殺
人
、
④
複
数
殺
人
、

⑤
契
約
殺
人
、
で
あ
る
o
F同・河

2
・
2
己
・
〉
ロ
ロ
・

2
品
一

8
2
2串)・

本
件
は
①
の
場
合
で
あ
る
。

(
羽
)
第
一
級
謀
殺
罪
の
場
合
は
死
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
で
あ
り
、
陪

審
は
評
決
に
対
し
て
い
か
な
る
制
限
も
勧
告
も
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

Fh凶
・
。
。
仏
刊
の
1
5・同
V
『

o
n
-
〉
ロ
ロ
・
〉
ユ
・
∞
口

(ω
己目】同】・

]忘吋印)・
多
数
意
見
、
少
数
意
見
と
も
巧
。
。
岳

S
判
決
と
全
く
同
じ
で

29 
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あ
り
、
法
廷
意
見
は
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
、
ス
チ
ュ
ワ
!
ト
、
パ
ウ
エ

ル
の
三
判
事
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル

両
判
事
は
死
刑
は
そ
れ
自
体
違
憲
で
あ
る
と
い
う
同
意
意
見
を
書

い
て
い
る
。

(
初
)

(
幻
)
出
血
コ
可
児
O
ず巾
H-Z
〈
・
円
。
三
回
目
白
ロ
P
A
F一w
H
C・ω
・∞
ω
ω
(
5
3
)
・

被
告
人
出

-
m
o
σ
q
g
は
職
務
遂
行
中
の
警
察
官
を
殺
害
し
、
第
一

級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
陪
審
が
有
罪
を
評
決
し
、
裁
判
所
に
よ

り
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。

B
H
C
・ω・
巳
毘
ω
1
2
・

(
詑
)
多
数
意
見
お
よ
び
反
対
意
見
の
構
成
は
、
前
年
の
巧

g骨
g

判
決
及
び
∞
列
。
σ
q
g
判
決
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本

件
に
お
い
て
は
、
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
は
同
意
意
見

を
つ
け
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
死
刑
は
そ
れ
自
体
違
憲
で
あ
る
と
の

従
来
か
ら
の
見
解
を
法
廷
意
見
の
脚
注
に
付
す
に
と
ど
め
た
。

仇町内・

AHω]{
戸」・
ω
・同門司
ω∞・ロ・吋・

A-
一wHC.ω.
丘
町
ω
∞lω
吋・

民∞

C
・ω
・
印
宰

(
H
2
5
・
第
四
章
第
二
節
参
照

お∞

C.ω
・
巳

a
N
l
ω
ω
・

(
お
)

(
担
)

(
お
)

(
坊
)

(
幻
)

お
∞
口
・

ω・∞
ω叶
(
巴
吋
∞
)
・

君
。
。
。
由
。
ロ
〈
・

2
0丘町

P
E
E
P
お∞

C
・ω
-
N
g
(
戸沼田)・

ω
・問。ぴ巾
H

・Z
4・
F
O
E
-
回目白ロ
p
h
p
N∞
C
・ω
・
ωN日(回申
15)
・

(
持
)

(
却
)
の
5
m
m
〈
-cmom-P
品

N
∞
C
・ω・
5ω
・
可
申
∞
H

・

(ω)
河
包
山
口
w

同

2
t
L
Fミ
却
も
さ
h
h
S
R
b
¥
同)一

hash

同
ENS-sh

'
史
民
主
合
唱
え
伺
」
可

HF町
内
さ
え
む
さ
同

qsHaaQ~
、ミ
S
F
S
S
H

AFN∞
C
ω
・回同

N∞∞
lω
。印

n-hw淀川町町、

HN品
C
Z
円〈同日
Nm-叶

J

円
。
司
司
開
Z
Z
∞ペ
F
〈〉
Z
同〉円、.岡山間〈・双山市
y

]5ω
吋(]{由叶∞)・

(
必
)

(
必
)

(必

)ω
問。

σ
2
:
-
E
E
m
u
B・
Sc-ω
・
白
神
宮
町
(
当

E
F
』・

仏目的回巾ロ江口問)・

品
N

∞
C.ω

同門
N

坦∞
1
3
.

句、・同件

ωoω.

(
H
H
)
ω
町向
-
Z
O丹巾
wMNhM》
ミ
・
∞
叶
国
〉
同
〈
〉
回
目
)
円
、

.
m
E戸
田
仲

H
2
N・

論
者
は
、
後
に
見
る
よ
う
な
自
動
的
上
告
審
査
制
度
の
重
要
性
を

説
い
て
は
い
る
が
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
、
こ
の
制
度
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
が
な
く
て
も
、
刑
宣
告
過
程
は
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
明
R
S白
ロ
判
決
の
要
求
を
満
た
す
と
し
て
い
る
。

(
羽
)

(
必
)

お∞

C.ω

由同

ω
。N

.

ロN
C
.
ω
.
8
ω
(
同∞唱。)・

本
件
は
巧
一
ロ
印
件
。
ロ
〈
-
C
・ω・
(
Z
P
お
H
)
w
g
z
s
q
〈
-
C・ω・

(
Z
0・
色
N)
・
ω
B
X
Y
〈
-
C・ω
・
(
Z。・
hpωω)
の
三
事
件
か
ら
な
る

併
合
判
決
で
あ
る
。

北法38(4・311)895



料資

当
吉
田
件
。
ロ
は
妻
を
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω門
司
担
任
巾
『
は
妻
と

同
居
し
て
い
た
女
性
を
手
斧
で
殺
害
し
、

ω
S
E
M
は
他
人
の
妻
を

手
斧
で
殺
害
し
た
。
一
八
九
七
年
一
月
一
五
日
連
邦
議
会
法
第
二

九
章
第
一
節
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
謀
殺
ま
た
は
強
姦
罪
で
有
罪

と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
陪
審
は
「
死
刑
を
伴
わ
な
い
有
罪
符
ロ
ロ
守

主
任
。
E

S匂
山
口
弘
円

vcEmygmE)
」
の
評
決
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
過
酷
な
労
働
を
伴
う
終
身

懲
役
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
本
件
で
は
、
裁
判
官
が
陪
審
に
対
し
て

こ
の
条
項
を
十
分
説
示
し
た
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁

は
、
本
件
説
示
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
死
刑
宣
告
を
取
消
し

た

47 

旬
、
・
出
円

ω
H
0
.

連
邦
最
高
裁
は
引
用
部
分
の
後
、
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

あ
ら
ゆ
る
謀
殺
罪
に
死
刑
を
科
す
の
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
川
刊
謀

殺
に
等
級
を
定
め
、
等
級
の
決
定
を
陪
審
に
委
ね
、
陪
審
が
第
一

級
謀
殺
有
罪
の
評
決
を
し
た
場
合
に
の
み
裁
判
所
が
死
刑
を
宣
告

す
る
と
い
う
方
法
と
、
制
全
て
の
謀
殺
事
件
に
お
い
て
死
刑
か
懲

役
か
の
判
断
を
陪
審
に
委
ね
る
方
法
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
当

該
連
邦
法
は
刷
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
決
定
権

を
陪
審
の
判
断
と
良
心
に
完
全
に
委
ね
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
に
お
け
る
、
減
軽
す
べ
き
事
由
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば

酌
量
勧
告
会

R
O
B
E
g
E巴
。
ロ
え

B
qミ
)
を
す
べ
き
で
な
い

と
い
う
事
実
審
裁
判
官
の
説
示
は
、
陪
審
の
絶
対
的
裁
量
を
侵
害

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
示
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に

違
反
す
る
。

北法38(4・312)896

ま
た
、
本
件
と
同
じ
一
八
八
九
年
の
の
弘
吉
ロ
〈

-cgy--sc・

ω・∞
ω
噂
に
お
い
て
も
、
本
件
と
同
様
の
規
定
を
有
す
る
ユ
タ
準
州

(
d
g町、
H
，R
号
。
ミ
)
法
の
下
で
、
本
件
同
様
の
説
示
に
も
と
づ

く
死
刑
宣
告
を
取
り
消
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
世
紀
か
ら
陪
審
の
完
全
な

裁
量
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

(
姐
)
法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

個
々
の
犯
罪
者
の
過
去
の
生
活
等
を
考
慮
せ
ず
に
、
同
様
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
す
べ
て
の
犯
罪
に
対
し
て
画
一
的
な
刑
罰
を
求
め
る

と
い
う
考
え
は
も
は
や
大
勢
を
し
め
な
い
。
合
衆
国
に
お
い
て
は

死
刑
が
有
罪
の
自
動
的
な
結
果
と
な
る
時
代
は
去
っ
た
の
で
あ

る。

N
2
C・ω
-
N
2・
NA匹

、
吋

(
H
E
C
)
・

本
件
に
つ
い
て
は
参
照
拙
稿
一
三
九
四
頁
。

49 

ω
巴
戸
∞
-
E
0・
由
同
日
少
ロ
・

5
・

本
件
に
つ
い
て
は
参
照
拙
稿
一
三
九
五
頁
。
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冨
円
。
出
口
同
町
白
〈
・

(υ
白
E
o
g
-
P
S
N
C・ω・
5
ω
(
E
2
)
・

本
件
に
つ
い
て
は
参
照
拙
稿
一
四

O
O頁。

(日
)
m，E
H
・5
白
ロ
〈
・
の
巾
。
『
m-PAF()∞
d
・ω-Nω
∞
WA--N(回口司
m
町内『唱。・』・

門出田田市口広口問)・

50 
(

臼

)

句

〉

Z
Z
R戸
』
C
U
H
Q〉
戸
別
虫
、
同
何
者
。
司
叶
回
開
口
開
〉
叶
国
間
》
己
主
F
H
a
戸

ロ印
I
N
-
-
(
呂町山
N
)

・

(

臼

)

切

R
t司
O
O
己目。ロ〈・

2
2径
の
回
g
-
z
p
b∞巴・
ω・
回
二

2
・

(

臼

)

匂

rwmwω
・河。
σ巾H
A
印
〈
・
円
、
。
口
一
色
白
ロ
p
h
p
N∞
ロ
・
ω・
巳

ωωhp
一

冨
円
。
恒
三
宮
白
4
・
わ
白
]
広
g
E
P
K
F
O
N
d
-∞・白骨
H
坦
坦

め同町、の『巾
mm
〈
・
。
向
。
円
E
P
A
-
N∞己・
ω・白
H

H
白山
V

・

(
出
)

第
二
節

裁
量
的
死
刑
宣
告
法

E
2
2
2
Z
E弓
号
丘
町

句。口問]昨日『印同白門戸』
-5)

同
り
ロ
『
ヨ
出
口
判
決
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
第
一
節
で
み
た
よ
う
な
、
命

令
的
死
刑
宣
告
法
に
よ
っ
て
宣
告
機
関
の
裁
量
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
方

法
の
他
に
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
、
宣
告
機
関
の
裁
量
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(
加
重
事
由
及
び
滅
軽
事
由
)
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
応
え

よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
よ

う
な
裁
量
的
死
刑
宣
告
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
あ
る
評
釈
者
に
よ
れ
ば
、

(
1
)
 

こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。

ω加
重
事
由
の
み
定
め
る
法
律
、

ω加
重
事
由
と
減
軽
事
由
を
定
め
る

法
律
、

ω準
命
令
的
死
刑
宣
告
法
律

(GE印
ヤ
ヨ

g
E
z
q
骨
丘
町
宮
口
・

色
々
回
片
足
三
巾
)
。
一
九
七
六
年
に
下
さ
れ
た
五
判
決
の
う
ち
、

ωタ
イ
プ

(
2
)
 

の
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
。
z
m
m
4・。

g『
関
目
的
事
件
で

あ
り
、

ωタ
イ
プ
の
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
理

O
B口〈・

(3) 

2
0ユ
皆
事
件
で
あ
り
、

ωタ
イ
プ
の
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た

(4) 

の
が
、
』
員
巾
}
内
〈
・
、
吋
巾
凶
ー
目
的
事
件
で
あ
る
。

第
一
款

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
型
法
律
1
1
4
加
重
事
由
の

み
を
定
め
て
い
る
法
律

こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
は
、
加
重
事
由
の
み
を
定
め
、
そ
れ
が
存
在
し
な

い
場
合
に
は
死
刑
を
科
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
死
刑
事
件
以

外
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
宣
告
機
関
の
完
全
な
裁
量
を
許
し
て
い
る
o

m，
R
自
由
ロ
判
決
以
後
、
新
た
に
こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
を
制
定
し
た
の
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
イ
リ
ノ
イ
、
ユ
夕
、
モ
ン
タ
ナ
の
四
州
で
あ
る
。
モ
ン
タ

ナ
州
を
除
く
各
州
は
、
死
刑
事
件
の
場
合
に
は
、
当
該
死
刑
宣
告
が
、
法

律
上
の
加
重
事
由
及
び
先
例
に
紙
触
し
て
い
な
い
か
を
審
査
す
る
た
め
の

自
動
的
上
告
審
査
制
度

(
E
Z
B即
位
門
担
匂
宮

-zzzi巾
乏
が
取
り
入

北法38(4・313)897
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れ
ら
れ
て
い
る
。
モ
ン
タ
ナ
州
と
ユ
タ
州
で
は
加
重
事
由
が
一
つ
で
も
認

定
さ
れ
た
な
ら
、
減
軽
事
由
あ
る
い
は
、
減
刑
酌
量
の
た
め
の
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
理
由

(
8
8匂巾
z
z
m円
gmOロ
沙
門
ヨ
巾
月
三
が
な
い
場
合
に
は
、

宣
告
機
関
は
、
必
ず
死
刑
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

で
は
、
宣
告
機
関
は
、
一
つ
で
も
加
重
事
由
を
認
定
し
た
場
合
に
は
、
死

刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ
タ
州
で
は
、
加
重
事
由
は
、
第
一
級

謀
殺
罪
有
の
決
定
の
た
め
の
基
準
で
あ
る
。
各
州
の
法
律
上
の
加
重
事
由

は
大
変
似
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
警
官
の
謀
殺
、
多
衆
の
謀
殺
、
謀
殺
罪

有
罪
確
定
者
に
よ
る
謀
殺
、
囚
人
に
よ
る
謀
殺
、
契
約
に
よ
る
謀
殺
、

重
罪
謀
殺
、
衆
人
に
危
険
を
及
ぽ
す
謀
殺
、
逮
捕
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
謀

殺
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

資

こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
の
効
力
は
、
制
定
の
翌
年
た
だ
ち
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア

州
最
高
裁
で
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
わ
。

-a4・
ω
S
Z
事
件
で
あ
る
。

被
告
人
は
強
姦
罪
有
罪
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
が
、
前
述
の
自
動
的
上
告

審
査
制
度
に
も
と
づ
い
て
、
州
最
高
裁
で
審
査
さ
れ
た
。
州
最
高
裁
は

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
法
律
の
合
憲
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
件
死

刑
宣
告
は
類
似
事
件
に
科
さ
れ
る
宣
告
刑
と
比
べ
、
過
度
で
不
均
衡
で
あ

る
と
の
理
由
か
ら
取
り
消
し
、
再
審
査
を
命
じ
た
。
州
最
高
裁
は
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
法
の
合
憲
性
を
確
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
以
下
の
三

点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
に
、
新
法
は
実
質
的
に
宣
告
機
関
の
裁
量
を
制
限
し
、
ガ
イ
ド
し

て
い
る
。
ま
た
死
刑
犯
罪
は
凶
悪
な
犯
罪
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
新
法
の
採
用
し
た
自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
よ
り
、
恋
意
的

に
死
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
死
刑
宣
告
が
窓
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
た

め
に
、
法
定
加
重
事
由
を
特
定
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
記
録
が
最
高
裁

に
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は

m，
R
E白
ロ
判
決
の
要
求
に
応

え
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
司
己
コ
吋
戸
白
ロ

い
ち
は
や
く
州
最
高
裁
に
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

北法38(4・314)898

判
決
の
二
年
後
に
、

る。
こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
が
初
め
て
連
邦
最
高
裁
で
争
わ
れ
た
の
は
、
前
述

(
お
)

し
た
よ
う
に
の

5
m
m
〈・。
g何
日
同
事
件
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
明
日
B
出
口
判
決
以
後
、
死
刑
の
科
さ
れ
る
犯
罪
を

①
謀
殺
罪
、
②
営
利
誘
拐
罪
、
ま
た
は
被
害
者
の
傷
害
を
伴
う
誘
拐
罪
、

③
武
装
強
盗
罪
、
④
強
姦
罪
、
⑤
反
逆
罪
、
⑥
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
罪
の
六
つ

の
犯
罪
に
制
限
し
た
。
こ
の
う
ち
、
反
逆
罪
と
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
罪
に
お
い

(μ) 

て
は
、
死
刑
が
絶
対
的
法
定
刑
で
あ
り
、
そ
の
他
の
四
つ
の
犯
罪
に
は
、

(
お
)

死
刑
よ
り
軽
い
刑
(
た
と
え
ば
終
身
懲
役
刑
等
)
も
法
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
四
つ
の
犯
罪
に
お
い
て
、
死
刑
を
宣
告
す
る
場
合
に
は
、
陪
審
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ま
た
は
裁
判
官
は
、
一

0
項
目
の
法
定
加
重
事
由
の
う
ち
、
少
な
く
と
も

一
つ
を
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
お
)

ぃ
。
ま
た
死
刑
を
宣
告
す
る
場
合
に
は
、
認
定
し
た
加
重
事
由
を
特
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
刑
事
件
で
は
、
裁
判
官
は
陪
審
の
評
決
に
拘
束

さ
れ
る
。

被
告
人
は
武
装
強
盗
と
謀
殺
の
罪
で
起
訴
さ
れ
旬
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の

死
刑
手
続
に
よ
れ
ば
、
審
理
は
有
罪
決
定
手
続
と
刑
宣
告
手
続
の
二
段
階

で
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
有
罪
決
定
手
続
で
、
陪
審
は
二
訴
因
の
武
装
強
盗

と
二
訴
因
の
謀
殺
に
つ
い
て
有
罪
の
評
決
を
し
た
。
刑
宣
告
手
続
に
お
い

て
、
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
て
以
下
の
こ
と
を
説
示
し
た
。

ω
陪
審
は
各
々
の
訴
因
に
つ
き
、
死
刑
ま
た
は
終
身
懲
役
刑
の
ど
ち
ら

か
の
刑
を
宣
告
し
う
る
こ
と
。

ω
い
か
な
る
刑
の
宣
告
が
適
当
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
陪

審
は
、
自
由
に
、
事
実
と
加
重
事
由
、
減
軽
事
由
を
考
慮
し
う
る
こ
と
。

ω
本
件
で
死
刑
を
宣
告
す
る
場
合
に
は
、
該
当
す
る
三
つ
の
加
重
事
由

の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
認
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

陪
審
は
、
右
三
項
目
の
加
重
事
由
の
う
ち
、
二
つ
を
認
定
し
て
、
謀
殺

と
武
装
強
盗
の
各
訴
因
に
つ
き
、
死
刑
を
宣
告
し
た
。

連
邦
最
高
裁
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
、
七
対
二

で
同
法
の
合
憲
性
を
確
認
し
た
。
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
「
死
刑
は
、
窓

意
的
に
適
用
さ
れ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
明
日

g
白
ロ
判
決
の
要
求
は
、
宣

告
機
関
が
、
適
当
な
情
報
と
指
針
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
保
障
す
る

よ
う
に
、
注
意
深
く
制
定
さ
れ
た
制
定
法
に
よ
り
、
充
足
で
き
る
」
と
述

べ
て
、
一
般
論
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
よ
う
な
有
罪
決
定
手
続
と
刑

宣
告
手
続
を
分
離
し
た
死
刑
宣
告
手
続
は
、
明
日
ヨ
出
口
判
決
の
要
求
に
応

え
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
一

0
項
目
の
加
重

事
由
を
検
討
し
、
結
局
、
「
何
ら
か
の
陪
審
の
裁
量
が
残
る
と
し
て
も
、
そ

の
行
使
さ
れ
る
裁
量
は
、
明
確
か
つ
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
差
別
的
で
な
い
適
用
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
、
窓
意
的
・
気
紛
れ
な
適
用
に
対
す
る
重
要
な
保
障
と
し

て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
は
、
全
て
の
死
刑
宣
告
に
つ
き
、
州
最
高
裁
へ
の
自

動
的
上
告
審
査
制
度
を
法
律
上
規
定
し
て
い
お
よ
」
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
宣
告
手
続
は
、
明
，

R
B
S判
決
の
要
求
を
満
た
す
も
の

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
、

一
0
項
目
の
法
定
加
重
事
由
と
自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ
て
、
宣
告

機
関
の
裁
量
の
怒
意
性
を
排
除
し
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
意
見
と
は
、

少
々
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
「
新
し
い
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
、
死
刑
犯

北法38(4・315)899
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罪
の
範
闘
を
狭
く
制
限
し
、
か
っ
、
特
に
重
い
情
状
で
、
死
刑
が
適
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。
:
:
:
し
た
が
っ
て
、

陪
審
が
|
|
た
と
え
死
刑
を
宣
告
し
な
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し

て
も
|
|
、
こ
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
た
諸
事
件
の
か
な
り
の
部
分
に
死
刑

を
宣
告
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
し
う
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

死
刑
が
、
理
由
も
な
く
気
紛
れ
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま

た
、
そ
の
宣
告
刑
と
し
て
の
有
効
性
を
失
う
ほ
ど
め
っ
た
に
適
用
さ
れ
な

(
お
}

い
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
確
保
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
自
動
的
上
審
査
告
制
度
を
採
っ
た
こ
と
も
認
め
て
、
こ

れ
ら
の
制
度
は
、
司
民
自
由
ロ
判
決
の
要
求
に
応
え
る
も
の
だ
、
と
結
ん
で
い

る。

資

こ
の
よ
う
に
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
、
加
重
事
由
を

法
定
で
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
命
令
的
死
刑
宣
告
法
的
に

(
お
)

運
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
多
数
意
見
を
構
成
し
た
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
と
ホ
ワ

イ
ト
判
事
の
意
見
に
、
若
干
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
要
す
る
に

連
邦
最
高
裁
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
司
民
自
由
ロ
判
決
の
要
求
に
応
え
る

も
の
だ
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

第
二
款

フ
ロ
リ
ダ
州
型
法
律

1

1
加
重
事
由
と

減
軽
事
由
を
定
め
て
い
る
法
律

北法38(4・316)900

明日

g
g判
決
以
後
、
こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
に
よ
っ
て
宣
告
機
関
の
裁

量
に
指
針
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
ァ

1
カ
ン
ソ

1
、
フ

ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
の
五
州
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、

加
重
事
由
が
存
在
し
な
い
場
合
に
死
刑
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁

量
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
型
法
律
と
同
じ
で
あ

る
が
、
滅
軽
事
由
の
限
界
を
定
め
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
テ
ネ
シ
ー
州

を
除
く
他
の
四
州
で
は
、
死
刑
が
科
さ
れ
る
場
合
に
、
ど
の
加
重
事
由
と

減
軽
事
由
を
認
定
し
た
の
か
を
、
特
定
す
る
こ
と
を
宣
告
者
に
要
求
し
て

い
る
。
ま
た
五
州
は
、
す
べ
て
自
動
的
上
告
審
査
制
度
を
採
用
し
て
い

る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
に
含
ま
れ
て
い
る
加
重
事
由
は
、
凶
悪
ま
た
は

残
虐
な
方
法
で
な
さ
れ
る
謀
殺
、
政
府
の
職
務
を
混
乱
さ
せ
た
り
、
妨
げ

た
り
す
る
た
め
の
謀
殺
、
暴
力
犯
罪
前
科
の
あ
る
者
の
謀
殺
な
ど
で
あ

る
。
減
軽
事
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
質
的
な
精
神
能
力
の

障
害
、
未
成
年
者
、
極
端
な
精
神
的
ま
た
は
情
緒
的
混
乱
、
被
告
人
が

脅
迫
さ
れ
て
い
た
り
、
他
人
の
支
配
の
下
に
あ
る
場
合
、
ま
た
被
害
者
の

同
意
の
あ
る
場
合
、
犯
罪
に
お
い
て
被
告
人
の
占
め
る
役
割
が
比
較
的
小

さ
い
場
合
等
で
あ
る
。
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フ
ロ
リ
ダ
州
法
は
、
明
ロ
5
8
判
決
以
前
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
と
同
様

に
死
刑
事
件
に
お
い
て
、
宣
告
機
関
に
完
全
な
自
由
裁
量
を
認
め
て
い
た

が、

2
5
3判
決
に
応
え
る
形
で
、
大
部
分
を
模
範
刑
法
典
に
な
ら
っ

た
、
刑
宣
告
手
続
を
採
用
し
た
。
新
法
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
死
刑
犯
罪

で
有
罪
で
あ
る
場
合
に
は
、
陪
審
と
裁
判
官
が
各
々
別
個
に
証
拠
審
理
を

お
こ
な
う
。
こ
の
際
裁
判
官
は
、
宣
告
に
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
い

か
な
る
証
拠
を
も
提
出
で
き
る
が
、
法
定
の
加
重
事
由
と
減
軽
事
由
が

含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陪
審
は
意
見
を
勧
告
す
る
だ
け
で
、
最
終

的
な
宣
告
刑
の
決
定
は
裁
判
官
が
下
す
。
裁
判
官
は
、
加
重
事
由
が
減
軽

事
由
に
優
位
す
る
場
合
に
の
み
死
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

際
、
い
か
な
る
法
律
上
の
加
重
事
由
が
存
在
す
る
か
を
特
定
し
、
ま
た
、

こ
の
加
重
事
由
が
優
位
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
減
軽
事
由
が
不
十
分
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
フ
ロ
リ

ダ
州
法
は
自
動
的
上
告
審
査
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
審
査
す
る
事
項
を
法
定
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
合
憲
性
は
、

m，
R
B
S判
決
の
翌
年
に
、

州
最
高
裁
に
よ
っ
て
い
ち
は
や
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
日
同
丹
市
〈

-EHO口

事
件
で
、
州
最
高
裁
は
、
「
宣
告
手
続
に
裁
量
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
は
、
そ
の
宣
告
手
続
が
、
司

R
g白
ロ
判
決
に
反
し
て
い
る
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
司
5
5同
ロ
判
決
の
準
則
と
し
て
示
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
裁

量
の
性
質
と
裁
量
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
方
法
に
つ
い
て

で
あ
勾
」
と
述
べ
て
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
は
、
法
定
の
加
重
事
由
・
滅
軽
事

由
に
よ
っ
て
裁
量
が
合
理
的
に
指
導
さ
れ
て
お
り
、
窓
意
的
差
別
的
で
は

な
く
、
町
民
ヨ
田
口
判
決
に
反
し
な
い
と
し
た
。

一
九
七
六
年
に
は
、
連
邦
最
高
裁
で
も
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
合
憲
性
が

確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
が

H
M
g
B
3
4・
E
R
-
E
事
件
で
あ
る
。
パ
ウ
エ
ル

判
事
の
意
見
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
面
上
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
諸
手
続
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
用
い
ら
れ
て
い

る
手
続
と
類
似
し
て
お
り
、
句
5
5
2
判
決
で
指
摘
さ
れ
た
憲
法
上
の
欠
陥
を

満
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
の
宣
告
機
関
で
あ
る
裁
判

官
が
、
死
刑
を
適
用
す
る
の
は
、
七
項
目
の
減
軽
事
由
に
対
し
て
、
八
項
目
の

加
重
事
由
の
方
が
優
位
し
て
い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
決
定
に

あ
た
り
、
裁
判
官
は
、
犯
行
の
情
況
、
犯
人
の
性
格
に
焦
点
を
あ
て
る
よ
う
要

求
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
、
加
重
事
由
及
び
減
軽
事
由
を
考
慮
し
、
減
軽
事

由
を
認
定
し
た
場
合
に
は
、
よ
り
軽
い
刑
罰
を
宣
告
す
る
。
こ
の
点
が
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
の
宣
告
陪
審
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北法38(4・317)901

フ
ロ
リ
ダ
州
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
宣
告
制
度
の
基
本
的
な
ち
が
い
は
、
プ

ロ
リ
ダ
州
で
は
、
刑
の
宣
告
が
陪
審
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
陪
審
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宣
告
は
、
重
要
な
社
会
的
機
能
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
陪

審
宣
告
が
、
憲
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
と
し
た
こ
と
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
。

裁
判
官
に
よ
る
宣
告
の
方
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
審
理
裁
判
所
レ
ベ
ル
に

資

お
い
て
死
刑
を
科
す
場
合
に
、
よ
り
矛
盾
の
な
い
結
果
を
導
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
は
、
宣
告
に
限
っ
て
い
え
ば
、
陪
審
よ
り
経
験
を

つ
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
類
似
の
事
件
に
、
同
じ
宣
告
を
し
う
る
か
ら
で

(
臼
}

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ロ
リ
ダ
州
の
死
刑
宣
告
手
続
は
、
死
刑
が
窓
意
的
ま

た
は
気
紛
れ
に
科
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
死
刑
宣
告
手
続
の
下
で
は
、
裁
判
官
に
は
、
特

定
さ
れ
た
か
っ
詳
細
な
指
針
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
裁
判
官
が
、
死

刑
を
科
す
か
終
身
懲
役
刑
を
科
す
か
を
決
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る
。
さ
ら

に
は
、
裁
判
官
の
下
し
た
決
定
は
、
類
似
の
事
件
に
お
け
る
他
の
宣
告
刑
と
矛

盾
し
な
い
よ
う
に
、
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。
か
く
し
て
フ
ロ

リ
ダ
の
制
度
は
、
司
5
5
2
判
決
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
憲
法
上
の
欠
陥
を
満

(

間

四

}

た
す
も
の
で
あ
る
。

第
三
款

テ
キ
サ
ス
州
型
法
律
|
|
準
命
令
的

死
刑
宣
告
法

北法38(4・318)902

テ
キ
サ
ス
州
法
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

m，
R
B白
ロ
判
決
の
併
合
判
決
の

一
つ
で
あ
る
∞
円

gny〈
・
吋

R
S判
決
で
、
テ
キ
サ
ス
州
の
死
刑
宣
告
制

度
が
違
憲
と
さ
れ
た
後
、
テ
キ
サ
ス
州
法
は
改
正
さ
れ
、
死
刑
犯
罪
の
範

囲
が
制
限
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
法
は
、
死
刑
に
あ
た
る
謀
殺
罪
を
以

下
の
五
つ
の
謀
殺
に
制
限
し
た
。
①
警
官
や
消
防
土
の
謀
殺
②
誘
拐
、
不

法
目
的
侵
入
、
強
盗
、
強
姦
、
放
火
の
犯
行
中
の
謀
殺
③
報
酬
目
的
の
謀

殺
④
逃
亡
中
の
、
又
は
逃
亡
目
的
の
謀
殺
⑤
囚
人
に
よ
る
監
守
の
謀
殺
、

で
あ
る
。
さ
ら
に
テ
キ
サ
ス
は
、
新
し
い
死
刑
宣
告
制
度
を
採
用
し
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
記
五
つ
の
犯
罪
の
有
罪
の
評
決
に
続
く
手
続
で
、

陪
審
は
以
下
の
三
つ
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
①
被
告
人

の
行
為
が
、
計
画
的
に
犯
さ
れ
た
か
、
②
被
告
人
が
、
社
会
に
対
す
る
継

続
的
な
脅
威
と
な
る
よ
う
な
暴
力
的
犯
罪
行
為
を
犯
す
査
然
性
が
あ
る

か
、
③
被
害
者
に
い
く
ら
か
で
も
挑
発
的
行
為
が
あ
る
場
合
、
被
告
人
の

殺
人
行
為
が
、
こ
れ
に
答
え
る
も
の
と
し
て
不
合
理
で
あ
っ
た
か
否
か
、

で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
質
問
の
各
々
に
つ
い
て
ペ

2
と
答
え
る
た
め
に
、

州
が
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
立
証
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
陪

審
が
認
定
し
た
場
合
に
は
、
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
。
逆
に
、
陪
審
が
、
ど
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逆
に
、
陪
審
が
、
ど
れ
か
一
つ
に
で
も

zoを
認
定
し
た
場
合
に
は
、
終
身

懲
役
刑
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
テ
キ
サ
ス
州
最
高
裁
が
明
日
吉
白
ロ
判
決
以

後
、
本
件
に
至
る
ま
で
、
死
刑
を
宣
告
し
た
事
件
は
一
件
し
か
な
く
、
テ

キ
サ
ス
州
で
は
極
め
て
重
い
情
状
に
の
み
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。

こ
の
テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
】
ロ
吋
巾
}
内
〈
・
、
H

，巾凶
j

曲
目
事
件
で
合
憲
と
さ
れ
た
。

ス
チ

l
プ
ン
ズ
判
事
の
意
見
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
や
ブ
ロ
リ
ダ
州
法
と
は
異
な
り
法

定
加
重
事
由
を
列
挙
す
る
方
法
は
と
ら
な
か
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
死
刑
犯

罪
を
制
限
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
陪
審
に
対
し
て
加
重
事
由
を
考
慮
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
者
。
。
仏
由
。
ロ
判
決
で
み
る
よ
う
に
、

加
重
事
由
の
み
を
法
定
し
、
滅
軽
事
由
を
考
慮
さ
せ
な
い
命
令
的
死
刑
宣
告

法
は
違
憲
で
あ
る
。
陪
審
は
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
証
拠
に
も
と
づ
い
て
、
な

ぜ
死
刑
が
宣
告
さ
れ
る
べ
き
か
、
の
み
な
ら
ず
、
な
ぜ
死
刑
が
宣
告
さ
れ
な
い

ぺ
き
な
の
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
減
軽
事
由

を
法
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の
宣
告
手
続
の
合
憲
性

は
、
陪
審
に
対
し
て
な
さ
れ
る
一
二
つ
の
質
問
が
、
個
々
の
減
軽
事
由
の
考
慮
を

許
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
被
告
人
が
、
社
会
に
対
す
る
継
続

的
な
脅
威
と
な
る
よ
う
な
暴
力
的
犯
罪
行
為
を
犯
す
蓋
然
性
が
あ
る
か
否

か
」
と
い
う
第
二
の
質
問
は
、
被
告
人
に
滅
軽
事
由
の
立
証
を
許
す
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の
死
刑
宣
告
手
続
は
、
個
々
の
犯
罪
者
と
犯

(
日
)

罪
の
個
々
の
情
状
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
れ
を
ガ
イ
ド
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
テ
キ
サ
ス
州
法
の
合
憲
性
を

確
認
し
た
。

第
四
款

裁
量
的
死
刑
宣
告
法
の
問
題
点

す
で
に
見
た
よ
う
に
ヲ
同
吋
吉
田
P
の
日
開
両
判
決
を
通
し
て
連
邦
最
高

裁
は
、
死
刑
の
合
憲
性
に
関
し
て
、
一
定
の
解
決
を
与
え
、
こ
れ
に
よ
っ

(
臼
)

て
、
い
わ
ゆ
る
「
不
確
実
な
過
渡
的
状
況
」
は
一
応
、
終
駕
を
迎
え
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
死
刑
そ
の
も
の
は
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
・
異
常
な

刑
罰
」
に
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
が
、
死
刑
が
窓
意
的
、
気
紛
れ
に
適
用

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
各
州
は
死
刑
法
律
を
改

正
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と

す
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
違
憲
で
あ
る
が
、
裁
量
的
死
刑
宣
告
法
は
合

憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、

m，R
-

北法38(4・319)903
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を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
の
で
は
な
く
、
考
慮
事
由
を
法
定
し
、
裁
量
に

指
針
を
与
え
る
方
法
で
達
成
せ
よ
、
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
宣
告
機
関
の
裁
量
を
完
全
に
排
除
す
る
死

刑
法
律
が
な
ぜ
許
さ
れ
な
い
か
、
に
つ
い
て
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、

①
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
そ
の
過
酷
さ
ゆ
え
に
淘

汰
さ
れ
そ
の
代
り
に
陪
審
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

で
あ
っ
て
、
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
「
現

代
的
節
度
基
準
」
に
反
す
る
こ
と
、
②
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
定
め

た
場
合
、
死
刑
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
被
告
人
を
無
罪
放
免
す
る
他

な
く
、
死
刑
の
適
用
が
怒
意
的
と
な
る
こ
と
、
③
第
八
修
正
は
「
人
間
の

尊
厳
」
を
そ
の
根
底
に
お
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
個
別
的
犯
情
の

考
慮
を
要
求
す
る
こ
と
、
の
三
点
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
死
刑
は
、
そ
の
過
酷
さ
ゆ
え
に
、
絶
対
的
法
定
刑
と
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、
個
々
の
犯
罪
の
情
況
、
被
告
人
の
性
格
、
前
科
な
ど
が
個
別
的

に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。

個
々
の
事
件
に
は
、
そ
の
事
件
に
特
有
な
個
別
的
事
情
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
犯
罪
行
為
が
お
こ
る
前
に
、
こ
れ
ら
の
全
て
の
事
情
を
予
測
し
、

そ
れ
に
対
応
す
る
犯
情
を
予
め
定
め
る
よ
う
な
基
準
を
た
て
て
お
く
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
逐
一
、
個
別
的

資

事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
予
め
た
て
ら
れ
た
法

定
考
慮
事
由
の
基
準
と
し
て
の
意
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
個
別
化
を
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
宣
告
機
関
の
裁
量
の
余
地
が
増

大
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
明
日
ヨ
同
ロ
判
決
で
違
憲

と
さ
れ
た
宣
告
機
関
の
窓
意
的
裁
量
の
問
題
を
再
び
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
司
ミ
自
白
ロ
H

の
Z
抱
一
判
決
の
法
理
は
、
そ
の
誕
生
の
時
か

ら
、
相
対
立
す
る
こ
つ
の
要
求
|
|
会
意
的
裁
量
の
排
除
の
要
求
と
判
決

の
個
別
化
の
要
求
|
|
の
緊
張
関
係
の
上
に
成
り
た
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
の

zmぬ
判
決
以
後
、
連
邦
最
高
裁
の
最
大
の
関
心
は
、

こ
の
相
対
立
す
る
こ
つ
の
要
求
の
調
和
点
を
ど
こ
に
見
出
す
か
に
移
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
が
具
体
的
に
、
い
か
な
る
と

こ
ろ
に
窓
意
性
の
排
除
と
個
別
化
の
調
和
を
求
め
て
い
た
か
、
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
の
詰
問
問
判
決
以
後
の
諸
判
決
の
紹
介
を
通
じ
て
、
次
章
で
、

考
察
し
て
い
き
た
い
。

北法38(4・320)904

1 

z
c
F
U号
門
誌
H
m
s
b
s
m出

H
F
町
内
む
き
託
宣
き
さ
に
さ
ミ

hpm

~
〈
町
民
」

N
V
-
h
a
H
P

、sbh守
句

hashaw∞
吋
出
〉
同
〈
〉
同

U
F
-
m虫、

5
8・

5
S
l
H叶
H
O
(
邑一三)・

2 

A
F
M

∞
C
・

ω・
回
目

ω
(呂
叶
由
)
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3 

hpN∞
C
・ω-Nお

(HS由
)
-

b
∞
C
・ω
-
N
S
2
2由)・

4 5 

2
0丹
市
噌
伺
足
、
『
白
血
件
同
吋
{
)
C

ロ・∞]「

6 

句
、
・
ロ
-
m
N
.

同九・ロロ・
A

山ω・品
A
H

・

旬、・阻丹回、吋{)]{ロ・品目.

7 (8) 

(9) 

(
叩
)

(
日
)

(
臼
)

(
日
)

(H) 

(
日
)

(
凶
)

(口)
(
日
)

(
四
)

hh
同・ロ・

A

山由・

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
イ
リ
ノ
イ
、
モ
ン
タ
ナ
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ
・

2
・

イ
リ
ノ
イ
、
モ
ン
タ
ナ
の
各
州
法
。
ミ

-
p
g・

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
モ
ン
タ
ナ
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
旬
、
・
ロ

-
S・

モ
ン
タ
ナ
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ
・
苫
・

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
イ
リ
ノ
イ
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
ミ
・

3
・ロ・

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
イ
リ
ノ
イ
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
旬
、
・
ロ
・
ロ
・

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
」
ミ
・
ロ

-a-

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ユ
タ
の
各
州
法
。
足
ロ
・
=
・

N
C
品
ω・開
-
N
P
白

H
N
(
の白
-
H
由一戸)・

被
告
人
は
強
姦
罪
で
起
訴
さ
れ
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
強
姦
罪
の
他
に
も
二
訴
因
の
武
装
強
盗
罪
に
つ
き
、
各
々

ニ
O
年
の
懲
役
刑
、
一
訴
因
の
誘
拐
罪
に
つ
い
て
も
二

O
年
の
懲

役
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
』
ミ
・
由
同
色
ω・

一
九
六
九
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
刑
法
典
に
よ
れ
ば
強
姦
罪
の
刑

罰
と
し
て
は
死
刑
、
終
身
懲
役
刑
、
二

O
年
以
上
の
懲
役
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
た
が
、
陪
審
は
・
自
由
に
刑
を
選
択
で
き
た
。
咽
，

R
B白ロ

判
決
後
、
同
法
は
改
正
さ
れ
た
が
、
新
法
は
陪
審
の
絶
対
的
裁
量

を
否
定
し
、
強
姦
そ
の
他
の
犯
罪
に
対
し
て
一

0
項
目
の
加
重
事

由
を
規
定
し
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
加
重
事
由
が
存
在
し
な
い
場

合
に
は
死
刑
を
適
用
で
き
な
い
、
と
規
定
し
た
。

(
却
)
上
告
審
査
で
は
、
州
最
高
裁
は
以
下
の
点
に
つ
い
て
審
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
死
刑
宣
告
が
偏
見
等
の
怒
意
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
影

響
を
う
け
て
い
な
い
か
。

陪
審
や
裁
判
官
の
法
定
加
重
事
由
の
認
定
が
証
拠
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
て
い
る
か
。

犯
罪
の
状
況
、
被
告
人
の
特
質
等
を
考
慮
し
た
場
合
、
類

似
事
件
に
お
け
る
宣
告
刑
に
比
べ
、
当
該
死
刑
宣
告
が
過

度
で
不
均
衡
な
も
の
で
な
い
か
。

② ③ 
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。白

-no仏
巾
〉
ロ
ロ
・
間
N
ω
i
N
ω
印
斗
(
円
)
・

(
幻
)
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
前
掲
注
(
却
)
に
列
挙
し
た
三
項
目

に
わ
た
っ
て
審
査
し
た
が
、
①
②
に
つ
い
て
は
、
本
件
死
刑
宣
告

は
懇
意
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
影
響
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
法
定
加



料

は
怒
意
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
影
響
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
法
定
加

重
事
由
の
認
定
も
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
判
示
し

た
。
し
か
し
、
先
例
と
比
べ
た
場
合
、
類
似
の
事
実
状
況
の
事
件
、

同
一
の
加
重
事
由
が
認
定
さ
れ
た
強
姦
事
件
で
は
死
刑
よ
り
む
し

ろ
終
身
懲
役
刑
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
件
死
刑
宣

告
は
過
度
で
不
均
衡
で
あ
る
か
ら
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
し
た
。

N
Z
ω
.同
区
・
白
丹
色
ム
1
5
.

資

(
幻
)

(
幻
)

(
M
)

の
白
・
。
。
仏
角
川
〉
ロ
ロ
-
m
N
φ
I
N
N
C
H
噂
宮
町
|
ω
ω
2
・m
N吋

N
印

ω
A
H
-
H
(
釦)・

(
お
)
た
と
え
ば
、
謀
殺
罪
の
法
定
刑
は
死
刑
ま
た
は
終
身
懲
役
刑
で

あ
る
。
の
回

-no号
一
〉
ロ
ロ
・
山
N
白

l
H
H
2
・
ま
た
、
武
装
強
盗
罪
の
法

定
刑
は
死
刑
ま
た
は
終
身
懲
役
刑
ま
た
は
一
年
以
上
ニ

O
年
以
下

の
懲
役
刑
で
あ
る
。
。
白
・
打
。
門
同
巾
〉
ロ
ロ
-ZA山

l
出
。
N
-

』

-
h

同・白門品同町・

お
∞
口
・

ω・
5
ω
(
z
a
)
・

26 

。国

-no門凶巾〉ロロ・
m
N吋
l

N
日
ωhp
・
H
(
『)噌(円)・

一
0
項
目
の
法
定
加
重
事
由
と
は

①
死
刑
重
罪
前
科
者
に
よ
る
謀
殺
、
強
姦
、
武
装
強
盗
、
誘

拐。他
の
死
刑
重
罪
ま
た
は
加
重
暴
行
を
伴
う
謀
殺
、
強
姦
、

武
装
強
盗
、
誘
拐
、
も
し
く
は
不
法
目
的
侵
入
、
放
火
を

② 

③ 

伴
う
謀
殺
。

衆
人
に
対
し
て
死
の
危
険
を
伴
う
謀
殺
、
武
装
強
盗
、
誘

拐。
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⑦ ⑥⑤④  

27 

金
銭
強
奪
目
的
の
謀
殺
。

裁
判
官
、
弁
護
士
の
謀
殺
。

契
約
殺
人
。

精
神
の
腐
敗
、
被
害
者
に
対
す
る
加
重
暴
行
を
含
ん
で
い

る
点
で
、
「
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的
(
〈
一

F
F
R円目立巾
2

E
Z
B
S
)」
な
場
合
。

⑧
警
察
官
、
消
防
士
殺
人
。

⑨
脱
獄
囚
に
よ
る
謀
殺
。

⑩
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
の
謀
殺
。

被
告
人
は
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
で
乗
っ
た
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー
を
殺
害

し
、
車
と
金
銭
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
。

前
掲
・
注
(
部
)
の
一

0
項
目
の
加
重
事
由
の
う
ち
本
件
で
問
題

と
な
っ
た
の
は
、
②
④
⑦
の
三
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
は
、

武
装
強
盗
を
伴
っ
た
謀
殺
で
あ
る
か
、
金
銭
及
び
自
動
車
を
強
奪

す
る
目
的
の
謀
殺
で
あ
る
か
、
「
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的
な
L

犯

罪
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
陪
審
が
認
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た。

(
羽
)
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(
却
)
陪
審
は
、
本
件
が
、
武
装
強
盗
を
伴
う
謀
殺
で
あ
る
こ
と
、
金

銭
強
奪
回
的
で
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
「
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道

的
な
」
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
加
重
一
事
由
は
否
定
し
た
。

(
却
)
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
も
と
づ
い
て
、
本

件
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
で
審
査
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
謀
殺

罪
に
対
す
る
死
刑
は
確
認
さ
れ
た
が
、
武
装
強
盗
罪
に
対
す
る
死

刑
は
類
似
事
件
と
比
し
て
不
均
衡
で
あ
る
と
し
て
取
り
消
さ
れ

た。

(
出
)
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
が
反
対
意
見
を
書
い
た
。
多

数
意
見
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
意
見
(
パ

ウ
エ
ル
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
両
判
事
が
同
調
)
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
意

見
(
パ

l
ガ

l
長
官
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
が
同
調
)
、
ブ
ラ
ッ
ク

マ
ン
判
事
の
意
見
か
ら
な
る
。

(
幻
)

(
お
)

(
M
A
)
 

AFN
∞
C.ω
・
巳
邑
印
・

お∞

C.ω.
え
巴
∞
.

こ
れ
に
対
し
て
、

z
o
F
S喝
さ
吉
田
〉
同
〈
〉
g

F

-

H

N
虫
、
同
門

口
8
1
2
は
以
下
の
二
点
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
司

R
B出口

判
決
の
要
求
を
満
た
し
て
い
な
い
と
す
る
。
第
一
に
、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
法
は
死
刑
が
宣
告
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
事
実
認
定
の
明
確
化
も

上
告
審
査
も
要
求
し
な
い
。
ま
た
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
も

事
実
認
定
の
明
確
化
は
要
求
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
告
審
査

に
よ
っ
て
も
、
十
分
に
先
例
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第

二
に
、
宣
告
機
関
が
考
慮
し
う
る
減
軽
事
由
は
制
限
さ
れ
て
お
ら

ず
怒
意
的
な
裁
量
の
余
地
が
残
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
の
論
者
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
と
、

準
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
み
が
司

R
5
2
判
決
の
要
求
を
満
た

す
と
し
て
い
る
。

(
お
)

(
部
)

(
幻
)

(
お
)

(
却
)

(
幼
)

Nh
同・ロ・甲山
w

・

AFN
∞
C
・ω・白同
N
ω
ω

・

日別町
m-

∞-moσ
巾H
H
印
〈
・
戸
。
巳
即
日
目
ロ
P
A
F
N
∞
C
・ω・同門
ω
品目ー
l
A
F
A
日・

zo門
巾
・
印
刷
も
ミ
∞
叶
国
〉
同
〈
〉
何
回
)
戸
-
H
N
開
〈
同
門
同
叶

{

)

h

T

ロ・由
N
h

hh
同・白骨同吋
(
)
h
F
t
1
0
印・ロ・申品・

h
h
同・白件同叶
C

印・ロ
-
U
吋・

フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
、
ア
リ
ゾ
ナ
の
各
州
法
。

ア
l
カ
ン
ソ

l
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
の
各
州

(U) 法
。
ミ
・
ロ
-
H
O
O
-

(
必
)
ア
リ
ゾ
ナ
、
ァ
l
カ
ン
ソ

1
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
テ
ネ
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シ
ー
の
各
州
法
。
足
・
ロ

-
E
H・

(
必
)
テ
ネ
シ
ー
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
ァ
l
カ
ン
ソ

l
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ア

ダ
の
各
州
法
。
足
・
ロ
-
H
O
N
-
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ア
l
カ
ン
ソ

l
、
テ
ネ
シ
ー
、
フ
ロ
リ
ダ
の
各
州
法
。
旬
、
・
ロ

-
H
8・

ア
l
カ
ン
ソ

l
、
ブ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
の
各
州
法
。
旬
、
・
ロ

-H2・

ア
リ
ゾ
ナ
、
フ
ロ
リ
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
の
各
州
法
。
ミ
・
ロ
・
呂
町
・

フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ア
ダ
の
各
州
法
。
ミ
・
ぇ

(
叫
)

(
必
)

(
必
)

(
幻
)

ア
1
カ
ン
ソ

l
、

資

(
必
)

口。日ー
l
o由
u

ロ
-
H
c
a・

フ
ロ
リ
ダ
、
ネ
ヴ
ア
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
の
各
州
法
。
ミ
・
巳
口

2
・

ロ]{(}吋

(
鈎
)
ア
リ
ゾ
ナ
、
ァ

l
カ
ン
ソ

l
、
フ
ロ
リ
ダ
、
テ
ネ
シ
ー
の
各
州

法
。
ミ
・
ロ
-
H
O
∞・

(
印
)
ブ
ロ
リ
ダ
州
法
に
定
め
る
加
重
事
由
と
は
、
①
懲
役
刑
受
刑
者

に
よ
る
死
刑
重
罪
、
②
被
告
人
が
以
前
、
死
刑
重
罪
で
有
罪
判
決

を
う
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
も
し
く
は
人
に
対
す
る
暴
力
の
使

用
ま
た
は
そ
の
脅
迫
を
伴
う
最
高
重
罪
に
つ
い
て
以
前
に
有
罪
判

決
を
う
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
③
衆
人
に
対
し
て
死
の
危
険
を

故
意
に
惹
起
し
た
こ
と
、
④
強
盗
、
強
姦
、
放
火
、
不
法
目
的
侵

入
、
誘
拐
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
、
爆
発
物
不
正
使
用
の
罪
の
正
犯
又

は
共
犯
と
し
て
犯
行
中
あ
る
い
は
犯
行
後
逃
走
中
の
者
に
よ
っ
て

犯
さ
れ
る
死
刑
重
罪
、
⑤
逮
捕
、
拘
禁
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
犯
す

死
刑
重
罪
、
⑥
金
銭
的
利
益
取
得
を
目
的
と
す
る
死
刑
重
罪
、
⑦

政
府
の
機
能
を
妨
げ
、
法
の
執
行
を
妨
害
す
る
た
め
に
犯
さ
れ
た

死
刑
重
罪
、
⑧
特
に
凶
悪
で
残
虐
な
死
刑
重
罪
、
の
八
項
目
で
あ

る

0
2白・
ω
S
F
〉
ロ
ロ
・
苫

NH-EH(印)・

(
日
)
フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
定
め
る
減
軽
事
由
と
は
、
①
被
告
人
が
重
大

な
前
歴
を
も
た
な
い
こ
と
、
②
被
告
人
が
極
端
な
精
神
的
ま
た
は

情
緒
的
混
乱
に
影
響
さ
れ
て
死
刑
重
罪
を
犯
し
た
こ
と
、
③
被
害

者
が
被
告
人
の
犯
行
に
関
与
し
、
又
は
被
告
人
が
こ
れ
に
同
意
し

て
い
た
こ
と
、
④
被
告
人
が
共
犯
者
で
あ
り
、
そ
の
役
割
が
比
較

的
重
要
で
な
い
こ
と
、
⑤
被
告
人
が
他
人
の
強
制
ま
た
は
支
配
の

下
で
行
動
し
て
い
た
こ
と
、
⑥
被
告
人
の
事
理
弁
識
能
力
が
著
し

く
減
少
し
て
い
た
こ
と
、
⑦
犯
行
時
に
お
け
る
被
告
人
の
年
令
、

の
七
項
目
で
あ
る
。
ヨ
白
・

ω
E同
・
〉
ロ
ロ

-
S
H
-
Z
E
e
-

(臼
)

N

∞
ωω
。・
N
円
四

-

H

・
(
目
白
-

H

由吋
ω)
・

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
有
罪
・
死
刑
の
宣
告
を
う
け
た
。

本
件
は
自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ
て
、
州
最
高
裁
が
右
死
刑

宣
告
を
審
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)

北法38(4・324)908

hh
同・国片品・

こ
の
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
見
解
は
前
述
し
た
の

o-a

皆
同
件
巾

NEω-MW・包・

2
N・
由
民
(
の
白

-
E
Z
)
に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
。

〈

54 

州
最
高
裁
は
、
本
件
死
刑
宣
告
は
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
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と
述
べ
て
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。

55 

AHN
∞
d
.
ω
.
N
b
 

被
告
人
は
不
法
目
的
侵
入
罪

S
R
m
-
R可
)
な
ら
び
に
謀
殺
罪

で
起
訴
さ
れ
、
第
一
級
謀
殺
有
罪
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
刑
宣

告
手
続
で
は
被
告
人
の
破
壊
侵
入

2
2喜
一
口
問
同

E
g
gユロ
m
l

不
法
目
的
侵
入
罪
を
構
成
す
る
。
)
の
前
歴
が
認
定
さ
れ
た
。
ま
た

医
師
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
は
、
将
来
に
お
い
て
も
殺
人

願
望
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
審
理
を
へ
た
の
ち
、
陪
審
が

死
刑
を
勧
告
し
、
裁
判
官
が
死
刑
を
宣
告
し
た
。
こ
の
際
に
裁
判

官
が
認
定
し
た
加
重
事
由
は
、
①
不
法
目
的
侵
入
を
伴
う
謀
殺
で

あ
る
こ
と
、
②
被
告
人
は
殺
人
を
犯
す
性
癖
の
持
主
で
あ
る
こ
と
、

③
本
件
謀
殺
が
特
に
凶
悪
で
残
虐
で
あ
る
こ
と
、
④
衆
人
に
対
し

て
死
の
危
険
を
故
意
に
惹
起
し
た
こ
と
、
の
四
項
目
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
法
定
減
軽
事
由
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
と
認
定
し

た
。
州
最
高
裁
は
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ
て
、
本
件
を
審
査
し
た

結
果
、
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。
お
∞

C
・
ω・
由
同
N
S
l
ミ
・

(
同
)
連
邦
最
高
裁
は
の
5
m
m
判
決
同
様
、
七
対
二
で
フ
ロ
リ
ダ
州
法

の
合
憲
性
を
確
認
し
た
。

(
町
)
め

5
・
ヨ
任
角
田
宮
O
ロ
〈

-
E
g
g
-
S
H
5・印
H0・
印
呂
ロ

]
5
(
]戸市V
A

山∞)・

58 

こ
の
点
に
つ
き
反
対
す
る
論
者
が
い
る
。
。
山
口
巾
3
・
b町
内

H.&認可

S
L
ぎ

P.8切
HN由

Cz-〈
何
回
回
目
コ

2
3
2
2
2
F〈
〉
Z
Z
F
.
H
N
開
〈
・

]

{

(

]

{

坦

∞

C
)
・

E
F
Z
は
そ
の
論
文
の
呂
・
。
巾
円
山
内
出
ロ
m
d弓
Z
E
g
一
』
邑
相
官

。
ニ
ロ
ミ
(
句
、
・
呉
詰
|
記
)
に
お
い
て
、
誰
に
死
刑
を
適
用
す
べ

き
か
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
官
よ
り
も
陪
審
の
方
が
適
切
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。

(
印
)

(
伺
)

(
但
)

(
臼
)

AHN∞己・ω・出品い凶印一戸
l
|

印ω・

め町

hJZ。門巾wMNhLも『ぬ同門同吋()山
Y

ロ・HωN-

A
F
O
∞
己
・
ω
-
N
ω
∞
(
昌
一
吋
N
)

AFN
∞
d
.
ω
.
N
m
N
.
 

被
告
人
は
一

O
才
の
少
女
を
誘
拐
、
強
姦
し
、
川
に
遺
棄
し
溺

死
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

有
罪
決
定
陪
審
は
死
刑
謀
殺
罪
で
有
罪
の
評
決
を
し
た
。
刑
宣

告
陪
審
は
、
本
文
中
の
三
つ
の
質
問
の
う
ち
、
①
、
②
の
二
つ
に

つ
い
て
ペ
2
の
回
答
(
本
件
で
は
③
は
無
関
係
)
を
し
た
た
め
、

裁
判
官
に
よ
り
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。

(臼
)AFN∞

C
・
ω
・
白
円
N
2
1
3
・

(制

)

m
，

cコ吋回目ロ〈・の巾。『mswhp()∞巴・ω-Nω∞-hF{)ω・(切巳吋moF(U・し『・

円回一回目白ロ巳口問)(]{由、『
N
)

・

北法38(4・325)909
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(
臼
)

ω
C印

(
H
m
v叶
由
)

君
。
。
仏
mCロ
〈
・

Z
2
s
p
g
E白
・
お
∞

C
・
ω-N∞
0

・

N
gー

資

(
前
)
同
町
-
h
-
F
o
n
}内
叩
口
〈
・

0
v
z
-
お
∞

C
・
ω・
日
∞
少
申

CARi--∞(
邑
吋
∞
)
・

(
訂
)
宮
内
の
曲
四
回
同
町
白

4
・
わ
包
は

O
B
S・仏
C

M

C
・
ω
H∞
ω-NE(HSH)・
拙

稿
一
四

O
O頁
参
照
。

(侃

)
E
R
R
n
r
ω
可

2
8
h
r
t弓
白
骨

n
F
B
g
w門

ueき
~
E誌
な
暑
さ

S
H

S
N
U窓
口

k
E室、
c
s
s
h
H
E
m
h
d
sた
も

¥
h
d
s
g
言、

。
。
ま
な
た
芯
9
2
n
o同
Z
巴
l
F
F
・
閉
山
間
〈

-HHNPHHω
吋

(
E
E
)・

M
3
F町
め
足
、
お
き
町
内
量
三

N
M
M
A

出
叫
2
S
4
誌
、
混
同
〉
同
〈
〉
問
。

F
・

的
)

河
何
〈
・
∞
戸
申
叶
(
]
{
双
山
A
H
)

第
四
章

司
耳
目
白
ロ
H
O
5
m
m州
判
決
の
法
理
の
発
展

|
|
死
刑
事
件
に
お
け
る
手
厚
い
保
障

第
三
章
で
み
た
よ
う
に
、

m，
R
B田口"の
5
m
m
両
判
決
を
通
し
て
、
連
邦

最
高
裁
は
考
慮
事
由
を
法
定
し
、
裁
量
に
指
針
を
与
え
る
形
で
、
宣
告
機

関
の
窓
意
的
裁
量
を
排
除
せ
よ
、
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
判
決
の
個
別
化
の

要
求
と
の
対
立
が
あ
り
、
こ
の
相
対
立
す
る
二
つ
の
要
求
|
l
悉
意
性
の

排
除
と
、
判
決
の
個
別
化
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
に
連
邦
最
高
裁
の
関

心
は
移
っ
て
い
く
。

予
め
、
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
一
九
八
三
年
頃
ま
で
、
連
邦
最
高
裁

は
、
死
刑
は
他
の
刑
罰
と
本
質
的
に
異
な
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

(
3
)
 

い
信
頼
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基

本
的
姿
勢
に
も
と
づ
き
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
そ
の
適
用
に
慎
重
を
期

(
4
)
 

し
、
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
厚
い
保
障
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ

の
基
本
原
理
を
調
和
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
死
刑
を
適
用
す
る
た
め
の
基
準
|
|
法
定
の
加
重
事
由
と

減
軽
事
由
ー
ー
が
広
汎
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
事
件
に

お
け
る
個
々
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
宣
告
機
関

を
ガ
イ
ド
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
、
加
重
事
由
の
認
定

に
よ
っ
て
機
械
的
に
死
刑
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
窓
意
性
は

排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
個
々
の
事
件
に
お
け
る
個
々
の
事
情
を
判
決

に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
命
令
的
死
刑
宣
告

法
の
も
つ
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ

(
5
)
 

ら
の
問
題
点
を
死
刑
を
特
別
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
て
き
た
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
死
刑
事
件
に
お
け
る
手
続
的
保
障
の
問
題
に
も
反

映
さ
れ
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
手
厚
い
手
続
的
保
障
が
要

求
さ
れ
て
き
た
。

第
四
章
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
諸
判
決
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る

北法38(4・326)910
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が
、
ま
ず
、
第
一
節
に
お
い
て
法
定
考
慮
事
由
の
広
汎
、
漠
然
性
に
関
す

る
判
決
を
紹
介
・
検
討
し
、
次
い
で
第
二
節
に
お
い
て
は
、
準
命
令
的
死

刑
宣
告
法
の
再
検
討
を
通
し
て
厳
格
に
加
重
事
由
を
適
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ず
る
問
題
点
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
第
三
節
で
は
、

手
厚
い
手
続
的
保
障
を
要
求
す
る
諸
判
決
を
紹
介
・
検
討
す
る
。

1 

本
稿
第
三
章
第
二
節
第
四
款
参
照
。

gh
め
る
お
さ
む
三
N
U
包

Mzssb∞
国
〉
同
〈
〉
問
。
円
、
.

m開
〈
・
∞
戸
申
吋
(
呂
町
山
品
)
・

同町
-h-

巧
0
0
仏印。ロ〈・

Z
2
p
p
g
-
z
p
お∞

C
・ω-N∞
タ
呂
町

(
]
号
吋
由
)
・

2 3 4 

同
-
h・
0
吋巾
mmd?
の巾
O
円

mEWARN∞
C
・ω
'
]
5
h
y
H
叶
ω
(戸市

V

叶品)・

同
-
h
-
F
。
n
w
E円
〈
・
O
E
O
-
h
p
ω
∞
巴
・
ω-umw少
由
C
A
F
-
-
。∞
(
H
U
吋∞)・

5 

第
一
節

法
定
考
慮
事
由
の
広
汎
性
の
問
題

m，E
『

5
8判
決
の
要
求
で
あ
る
宣
告
機
関
の
怒
意
性
を
排
除
す
る
た
め

に
は
、
法
定
考
慮
事
由
は
宣
告
機
関
の
裁
量
を
指
導
す
る
た
め
に
十
分
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
考
慮
事
由
が
広
汎
で
あ
っ

た
り
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
、
連
邦
最
高
裁
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
、

テ
キ
サ
ス
州
法
の
三
つ
の
裁
量
的
死
刑
宣
告
法
の
合
憲
性
を
確
認
し
た

が
、
こ
の
際
に
も
、
加
重
事
自
の
広
汎
性
、
漠
然
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
と
く
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
法
律
詑
叶
自

E
H
(『)(叶)

に
焦
点
を
あ
て
て
、
加
重
事
由
の
広
汎
性
、
漠
然
性
の
問
題
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
死
刑
法
律
沼
斗
自
主
・
同
(
ず
)
(
叶
)
は
死
刑
を
宣

告
す
る
た
め
の
法
定
加
重
事
由
の
一
つ
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
設

け
て
い
る
。

「
謀
殺
、
強
姦
、
武
装
強
盗
、
不
法
目
的
侵
入
が
精
神
の
腐
敗
、
被
害
者

へ
の
加
重
暴
行
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
、
凶
悪
・
不
快
・
非
人
道
的

で
あ
る
こ
と
L

こ
の
加
重
事
由
は
あ
ま
り
に
広
汎
、
漠
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

た
と
え
ば
、
謀
殺
と
い
う
も
の
は
、
お
よ
そ
、
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
5
m
m
判
決
で
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
「
い
か
な

(2) 

る
殺
人
も
精
神
の
腐
敗
、
加
重
暴
行
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
認

め
た
。

北法38(4・327)911

し
か
し
な
が
ら
、
同
判
事
は
こ
の
加
重
事
由
は
、
こ
の
よ
う
に
無
限
定

に
広
汎
に
解
釈
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
が
こ
の
よ

う
に
広
く
、
同
法
を
解
釈
す
る
と
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
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こ
の
加
重
事
由
は
許
さ
れ
な
い
ほ
ど
広
汎
・
漠
然
と
し
た
規
定
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
、
一
応
文
面
上
合
憲
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

四
年
後
の
一
九
八

O
年
、
再
び
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
。
oa同
市
弓
〈
・

の冊。吋
m
E
事
件
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
謀
殺
罪
及
び
加
重
暴
行
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
陪
審
は
、
二

訴
因
の
謀
殺
罪
に
つ
き
死
刑
を
評
決
し
た
。
こ
の
と
き
陪
審
の
認
定
し
た

加
重
事
由
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
問
自
白
官

-
E
E
)
き
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
事
件
に
関
す
る
自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ

て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
死
刑
宣
告
を
審
理
し
た
後
、
右
死
刑
宣

告
を
確
認
し
た
。
本
件
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
と
っ
た
右
加
重

事
由
の
解
釈
が
、
広
汎
か
つ
漠
然
す
ぎ
て
、
第
八
及
び
第
一
四
修
正
に
違

反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
六
対
三
で
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
判
断
を
く
つ
が

え
し
た
。
ス
チ
ュ
ワ
!
ト
判
事
の
法
廷
意
見
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

資

同吋

R
5
2
判
決
の
要
求
は
、
窓
意
的
、
気
紛
れ
な
宣
告
機
関
の
裁
量
を
排

除
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
2
m
m
判
決
の
同
判
事
の
意
見
を
引
用
し
、

宣
告
機
関
の
裁
量
は
、
明
確
で
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
通
常
の
感
覚
を
有
し
て
い
る
人
は
、
明
ら
か
に
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
殺
人
を
『
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的
』
と
特
徴
づ
け

る
で
あ
ろ
う
。
:
・
j
i
-
-
-
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
陪
審
の
先
入
観
を
ぬ
ぐ
い

{7) 

さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
同
条
項
は
、
文
面
上
は
合
憲
だ
が
、

適
用
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
違
憲
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
当
該
条
項
に
つ
い
て
、
三
つ
の
、

別
個
の
し
か
し
矛
盾
の
な
い
解
釈
を
二
九
七
七
年
ま
で
に
と
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
、

①
犯
罪
が
、
「
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的
」
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、

「
拷
問
、
精
神
の
腐
敗
、
加
重
暴
行
」
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
「
精
神
の
腐
敗
」
と
い
う
言
葉
は
、
被
害
者
を
殺
世
田
す
る
前
に
、
拷

問
ま
た
は
加
重
暴
行
に
導
く
よ
う
な
精
神
状
態
だ
け
を
さ
す
。

③
「
拷
問
」
と
は
、
加
重
暴
行
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

北法38(4・328)912

当
該
条
項
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
右
三
基
準
を
す
べ
て
満
た
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
は
「
拷
問
」
が
含

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
右
三
基
準
に
合
致
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
死
刑
宣
告
を
確
認

し
た
州
最
高
裁
の
判
決
は
、
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
再
審
査

を
命
じ
た
。
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こ
の
よ
う
に
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
当
該

条
項
の
解
釈
は
、
本
件
以
前
に
州
最
高
裁
の
示
し
た
基
準
に
違
反
す
る
も

の
だ
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
州
最
高
裁
の
立
て
た
基
準

自
体
が
、
窓
意
的
で
、
気
紛
れ
な
宣
告
機
関
の
裁
量
を
排
除
せ
よ
と
い
う
、

司
民
自
由
ロ
判
決
の
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
こ
う
答
え
て
い
る
。
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、

当
該
条
項
の
射
程
を
制
限
す
る
た
め
の
実
質
的
努
力
を
、
何
ら
し
て
こ
な

か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
州
裁
判
所
は
、
実
際
上
、
あ
ら
ゆ
る
謀
殺
が
含

(
8
)
 

ま
れ
る
ほ
ど
広
汎
に
そ
の
条
項
を
定
義
し
て
き
た
。
」

た
し
か
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
た
て
た
基
準
自
体
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
っ
き
つ

め
る
と
、
は
た
し
て
、
窓
意
的
な
裁
量
を
排
除
す
る
よ
う
な
基
準
を
た
て

る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
一
九
七
一
年
の

冨
n
C
2
5白
〈
・
わ
即
日
。

E
S
事
件
で
ハ

l
ラ
ン
判
事
は
、
「
犯
罪
行
為
が

起
こ
る
前
に
、
死
刑
に
ふ
さ
わ
し
い
殺
人
の
罪
状
と
、
加
害
者
の
性
格
を

特
定
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
宣
告
機
関
が
は
っ
き
り
と
理
解
し
、
適
用
で

き
る
よ
う
な
言
葉
で
、
こ
れ
ら
の
情
状
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
人

間
の
能
力
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
L

と
述
べ
て
い
る
。
考
慮
事

由
を
法
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ

l
ラ
ン
判
事
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

将
来
の
行
動
を
予
測
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
犯
状
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て

お
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
テ
キ
サ
ス
州
法
の
陪
審
に
対
す
る
第

二
の
質
問
で
あ
る
。
寸
被
告
人
が
、
社
会
に
対
す
る
継
続
的
な
脅
威
と
な
る

よ
う
な
暴
力
的
犯
罪
行
為
を
犯
す
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
問
い

は
、
ま
さ
に
被
告
人
の
将
来
の
行
動
を
予
測
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
答
え
は
、
「
将
来
の
行
動
を
予
測
す

る
の
は
、
た
し
か
に
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
判
断

が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
将
来
の
刑
事
犯
罪
を
予
測
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
刑
事
司
法
制
度
を
通
し
て
下
さ
れ
る
判
決
の
多
く
の
場
合
に
お
け

る
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
即
座
に
被
告
人
を
監
獄
に
入
れ
る
か
否
か
の
問

題
は
、
裁
判
官
が
な
す
被
告
人
の
将
来
の
行
為
の
予
測
に
よ
っ
て
決
せ
ら

(
凶
)

れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
意
見
に
従
う
な
ら
、
宣
告
機
関
は
、
被
告
人
が
、

将
来
、
犯
罪
を
犯
す
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
将
来
の
犯
罪
行
為
の
予
測
は
、

現
代
刑
事
犯
罪
学
上
最
も
科
学
的
に
捕
え
が
た
い
問
題
の
一
つ
で
あ

り
」
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
犯
罪
者
に
対
し

て
死
刑
を
執
行
す
る
か
否
か
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
上
許
容
し

(ロ)

が
た
い
L

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
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料

こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
テ
キ
サ
ス
州
法
の
第
二
の

質
問
は
、
何
ら
宣
告
機
関
の
裁
量
を
、
ガ
イ
ド
す
る
基
準
に
な
り
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
刑
事
犯
罪
学
上
も
争
い
の
あ
る
よ

う
な
問
題
に
対
し
て
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
、
宣
告
機
関
の
裁
量
を
ガ

イ
ド
す
る
と
は
、
到
底
い
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
加
重
事
由
も
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
自
ら
一
言
う
よ

う
に
「
通
常
の
感
覚
を
有
し
て
い
る
人
は
、
明
ら
か
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

(
日
)

の
殺
人
を
、
『
凶
悪
、
不
快
、
非
人
道
的
』
と
特
徴
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
」

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
加
重
事
由
も
、
裁
量
を
指
導
す
る
基

準
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
の
た
て
た
三

{
U
)
 

基
準
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
裁
量
を
指
導
す

る
基
準
と
な
る
か
否
か
は
、
疑
わ
し
い
。

も
っ
と
も
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
も
、
州
最
高
裁
の
た
て
た
三
基
準
が
な

け
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
法
は
文
面
上
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
死
刑
を
宣
告

す
る
た
め
の
法
定
考
慮
事
由
|
|
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
、
無
限
定
で
は

(
時
)

な
く
、
一
定
の
明
確
性
を
要
求
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

資

(
1
)
 

。5m
m
〈・の

g吋

m-P
お∞

C
・m・
5
ω
(呂
叶
由
)
で
は
の
白
・
ゎ
。
仏
巾

〉ロロ
-
Z吋
|
民
皆
・
同
(
『
)
に
定
め
る
一

0
項
目
の
法
定
加
重
事
由

の
う
ち
、
本
文
中
で
論
じ
た
も
の
の
他
に
も
二
項
目
の
加
重
事
由

の
広
汎
、
漠
然
性
が
争
わ
れ
た
。
同
様
に
匂

g呂
口
〈
-
E
2
E
P

お∞

C
ω
-
N
C
(
z
a
)
で
は
二
項
目
の
加
重
事
由
と
五
項
目
の

減
軽
事
由
の
広
汎
、
漠
然
性
が
、
ま
た
、

p
z
w
〈
・
吋
叩
何
回
目
L

N

∞

C
・ω・N
a
N
(
冨
吋
由
)
で
は
、
本
文
中
で
論
ず
る
、
陪
審
に
対
す
る

第
二
の
質
問
の
広
汎
、
漠
然
性
が
争
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
斥
け

ら
れ
た
。
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2 

。
吋

mwmm
〈・の巾
O
吋

mSWAHN∞
Cω
・]戸印一
YNCH(〕{坦叶酌)・

旬、-

(3) 

4 

品
品
川
由

C
・ω-AHNO(EMWC)
・

被
告
人
は
委
と
別
居
中
で
あ
り
(
委
は
母
親
と
一
緒
に
暮
ら
し

て
い
た
。
)
、
和
解
を
試
み
た
が
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
日
、
和

解
の
交
渉
に
出
掛
け
た
被
告
人
は
義
母
宅
で
、
妻
と
口
論
に
な
り

銃
殺
(
即
死
)
し
、
妻
と
と
も
に
別
居
し
て
い
た
自
分
の
娘
を
銃

で
殴
り
傷
を
負
わ
せ
た
。
さ
ら
に
義
母
も
銃
殺
(
即
死
)
し
た
。

被
告
人
は
た
だ
ち
に
警
察
に
自
首
し
た
。

有
罪
決
定
陪
審
は
二
訴
因
の
謀
殺
と
一
訴
因
の
加
重
暴
行
に
つ

き
有
罪
の
答
申
を
し
た
。
刑
宣
告
陪
審
に
お
い
て
、
検
察
官
は
再

三
に
わ
た
り
、
本
件
に
は
拷
問
も
加
重
暴
行
も
な
か
っ
た
こ
と
を

主
張
し
た
が
、
陪
審
は
二
訴
因
の
謀
殺
罪
に
つ
き
死
刑
を
答
申
し

5 
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た
。
主
∞

d.ω
・白片品
N
A
P
-
-
N
由

(6)

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
書
い
た
法
廷
意
見
に
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、

パ
ウ
エ
ル
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
各
判
事
が
同
調
し
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
同
意
意
見
に
は
プ
レ
ナ
ン
判
事
が
同
調
し

た
。
こ
の
同
意
意
見
に
よ
れ
ば
、
生
か
死
か
を
決
定
す
る
問
題
は

文
言
上
の
微
妙
な
差
異
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な

く
、
ま
た
の
5
m
m
判
決
も
当
該
条
項
を
文
面
上
は
合
憲
と
し
た
も

の
の
そ
れ
は
無
条
件
で
は
な
く
、
州
最
高
裁
が
当
該
条
項
に
つ
い

て
限
定
的
解
釈
を
と
る
だ
ろ
う
と
い
う
仮
定
に
も
と
づ
く

S
ミ・

お
∞
己
切
え
N
o
-
-

前
掲
・
注

(
3
)
参
照
)
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
件
で
は
死
刑
を
宣
告
し
た
陪
審
も
、
そ
の
死
刑
宣
告

を
確
認
し
た
州
最
高
裁
も
こ
の
よ
う
な
限
定
的
解
釈
を
と
っ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
限
定
的
解
釈
に
も
と
づ
か
な
い

本
件
死
刑
宣
告
は
の
5
m
m
判
決
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

ず
、
第
八
、
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
パ

l
ガ

l
長
官
と
ホ
ワ
イ
ト
判
事
(
レ

1
ン
キ
ス
ト
判

事
同
調
)
の
二
つ
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
パ

l
ガ

l
長

官
の
反
対
意
見
は
、
州
法
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
陪
審
の
判
断

に
裁
判
所
は
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ホ
ワ
イ

ト
判
事
の
反
対
意
見
は
州
最
高
裁
は
違
憲
と
な
る
ほ
ど
広
汎
な
解

釈
を
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

7 

主
∞

C
・ω・
回
二
N
∞
N

由
(
呂
田
門

mzz・』・
8
R
E『ユロ肉)・

旬
、
・
白
同
品
品

H・

マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
が
怒
意
的
裁
量
の
問
題
を

克
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
論
証
と
し
て
一
九
八

O
年
四
月
二

O

日
の
時
点
で
死
刑
囚
の
四

O
%が
黒
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を

指
摘
し
て
い
る
。
ミ
・
国
同

h
s
h・叶・

(9)

冨
円
。
田
口
吾
白
〈
・
(
い
丘
一
向
。
『
ロ
戸
仏
C

M

C

・ω・国昨日
E
(
H
S
H
)
・

(
叩
)
』
己
H-mw
〈・

4
m凶
釦
m
r
h
F
N
∞
C
・ω・同伴
N

叶品-|吋日・

(

日

)

司

〉

Z
Z
R甲
子

】

c
g
Q〉
戸
河
間
三
間
巧

O
司

4
E
N
U
m
P
4国
司
開

Z
〉
F
叶
吋
・

品目(]{由∞
N
)

・

8 (ロ)
(
日
)

(H) 

(
日
)

...... 
~ E

m
d・ω・
お
∞

ls・

旬、・同門品品同・

。
。
門
司
司
ミ
判
決
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
文
面
上
違
憲
と
な
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
』
z
z
w
判
決
で
は
、
テ
キ

サ
ス
州
法
の
違
憲
性
に
全
く
示
唆
を
与
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と

は
第
二
節
で
み
る
よ
う
に
テ
キ
サ
ス
州
法
の
当
該
条
項
が
加
重
事

由
と
し
て
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
に
減
軽
事
由
と
し
て
の

機
能
を
も
併
せ
て
も
つ
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

北法38(4・331)915 



料

第
二
節

準
命
令
的
死
刑
宣
告
法
の
合
憲
性
の
再
検
討

資

連
邦
最
高
裁
は
、

E
E
W
判
決
で
、
テ
キ
サ
ス
州
法
を
合
憲
と
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
。
あ
る
評
釈
者
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
オ
ハ
イ
オ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
四
州
は
、
テ

キ
サ
ス
州
法
と
類
似
の
規
定
を
も
っ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
州
の
死

刑
手
続
は
、
加
重
事
由
と
減
軽
事
由
を
法
定
し
て
い
る
点
で
は
フ
ロ
リ
ダ

州
法
に
似
て
い
る
が
、
異
な
る
点
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
で
は
、
加
重
事
由

が
減
軽
事
由
に
優
位
し
て
い
る
場
合
に
は
、
死
刑
を
宣
告
し
う
る
の
に
対

し
、
こ
れ
ら
の
四
州
で
は
、
加
重
事
由
の
存
在
が
一
つ
で
も
認
定
さ
れ
、

か
っ
、
減
軽
事
由
が
一
つ
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
場
合
は
必

ず
死
刑
が
宣
告
さ
れ
、
こ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
死
刑
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宣
告
機
関
は
、
加
重
事
由
及
び
減

軽
事
由
の
存
否
の
認
定
に
し
か
、
裁
量
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
意
味
で
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
法
律
は
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
も
似

て
お
り
、
「
準
命
令
的
死
刑
宣
告
法
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
オ
ハ
イ
オ
州
法
の
合
憲
性
は
、

E
S
W
判
決
の
二
年
後
の

円。
n
w
m
R
〈・

0
E。
事
件
で
争
わ
れ
た
。
被
告
人
は
、
加
重
謀
殺
罪
で
起

訴
さ
れ
た
。
オ
ハ
イ
オ
州
の
死
刑
宣
告
手
続
に
よ
れ
ば
、
加
重
謀
殺
罪
で

(5) 

起
訴
さ
れ
、
陪
審
が
有
罪
評
決
後
に
、
七
項
目
の
法
定
加
重
事
由
が
存
在

し
な
い
と
認
定
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
終
身
懲
役
刑
を
宣
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
陪
審
が
有
罪
評
決
後
に
少
な
く
と
も
一
つ
の

加
重
事
由
が
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
立
証
さ
れ
て
い
る
と
認

(6} 

定
し
、
か
つ
裁
判
所
が
法
定
滅
軽
事
由
が
存
在
し
な
い
と
認
定
し
た
場
合

に
は
、
必
ず
死
刑
が
宣
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
人
は
こ
の
制

(7) 

度
に
従
い
、
有
罪
評
決
な
ら
び
に
二
項
目
の
加
重
事
由
を
認
定
し
、
裁
判

所
は
、
減
軽
事
由
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
死
刑
を
宣
告
し
た
。
オ
ハ
イ

オ
州
最
高
裁
は
、
こ
の
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。

オ
ハ
イ
オ
州
法
の
合
憲
性
に
関
し
て
、
パ

l
ガ

1
長
官
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
た
。
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宣
告
機
関
は
、
極
め
て
ま
れ
な
場
合
を
除
く
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告

人
が
死
刑
よ
り
軽
い
刑
罰
を
求
め
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
あ
ら
ゆ

る
被
告
人
の
性
格
、
前
科
、
犯
行
の
情
況
等
を
減
軽
事
由
と
し
て
、
必
ず
、
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
第
八
、
第
一
四
修
正
の
要
求
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
死
刑
事
件
に
お
い
て
、
各
被
告
人
は
、
個
人
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
ふ

さ
わ
し
く
尊
重
さ
れ
、
そ
の
尊
重
の
程
度
に
応
じ
て
、
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
要
求
は
、
非
死
刑
事
件
と
比
べ
た
場
合
に
ず
っ
と
重
要
で
あ
る
。

死
刑
宣
告
が
執
行
さ
れ
た
な
ら
、
恩
赦
等
の
制
度
も
利
用
で
き
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
死
刑
を
宣
告
す
る
場
合
の
憲
法
上
の
要
求
と
し
て
、
個
別
の
考
慮
の
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必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
刑
事
件
に
お
け
る
宣
告
機
関
に
、
滅
軽

事
由
を
考
慮
さ
せ
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
律
は
、
よ
り
軽
い
刑
罰
を
要
求
す
る

フ
ァ
ク
タ
ー
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
が
科
さ
れ
う
る
危
険
を
生
み

だ
す
。
生
か
死
か
の
選
択
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
危
険

は
、
第
八
、
第
一
四
修
正
の
要
求
と
相
容
れ
な
い
。
オ
ハ
イ
オ
州
法
の
下
で
宣

告
機
関
が
考
慮
し
う
る
制
限
的
な
滅
軽
事
由
は
、
第
八
、
第
一
四
修
正
に
違
反

す
る
。

(m) 

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
法
を
違
憲
と
断
じ
た
。
他

(
日
)

方
、
こ
れ
と
類
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
テ
キ
サ
ス
州
法
は
合
憲
と
さ
れ

{ロ)
た
。
「
陪
審
は
関
連
す
る
す
べ
て
の
証
拠
に
も
と
づ
い
て
、
な
ぜ
死
刑
が
科

さ
れ
る
べ
き
か
:
:
:
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
そ
の
た
め
に
被
告

人
は
、
あ
ら
ゆ
る
減
軽
事
由
を
立
証
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
テ
キ
サ
ス
州
法
は
、
こ
の
機
会
を
、
陪
審
質
問
②
で
与
え
て
い
る

が
、
オ
ハ
イ
オ
州
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
滅
軽
事
由
の
立
証
が
許
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
こ
が
合
憲
性
判
断
の
分
か
れ
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
を
違
憲
と
し
た
ス
チ
ュ
ワ

l
ト

(
日
)

判
事
の
意
見
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
は
、
あ
ら
ゆ
る

減
軽
事
由
の
考
慮
を
許
さ
な
い
よ
う
な
法
律
は
、
命
令
的
死
刑
宣
告
法
と

同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
死
刑
事
件
に
お

い
て
は
、
「
各
被
告
人
は
、
個
人
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
尊
重
さ
れ
、

(口)

そ
の
尊
重
の
程
度
に
応
じ
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
判

{
凶
)

決
の
個
別
化
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て

ω席
。
町
田
口
の
邑
巾
ヨ
は
、
「
司
ロ
コ
ロ
白
ロ
判
決
は
、
:

州
に
、
死
刑
法
律
の
再
考
と
、
よ
り
正
確
な
定
義
を
う
な
が
し
た
と
い
う

点
で
有
益
で
あ
っ
た
:
:
:
。
『
窓
意
性

(
R
E可
回
目
ロ
包
∞
印
)
』
の
理
論
は
、

枝
葉
に
お
い
て
は
有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
中
核
に
お
い
て
は
弱

い
も
の
で
あ
る

o
F
R
r
E仲
判
決
に
よ
っ
て
違
憲
審
査
は
、
怒
意
性
の
排
除

(
凶
)

の
テ
ス
ト
か
ら
、
ユ
ニ
ー
ク
性
の
承
認
の
テ
ス
ト
に
移
っ
た
」
と
述
べ
て

い司令。し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
は
、

C
-
z
g
の
い
う
「
ユ
ニ
ー
ク
性
の
承
認

の
テ
ス
ト
」
H

「
判
決
の
個
別
化
」

l
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
は
み
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
最
高
裁
は
、
あ
ら
ゆ
る
滅
軽
事
由
の
考
慮
を
要
求
し

て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
加
重
事
由
の
考
慮
ま
で
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
一

定
の
明
確
化
を
要
求
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
加
重
事
由
の
考
慮
ま
で
許
す

「
判
決
の
個
別
化
」
は
、
明
日
自
由
ロ
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
怒
意
的
裁
量
の

問
題
を
再
び
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
宣
告
機
関

の
裁
量
規
制
の
問
題
は
「
窓
意
性
の
排
除
」
の
要
求
と
、
「
判
決
の
個
別
化
」

の
要
求
と
の
微
妙
な
緊
張
関
係
の
う
え
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

北法38(4・333)917
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(
幻
}

h

つ。

資

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
連
邦
最
高
裁
は
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
、
第

一
節
で
み
た
よ
う
に
、
恋
意
性
の
排
除
の
要
請
か
ら
こ
れ
を
厳
格
に
適
用

す
る
こ
と
を
要
求
し
、
他
方
、
滅
軽
事
由
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
み
た

よ
う
に
、
判
決
の
個
別
化
の
要
請
か
ら
こ
れ
を
拡
張
的
に
適
用
す
る
こ
と

を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
見
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
み
え
る
解
決
方
法
は
、
連
邦
最
高
裁
が
死

刑
を
特
別
視

U
J
死
刑
事
件
に
手
厚
い
保
障
を
与
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
の

現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

z
c
F

恩
師
門
司

mHea
塁
、
司
君
む
ま
な
ぎ
さ
さ

εミ
t

号

、4
S
U
E
S
F
s
b
N守

'
E
S町
内
師
、
∞
吋
出
馬
主
百
円
同
開
〈
・

5
8
w

]
{
叶
。
山

Y
ロ
・
]
戸
ω
N
(
]戸
市
当
品
)
・

テ
キ
サ
ス
州
法
で
は
制
限
さ
れ
た
死
刑
犯
罪
が
加
重
事
由
と
し

て
は
た
ら
き
、
こ
れ
が
存
在
し
、
か
っ
、
陪
審
に
対
す
る
三
つ
の

質
問
に
す
べ
て
〈

g
を
回
答
し
た
場
合
は
必
ず
死
刑
が
宣
告
さ

れ
る
。
こ
の
時
陪
審
が

Z
。
の
回
答
を
し
た
場
合
に
は
死
刑
は
科

さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
質
問
は
実
質
的
に
滅
軽
事
由
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。

(2) 

(3) 
お
∞

C
・ω・
印
∞
酌
(
邑
叶
∞
)
・

4 
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被
告
人
は
他
三
名
の
共
犯
者
と
と
も
に
加
重
強
盗
を
犯
し
た
も

の
で
あ
る
。
他
の
三
人
の
共
犯
者
が
質
屋
で
武
装
強
盗
を
犯
し
て

い
る
問
、
被
告
人
は
庖
の
外
で
逃
走
用
の
車
に
エ
ン
ジ
ン
を
か
け

た
ま
ま
共
犯
者
た
ち
が
逃
げ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。

被
告
人
と
他
の
三
名
の
共
犯
者
は
当
初
、
殺
人
を
犯
す
意
思
は

全
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
共
犯
者
の
一
人
が
銃
で
威
嚇
し
た

の
を
見
て
底
員
も
銃
を
と
り
だ
し
た
た
め
に
、
共
犯
者
は
庖
員
を

殺
害
し
、
逃
走
し
た
も
の
で
あ
る
。

(5)

。
y
z
m
2・
。
。
色
町
認
定
申
・

2
2
に
よ
れ
ば
、
以
下
に
挙
げ
る

加
重
事
由
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
が
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る

程
度
に
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
死
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な

①
現
職
の
大
統
領
、
オ
ハ
イ
オ
州
知
事
な
ど
の
暗
殺
(
血
中

凹
担
問
的
』
ロ
白
巴
。
ロ
)

②
契
約
殺
人

③
逮
捕
、
裁
判
か
ら
逃
が
れ
る
目
的
の
謀
殺

④
服
役
中
の
囚
人
に
よ
る
謀
殺

⑤
故
意
の
殺
人
の
前
科
の
あ
る
者
に
よ
る
謀
殺

⑥
公
務
員
殺
害

⑦
誘
拐
、
強
姦
、
加
重
放
火
、
加
重
窃
盗
、
加
重
不
法
目
的
侵
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6 

入
を
伴
う
謀
殺
。
お
∞

C
・ω・由同

E
H
I
E
-

O
E
O
-
N
2・ゎ。仏
m
m
N由
N申・

2
(恩
に
よ
れ
ば
、
犯
行
の
性
質
、

情
況
及
び
犯
罪
人
の
履
歴
、
性
格
、
境
遇
を
考
慮
し
て
、
以
下
に

列
挙
す
る
滅
軽
事
由
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
つ
が
証
拠
に
よ
っ

て
立
証
さ
れ
た
場
合
に
は
死
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

①
被
害
者
自
身
が
犯
行
の
誘
因
と
な
り
、
ま
た
は
犯
行
を
助
長

し
た
場
合
。

②
犯
罪
が
脅
迫
、
強
制
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
事
実
が
な
け
れ

ば
犯
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
。

③
犯
行
が
主
と
し
て
被
告
人
の
精
神
障
害
、
精
神
的
錯
乱
に
起

因
し
て
い
る
場
合
。
色
∞

C
・ω・2
2
N
E・

陪
審
は
、

c
z
o
m
2・
no号
沼
恒
N

∞・

2

E
の
七
項
目
の
加
重

事
由
の
う
ち
、
③
と
⑦
を
認
定
し
た
。
(
前
掲
・
注

(
5
)
参
照
。
)

連
邦
最
高
裁
は
七
対
一
で
オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
の
判
断
を
破
棄

し
た
。
(
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
反
対
、
プ
レ
ナ
ン
判
事
不
参
加
。
)

パ
1
ガ
!
長
官
の
法
廷
意
見
は
以
下
の
二
点
か
ら
成
っ
て
い

る
。
ま
ず
第
一
に
手
続
的
保
障
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
主
張
を
す

べ
て
斥
け
て
い
る
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
を
除

く
七
判
事
が
同
調
。
)
第
二
に
本
論
で
引
用
し
た
オ
ハ
イ
オ
州
法
の

違
憲
性
に
関
す
る
論
述
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ス
チ
ュ
ワ

l
ト、

(
7
 

(8) 

パ
ウ
エ
ル
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
が
同
調
し
た
。

な
お
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
は

ω被
告
人
は
謀
殺
を
帯
助
し
た

に
す
ぎ
ず
、
犯
罪
に
対
す
る
被
告
人
の
か
か
わ
り
の
度
合
を
宣
告

機
関
に
考
慮
さ
せ
な
い
オ
ハ
イ
オ
州
法
は
違
憲
で
あ
る
。

ωオ
ハ

イ
オ
州
の
死
刑
宣
告
手
続
は
、
被
告
人
が
有
罪
取
引
を
し
た
り
、

対
審
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
宣
告
機
関
に
対
し
て
十
分
な
裁
量
を

認
め
て
い
る
が
、
他
方
、
被
告
人
が
審
理
に
入
っ
た
場
合
は
こ
の

裁
量
は
十
分
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
は
違
憲
で
あ
る
、

と
の
同
意
意
見
を
書
い
て
い
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
同
意
意
見
は
、
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
故
意
の
違
法
な
殺
人
に
対
し
て
死
刑
を
絶

対
的
法
定
刑
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
被
害
者
の
殺
人
を
何

ら
意
図
し
て
い
な
い
被
告
人
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
の
は
犯
罪
の

重
大
性
と
比
べ
た
場
合
、
不
均
衡
で
あ
る
と
の
同
意
意
見
を
書
い

た。

北法38(4・335)919
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民
∞

C.ω
・白仲町
D
A
H
-
o
∞.

連
邦
最
高
裁
は
∞
巾
]
】
〈
・

ovsw
お
∞
巴
・

ω・
毘
叶

(HS∞
)
・
で
も
、

こ
の

T)nw巾
口
判
決
を
引
用
し
て
、
オ
ハ
イ
オ
州
法
を
違
憲
で
あ

る
と
し
て
い
る
。



料

前
掲
・
注
(
1
)
参
照
。

(
日
)

(
臼
)

(
日
)

(
H
)
 

(
日
)

同
広
岡

-
m
w
W
4
・
H
，

g
内田
m
-
A
H
N
∞
C
・ω
-
N
A
日N
(
5
4
a
)

・

句、・由同
N
叶
H
.

本
稿
第
三
章
第
二
節
第
三
款
参
照
。

九
凶

5
4司
0
0
骨
。
ロ
〈
・

Z
2
5
P
E
Z
P
お∞

C
・ω・白ニ
2
・

こ
の
よ
う
な
滅
軽
事
由
の
考
慮
を
要
求
す
る
か
否
か
が
命
令
的

死
刑
宣
告
法
の
合
憲
性
の
判
断
の
分
か
れ
目
と
も
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
等
の
三
判
事
は
こ
れ
を
憲
法
上
の
要
求
と

認
め
、
ホ
ワ
イ
ト
等
三
判
事
は
憲
法
上
の
要
求
と
は
認
め
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
は
窓
意

的
裁
量
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
合
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
守
町
、

∞

-FZ号
4
・
Z
E
S
F
S
C
ω
・
白
ニ
怠
(
巧

E
F
』・島田目

資

回巾ロ江口問)・

(
日
)
同
様
に
あ
ら
ゆ
る
減
軽
事
由
の
考
慮
を
要
求
す
る
も
の
に
、

回巾】]〈・

0
E。・
hpω

∞

C-ω
・由
ω

吋
(
H
U
J

『酌)・
H
W

仏門出口問問〈・

O
W
E
-

y
o
g
p
品目

C
・ω
-
H
E
(冨∞
N
)
・
(
な
お
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は

参
照
生
田
典
久
「
少
年
の
家
庭
歴
を
減
刑
事
由
に
考
慮
し
な
い

死
刑
判
決
の
違
憲
性
!
米
最
高
裁
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
四
号

六
五
頁
こ
九
八
二
)
。
菊
田
幸
一
寸
米
最
高
裁
に
お
け
る
未
成
年

者
へ
の
死
刑
判
断
」
法
律
論
叢
五
五
巻
二
・
三
合
併
号
一
四
九
頁

(
一
九
八
二
)
。
)
開
ロ
E
C
D
仏〈・

2
2
-
E
w
品目∞巴・
ω・詰
M

(

冨∞
N
)

・

北法38(4・336)920

(
口
)
色
∞

C
・ω・
尽
き
印
・

(
四
)
パ

i
ガ

l
長
官
は
「
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
個
別
化
さ
れ
た

判
断
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」
(
む
∞
ロ

ω・
尽
き
印
)
と
述
べ
て
い
る
。

(印

)
Q
-
z
g噂

b
R丈

sh
モ
ぎ

b
N
.
3
H
N由
C
Z〈何何回目、コ
O
司

H
M

開
zzmaペ戸〈〉
Z
E
-
F
-
m開〈
]
f
N
∞1
N
由・(回申∞。)・

(
却
)
怒
意
性
の
排
除
の
要
求
も
ま
た
徹
底
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
窓
意
性
を
完
全
に
排
除
す
る
よ
う
な
指

針
を
法
定
し
て
お
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
こ
の
要
求
を
徹
底

し
よ
う
と
す
る
な
ら
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
至
る
こ
と
に
な
り

「
ユ
ニ
ー
ク
性
の
承
認
」
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
す
で
に
第
三
章
で
み
た
と
お
り
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事

は
命
令
的
死
刑
宣
告
法
に
よ
っ
て
も
宣
告
機
関
は
有
罪
決
定
の
際

に
事
実
認
定
を
操
作
す
る
か
ら
怒
意
的
裁
量
を
排
除
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
剖
)
吋
p
m
め
ミ
}
之
さ
町
内
。
足
立
、
早
∞
ω
同
〕

S
4噌
♂
混
同
〉
去
、
〉
間
口
問
、

.m開〈・

∞一ア由吋(]{也市山九日)・

22 

同
町

-
h・の
2
m
m
〈
・
の
巾
。
品
2
・h
p
N
∞
C
・ω・
ロ
ω
・
口
ω
(
昌
司
)
・



第

節

手
続
的
保
障

「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

H
J
H

『
ヨ
白
ロ
判
決
以
前
に
は
そ
も
そ
も
死
刑
宣
告
手
続
に
デ
ュ

l
・
プ
ロ

(
1
)
 

セ
ス
の
保
障
が
及
ぶ
か
に
つ
き
、
消
極
的
に
解
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

宣
告
手
続
に
も
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
は
及
ぶ
と
解
さ
れ
、
た
て
つ

(
2
)
 

づ
け
に
手
続
違
反
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。

m，R
B
S
Mの吋
m
m
m
判
決
以
後
、
連
邦
最
高
裁
は
「
死
刑
を
科
す
と
い
う

(3) 

こ
と
は
他
の
刑
罰
と
完
全
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
」
、
「
生
死
の
決
定
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
保
障
を
確
保
す
る
た
め
に
セ
ン

(4) 

シ
テ
ィ
ブ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
い
う
基
本
的
認
識
に
た
っ
て
、
手

続
保
障
の
面
で
も
十
分
な
配
慮
を
は
ら
っ
た
違
憲
判
決
が
続
々
と
だ
さ
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
が
、

m，R
S出口
H
O
Z
m
m
判
決
の
法
理
を
う

け
て
、
ど
の
よ
う
な
事
件
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
手
厚
い
手
続
的
保
障

を
要
求
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

ω
陪
審
の
構
成

死
刑
事
件
お
い
て
、
死
刑
に
反
対
す
る
陪
審
を
排
除
す
る
こ
と
が
許
さ

(5) 

れ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
匂

R
B白
ロ
判
決
以
前
か
ら
争
わ
れ
て
い
た
。

一
九
六
八
年
の
当

EM巾
『
唱
。
。
ロ
判
決
は
、
死
刑
に
良
心
的
に
反
対
す
る

者
を
す
べ
て
排
除
し
て
構
成
さ
れ
た
陪
審
に
よ
る
死
刑
宣
告
は
、
第
六
、

(
6
)
 

第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
が
、
こ
の
際
、
陪
審
排
除
の
基
準

と
し
て
以
下
の
二
基
準
を
確
立
し
た
。

①
死
刑
事
件
の
審
理
に
お
い
て
、
い
か
な
る
証
拠
が
提
出
さ
れ
よ
う
と

も
、
そ
れ
に
か
か
わ
り
な
く
、
自
動
的
に
(
白
己
Z
5
2
W包
守
)
死
刑
を
宣

告
す
る
の
に
反
対
す
る
こ
と
が
、
完
全
に
明
白
な
(
ロ
ロ
5
2
g
w白
-E可

三
角
川
白
吋
)
場
合
。

②
被
告
人
の
有
罪
決
定
に
関
し
て
陪
審
の
死
刑
に
反
対
す
る
態
度
が
公

平
な
判
断
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
が
完
全
に
明
白
な
場
合
。

多
く
の
死
刑
存
置
州
で
認
め
ら
れ
て
い
た
、
こ
の
忌
避
制
度
に
、
巧

-F

巾
『
印
句
。
。
ロ
判
決
の
二
基
準
が
投
じ
た
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
く
、

E

こ
の

判
決
に
よ
り
事
実
上
死
刑
判
決
が
減
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
ら
考
え
ら

(
8
)
 

れ
た
。

司

R
B白
ロ
判
決
以
後
も
こ
の
問
題
は
争
わ
れ
た
が
、
一
九
七
六
年
の

U
E
Z
〈
，
。

g円

m
g
事
前
}
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
は
巧

5
3宮
O
ロ
判

決
の
法
理
を
徹
底
さ
せ
た
。
口
問
〈
-U
事
件
に
お
い
て
は
被
告
人
に
対
し
て

死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
、
死
刑
に
反
対
す
る
精
審
員
が
一
人
忌

避
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
死
刑
に
反
対
す
る
陪
審
を

一
人
だ
け
排
除
し
た
と
し
て
も
、
社
会
の
意
見
を
反
映
す
る
と
い
う
陪
審

の
機
能
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
判
断
し
、
死
刑
の
有
効
性
を
認

め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

北法38(4・337)921



料

巧
芹
}
戸
巾
吋
回
句
。
。
ロ
判
決
で
確
立
し
た
基
準
は
手
続
の
全
過
程
を
通
じ
て
提
出

さ
れ
る
証
拠
、
情
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
械
的
に
死
刑
に
反
対
す
る
も
の
で

(ロ)

な
け
れ
ば
、
陪
審
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

(
日
)

こ
の
よ
う
な
基
準
に
反
し
て
下
さ
れ
た
本
件
死
刑
宣
告
は
許
さ
れ
な
い
。

資

さ
ら
に
、
一
九
八

O
年
の
〉
色
白

B
E〉
吋
良
一
回
目
事
件
で
、
死
刑
に
疑
念

を
抱
く
も
の
を
排
除
し
て
構
成
さ
れ
た
陪
審
に
よ
る
死
刑
宣
告
の
違
憲
性

が
再
び
争
わ
れ
た
。

E
Z
W
〈・、
H
，

a一
同
一
凹
事
件
で
合
憲
と
さ
れ
た
テ
キ
サ
ス
州
法
の
死
刑
制

度
は
独
特
で
、
有
罪
決
定
手
続
で
死
刑
犯
罪
有
罪
が
確
定
し
た
後
に
、
死

刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
、
陪
審
が
三
つ
の
質
問
の
す
べ
て
に
、

JP印
の
回

答
を
し
た
場
合
死
刑
が
宣
告
さ
れ
、
一
つ
に
で
も

Z
o
の
回
答
を
し
た
場

(
江
川
)

合
に
は
終
身
懲
役
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
陪
審
は
、
事
実
問
題
の

審
理
に
つ
い
て
死
刑
も
し
く
は
終
身
懲
役
刑
し
か
宣
告
し
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
な
い
、
旨
を
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
宣
誓
を
拒
否
す
れ
ば
、
倍
審
か
ら
排
除
さ
れ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
妥
当
性
が
、
本
件
で
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
廷
意
見
を
書
い
た
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
当

5
5『・

唱
。
。
ロ
判
決
の
二
基
準
を
引
用
し
、
本
件
に
て
ら
し
て
検
討
し
た
結
果
、
要

約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

陪
審
の
職
務
は
説
示
と
宣
誓
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
陪
審
の
死
刑
に

対
す
る
見
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
陪
審
の
職
務
の
遂
行
が
実
質
的
に
妨

げ
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
、
死
刑
に
対
す
る
見
解
だ
け
を
理
由
に

(
同
}

し
て
当
該
陪
審
員
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
テ
キ
サ
ス
州

北法38(4・338)922

に
お
け
る
陪
審
の
役
割
は
前
述
の
よ
う
に
三
つ
の
質
問
に
答
え
る
だ
け
で
あ

り
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
陪
審
に
比
べ
れ
ば
、
制
限
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い

が
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
巧
E
M
2
8
0
0ロ
判
決
の
た
て
た
基
準
が
テ
キ
サ
ス

{
口
)
(
凶
)

州
法
に
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
七

0
年
代
に
は
、
陪
審
の
構
成

(
日
)

の
問
題
に
関
し
て
も
、
た
と
え
排
除
さ
れ
る
陪
審
員
が
一
人
で
あ
れ
、
直

接
、
死
刑
を
宣
告
す
る
の
で
な
く
、
法
定
の
質
問
に
答
え
る
だ
け
で
あ
れ
、

死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
陪
審
の
職
務
を
実
質
的
に
妨
げ
る
も
の
で
な
い

限
り
、
た
だ
単
に
死
刑
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
理
由
と
し
て
陪
審

か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
、
巧
百
戸
巾

g
u。
。
ロ
判
決
の
法

理
を
徹
底
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
よ
う
に
、
死
刑
事
件
は
、

他
の
事
件
と
異
な
り
、
手
厚
い
手
続
的
保
障
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
、
連

邦
最
高
裁
の
態
度
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



(2) 

「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

判
決
前
調
査
報
告
書

m，

R
5
2
判
決
前
す
で
に
紹
介
し
た
一
九
四
九
年
の
当
ロ
ロ
即
日
印
〈
・

2
2、

J

円
。
号
事
件
で
は
、
陪
審
の
終
身
懲
役
刑
の
評
決
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
裁
判
官
が
、
主
と
し
て
判
決
前
調
査
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
死
刑
を

宣
告
し
た
こ
と
が
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ

た
が
、
裁
判
官
が
刑
宣
告
の
際
に
広
汎
な
裁
量
を
有
し
て
お
り
、
法
廷
外

で
得
た
事
実
を
考
慮
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
死
刑
宣
告
を
違
憲

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
o

m，

R
g
g
判
決
以
後
、
こ
の
判
決
前
調
査
報
告
書
と
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

の
関
係
が
争
わ
れ
た
事
件
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
九
七
七
年
の
の
白
邑
ロ

R

〈・

2
2
E同
事
件
を
紹
介
し
て
お
く
。

(
お
)

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
が
確
定
し
た
。

陪
審
は
法
定
の
加
重
、
滅
軽
事
由
を
各
々
一
つ
ず
つ
認
定
し
た
後
、
本

件
に
お
い
て
は
加
重
事
由
よ
り
減
軽
事
由
が
優
位
し
て
い
る
と
し
て
終
身

懲
役
刑
を
評
決
し
た
。
し
か
し
裁
判
官
は
こ
れ
を
く
つ
が
え
し
て
死
刑
を

宣
告
し
た
。
こ
の
際
、
裁
判
官
は
被
告
人
、
弁
護
人
双
方
に
開
示
さ
れ
て

い
な
い
判
決
前
調
査
報
告
書
に
よ
っ
て
証
拠
を
調
べ
、
加
重
事
由
を
認
定

し
た
が
減
軽
事
由
に
あ
た
る
事
実
は
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
も
と
づ
い
て
審
査
さ
れ
た
結
果
、
フ
ロ
リ
ダ

州
最
高
裁
は
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。

当
日

g
自
由
事
件
に
お
い
て
は
、
判
決
前
調
査
報
告
書
の
内
容
が
一
応
、

被
告
人
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
で
は
、
同
報
告
書
が
、
被
告
人
に

も
、
弁
護
士
に
も
開
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
に
違
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
一
部
を
開
示
し
な
い

報
告
書
に
も
と
づ
く
死
刑
宣
告
は
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
判

示
し
た
。

法
廷
意
見
は
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
が
書
い
た
。
同
判
事
に
よ
れ
ば
、
本

判
決
は
以
下
の
点
に
お
い
て
当
日
広
吉
田
判
決
と
異
な
る
。

第
一
に
、
巧
E-回
目
印
事
件
で
は
、
報
告
書
の
一
定
の
内
容
が
、
被
告
人

に
対
し
て
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

第
二
に
、
当
2
5
5凹
判
決
は
三

O
年
前
の
判
決
で
あ
り
、
「
文
明
社
会
に

お
け
る
手
続
的
公
平
の
発
展
的
基
準
」
に
て
ら
し
て
死
刑
宣
告
手
続
を
再

検
討
す
れ
ば
、
①
死
刑
の
適
用
に
は
客
観
的
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
②
有

罪
決
定
手
続
に
も
死
刑
宣
告
手
続
に
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
が
適

用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
つ
の
憲
法
上
の
発
展
が
見
ら
れ
る
こ
と
。

こ
の
こ
と
に
て
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
判
決
前
調
査
報
告
書
を
開
示
し

な
い
こ
と
に
つ
い
て
州
の
主
張
す
る
訴
訟
の
遅
延
、
被
告
人
の
更
生
の
障

害
と
な
る
こ
と
、
開
示
さ
れ
な
い
証
拠
に
よ
っ
た
と
し
て
も
裁
判
官
が
適

切
な
裁
量
を
行
使
し
う
る
こ
と
、
な
ど
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。

む
し
ろ
、
量
刑
手
続
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
関
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料

し
て
コ
メ
ン
ト
し
う
る
機
会
を
被
告
人
に
対
し
て
保
障
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
判
決
前
調
査
報
告
書
を
一
部
開
示
し
な
い
こ
と
は
、

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
に
反
す
る
、
と
判
断
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
被
告
人
に
開
示
さ
れ
な
い
判
決
前
調
査

報
告
書
に
も
と
づ
く
死
刑
宣
告
は
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、
死
刑
宣
告
手

続
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

資

(3) 

「
よ
り
軽
い
犯
罪

2
2お
こ
D
n
Z仏
包
丘
町
巾
ロ
お
)
」
に
関
す
る
説

示
、
評
決

ア
ラ
パ
ス
州
法
に
よ
れ
ば
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
陪
審
は
寸
よ
り
軽
い

犯
罪
」
の
評
決
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
有
罪
決
定
手

続
に
お
い
て
、
死
刑
(
有
罪
)
か
無
罪
か
の
二
者
択
一
を
要
求
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
続
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
の

が
、
一
九
八

O
年
の
∞

2
W
〈

-
E白
σ白
ヨ
白
事
件
で
あ
る
。

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
、
法
廷
意
見
で
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
い
わ

れ
な
き
有
罪
と
な
る
危
険
性
を
有
し
て
お
り
、
被
告
人
の
生
命
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
危
険
は
許
さ
れ
な
い
、
と
判
示
し
た
。

凶
二
重
の
危
険

本
来
、
第
五
修
正
の
「
二
重
の
危
険
は
、

一
度
、
無
罪
判
決
を
得
た
被

告
人
を
再
度
、
公
判
に
付
す
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
」
、
「
有

罪
判
決
を
受
け
た
被
告
人
を
再
度
公
判
に
付
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な

い
。
」
こ
こ
で
は
再
度
の
公
判
で
終
身
懲
役
刑
か
ら
死
刑
に
変
更
す
る
こ

と
が
二
重
の
危
険
条
項
に
反
す
る
か
、
が
争
わ
れ
た
∞
三
ロ
ロ
曳
。
ロ

4
・

冨
2
8ロ
ユ
事
件
を
紹
介
す
る
。

被
告
人
は
若
い
女
性
を
誘
拐
し
、
溺
死
さ
せ
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

陪
審
は
有
罪
・
五

O
年
の
懲
役
刑
の
評
決
を
し
た
。
上
訴
人
の
再
公
判
の

申
立
て
中
に
、
連
邦
最
高
裁
で
、
ミ
ズ

1
リ
!
州
の
陪
審
手
続
に
関
す
る

違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
。
再
公
判
手
続
に
お
い
て
州
最
高
裁
は
被
告
人
に

対
し
て
死
刑
の
宣
告
を
し
た
と
し
て
も
二
重
の
危
険
禁
止
条
項
に
違
反
し

な
い
と
判
示
し
た
。

法
廷
意
見
は
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
が
書
い
た
。

北法38(4・340)924

(
M訓
}

先
例
に
よ
れ
ば
、
「
二
重
の
危
険
禁
止
条
項
」
は
無
罪
が
確
定
し
た
者
に
対

す
る
再
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
条
項
で
あ
り
、
よ
り
厳
し
い
刑
罰
を
再
公
判

で
科
す
こ
と
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
る
条
項
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
け
る
死
刑
宣
告
手
続
は
先
例
に
お
け
る
通
常

の
量
刑
手
続
と
は
異
な
り
、
有
罪
決
定
手
続
と
死
刑
宣
告
手
続
が
分
離
さ
れ

て
は
い
る
が
、
陪
審
の
裁
量
が
限
定
さ
れ
、
死
刑
か
懲
役
刑
か
を
選
択
す
る
た

め
の
考
慮
事
由
が
法
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る



程
度
に
考
慮
事
由
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
有
罪
決
定
手
続

「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J 

(
事
実
認
定
手
続
)
に
類
似
し
た
死
刑
宣
告
手
続
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
で
は
、
通
常
の
量
刑
手
続
と
は
異
な
り
、
被
告
人

の
蒙
る
不
利
益
は
有
罪
決
定
手
続
に
お
い
て
蒙
る
不
利
益
と
同
様
な
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
死
刑
を
科
す
る
た
め
の
立
証
の
機
会
が
再
度
州
に
与

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
死
刑
が
科
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
不

利
益
を
二
重
の
危
険
禁
止
条
項
は
禁
じ
て
い
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
に
再
公
判
に
お
い
て
死
刑
を
科
す
こ
と
は

二
重
の
危
険
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
件
に

二
重
の
危
険
禁
止
条
項
を
適
用
し
た
こ
と
は
、
先
例
に
て
ら
し
て
み
た
場

合
、
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
連
邦
最
高
裁
が
そ
れ
だ
け
死
刑
事

件
を
特
別
扱
い
に
し
、
手
厚
い
手
続
的
保
護
を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
こ

と
の
現
わ
れ
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

1 

岡
山
・
巧
三
宮
自
由
〈
・

z
m当

J

円。吋}♂

ωω
叶
C
・ω
・
2
H
(
Z
S
)
・拙

稿
一
三
九
四
頁
参
照
。
な
お
、
本
件
の
判
例
評
釈
と
し
て
は
鈴
木

義
男
「
量
刑
手
続
の
性
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
『
英
米
判
例

百
選
』
一
五
二
頁
(
一
九
六
四
)
。

同
-h・
4
弓

X
Z
Z℃。。ロ
4
・
E
E
g
p
S
H
C・ω
・
2
0
(
H申
書
)
一

(
2
)
 

3 

C
E
Z門

目

ω
同白一昨巾凹〈・』白円}内印。ロ・

ω由()巴・
ω
・印叶()(同市
W
A

山市山)一∞。回、，

E
ロ
〈
・
〉
}
白
σ白自由・
ω由日

C
・ω-Nω
∞
(
H
U
S
)
・

拙
稿
一
三
九
三
頁
以
下
参
照
。

円、。
n
w
m尽
〈
・
。
vzwhpω
∞
C
・ω
・印
mwmwmO印
(
冨
吋
∞
)
・

の吋巾
m
m
4・。冊。「
m
u
w
品
N∞
C
・ω

ロω
w
H
吋臼

(
H
S
m
)
・

公
平
な
陪
審
の
確
保
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
り
、
陪
審
選
定
手

続
に
関
し
て
、
人
種
を
理
由
と
す
る
排
除
(
匡
巾
凶
白
ロ
仏

R

〈-

T
)
Z
S
E
E
-
s
m
C・ω'

目白

(H2N))
、
性
別
に
よ
る
排
除

(吋ど、
T
)
円〈
-
F
o
z
E白ロ
p
b申
C
・ω・印
N
N
(
昌
司
)
)
な
ど
が
争

わ
れ
て
い
る
。

(
4
)
 

5 6 

ω
U
H
C
・ω
-
E
C
(
H
S∞
)
・
拙
稿
一
三
九
五
頁
参
照
。
な
お
本
件
に

つ
い
て
の
邦
語
の
評
釈
と
し
て
は
参
照
芝
原
邦
爾
『
ア
メ
リ
カ

法
一
九
六
九
一
』
七
二
頁
。

h
h
叫・田仲印
NNW
ロ
-N]「

上
野
芳
久
「
ア
メ
リ
カ
及
び
我
国
に
お
け
る
死
刑
判
決
と
比
較

均
衡
審
査
ご
)
」
法
研
論
叢
一
二
号
八
一
頁
(
一
九
八
五
)
。

(
9
)

品吋申己・
ω
-
H
N
N
(
冨叶由)・

(
印
)
こ
の
点
が
巴
里
町
一
事
件
と
巧

5
M
m
3
3
3
事
件
の
異
な
る
点

で
あ
る
o
U
2
-
2
事
件
に
お
い
て
は
、
半
数
近
く
の
陪
審
候
補
者
を

排
除
し
た
巧
正

Mmgucg
事
件
と
異
な
り
、
思
避
さ
れ
た
陪
審
員

7 8 
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料

は
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

(U)

ロ
雪
山
由
タ

ω
s
g
w
N
N印
ω
・開
-N門戸

N台
(
の
同

-za)eも
っ
と
も

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
も
、
本
件
に
お
け
る
陪
審
の
排
除
が

巧
E
M
m
g℃
O
B事
件
の
基
準
に
反
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

(
ロ
)
ヨ
吾
角
田
℃

o
o
-
-
E
E
0
2
3
5・ω・
え
印
N
N
(
5
2
)
・

(
日
)
品
出
ロ
ω・
巳
巳
ω

法
廷
意
見
は
プ
レ
ナ
ン
判
事
が
書
い
た
。
な
お
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
、

パ
|
ガ

1
長
官
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
三
判
事
が
反
対
意
見
を
付
し

て
い
る
。

資

(
M
)
 

(
日
)

(
日
)
主
∞
C
-
ω
・
え
怠
-

(
口
)
ホ
ワ
イ
ト
判
事
に
よ
れ
ば
、
テ
キ
サ
ス
州
の
陪
審
の
職
務
は
以

下
の
三
点
に
お
い
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
陪
審
の
職
務
と
異
な
り
、

制
限
的
で
あ
る
。

①
イ
リ
ノ
イ
州
の
陪
審
は
評
決
の
際
に
、
適
切
な
刑
罰
が
何
で
あ

る
か
を
同
時
に
考
慮
す
る
。

②
イ
リ
ノ
イ
州
の
陪
審
は
、
被
告
人
の
生
死
の
決
定
に
関
し
て
一

定
の
拘
束
の
な
い
裁
量
を
行
使
す
る
が
(
た
だ
し
司

R
E白
ロ
判
決

以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
)
、
テ
キ
サ
ス
州
の
陪
審
は
法
定
の
質
問
に

主∞

d
・
ωω
∞
(
冨
∞
O
)
・

第
三
章
第
二
節
第
三
款
参
照
。

公
平
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
に
拘
束
さ
れ
る
。

③
イ
リ
ノ
イ
州
の
陪
審
は
直
接
死
刑
を
宣
告
す
る
が
、
テ
キ
サ
ス

州
の
陪
審
は
質
問
に
答
え
る
だ
け
で
死
刑
の
宣
告
は
裁
判
官
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
旬
、
・
白
片
品
印
|
品
目
・

当
5
5
3
3
0ロ
判
決
当
時
、
陪
審
は
絶
対
的
裁
量
を
有
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
陪
審
を
排
除
す
る
際
の
手
続
が
大
い
に
問
題
と

さ
れ
た
の
だ
が
、
陪
審
に
絶
対
的
裁
量
の
な
い
場
合
で
も
認
定
に

つ
い
て
公
平
さ
が
要
求
さ
れ
る
。

hh
同
・
己
主
・

(
鴎
)
な
お
、
本
判
決
に
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
レ
ナ
ン
両
判
事
の
同

意
意
見
な
ら
び
に
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て

いマ令。

北法38(4・342)926

ロ
釦
〈
町
〈
・
の
巾
。
円
mSWAHNmvc・ω・
HNN(昌一お)・

〉
色
白
自
由
〈
・
、
H
，巾凶

g
w
t∞
C
・ω・
ω
∞
(
H
S
O
)

・

印ω
吋己・
ω-N品回

(
E
S
)
・
拙
稿
一
三
九
四
頁
参
照
。

お
C
C
・ωω
怠

(
E
3
)
・
本
件
に
つ
い
て
の
邦
語
の
紹
介
と
し

て
は
参
照
新
倉
修
「
死
刑
事
件
に
お
け
る
判
決
前
調
査
報
告
書

の
開
示
と
適
正
手
続
条
項
」
鈴
木
義
男
編
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
判
例

研
究
第
一
巻
』
(
成
文
堂
一
九
八
二
)
二
五
九
頁
。

(
お
)
被
告
人
は
妻
を
鈍
器
で
殴
打
し
、
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
担
)
陪
審
は
提
出
さ
れ
た
証
拠
写
真
に
も
と
づ
い
て
犯
行
が
特
に
凶

(
四
)

(
加
)

(
幻
)

(
泣
)
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悪
、
残
虐
で
あ
る
と
い
う
法
定
加
重
事
由
を
認
定
し
た
が
(
虫
白
・

盟
主
・
〉
ロ
ロ
・
吉
凶

-
E
H
(印
)
(
『
)
)
、
他
方
、
犯
行
当
時
酪
町
の
た
め

に
判
断
能
力
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
法
定
減
軽
事
由
を
も
認
定
し

た
(
盟
白
・

ω
g丹
・
〉
ロ
ロ
・
宮
N
H
-
E
H
S
)
(
5・2))
。

フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度

に
加
重
事
由
が
減
軽
事
由
に
優
位
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
陪
審

は
死
刑
を
評
決
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
評
決
は
勧
告
的

な
も
の
で
、
最
終
的
な
刑
の
宣
告
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
第
三
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
お
)
の
白
丘
ロ
巾
『
〈

ω
g
z
-
ω
Z
ω
。・
N円
同
・
雪
印
(
古
血
・

5
叶
印
)
・
た
だ
し
、

本
判
決
に
は
開
円
三
ロ
旬
。
三
両
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
。
こ

れ
は
証
拠
に
よ
れ
ば
滅
軽
事
由
が
認
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

λ
コ
旬
、
・
国
同
町
叶
∞
・

(
お
)
同
-
h・
司
ロ
コ
H
M

出
口
〈
・
の
巾
。
司

ms・
k
p
g
c・ω
-
E∞
(HSN)
一

。『巾
mm
〈・の冊。『
m-phFN∞
C
・ω・同町一
w

(

呂一可申)

(
幻
)
同
-h・
4
5
Z
E匂
O
S
4・
富
山
口
。
一
回
・
邑
H
C・ω・
臼
O

(

呂町∞)・

(
却
)
こ
れ
に
は
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
同
意
意
見
が
あ
る
。
同
判
事
は
死

刑
事
件
と
他
の
刑
事
事
件
を
区
別
し
、
前
者
の
み
が
秘
密
の
情
報

に
も
と
づ
い
て
科
刑
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
し
、
本
件
を
第

八
修
正
違
反
の
事
例
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ホ
ワ
イ

ト
判
事
は
法
廷
意
見
よ
り
明
確
に
、
死
刑
事
件
を
特
別
扱
い
し
手

厚
い
手
続
的
保
障
を
要
求
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
は
死
刑
そ
の
も
の
が
違

憲
で
あ
る
と
い
う
同
意
意
見
を
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
は
、
第
八

修
正
の
保
障
は
手
続
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
反
対
意
見
を
書
い

て
い
る
。

29 

主叶

C
-
ω
-
S日

(HSO)・

被
告
人
は
共
犯
者
と
と
も
に
強
盗
を
犯
し
た
。
こ
の
際
、
共
犯

者
が
被
害
者
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。
被
告
人
自
身
は
殺
人
の
故

意
を
も
た
ず
、
実
行
行
為
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
陪
審
は
結
局
、

有
罪
l
死
刑
を
評
決
し
た
。

(
初
)
上
野
芳
久
、
前
掲

(
泊
)

九
三
頁
。

邑
HC-ω
・
色
。

(HSH)
・
本
件
に
関
す
る
邦
語
の
評
釈
と
し
て

は
参
照
萩
原
滋
「
無
期
刑
の
死
刑
へ
の
変
更
と
二
重
の
危
険
L

鈴
木
義
男
編
、
前
掲
書
第
二
巻
一
五
一
頁
(
成
文
堂
一
九
八

六)。

(
泣
)

北法38(4・343)927

ミ
ズ

1
リ
l
州
法
に
よ
れ
ば
、
死
刑
に
あ
た
る
謀
殺
罪
に
対
す

る
刑
罰
は
死
刑
も
し
く
は
五

O
年
の
有
期
懲
役
刑
で
あ
る
。
陪
審

は
有
罪
決
定
手
続
に
お
い
て
、
有
罪
か
無
罪
の
評
決
を
し
、
そ
の

後
、
死
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
は
同
一
階
審
が
一

0
項
目
の
法
定



料

加
重
事
由
と
七
項
目
の
法
定
滅
軽
事
由
の
存
否
を
審
査
し
、
死
刑

宣
告
が
相
当
で
あ
る
と
の
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
、
加

重
事
由
が
認
定
さ
れ
た
場
合
、
全
員
一
致
で
死
刑
を
評
決
す
る
。

(
お
)
ロ
ミ

g
〈・冨』如

gc『

r
b
u
c・ω・
ω町
三
】
忠
也
〉
・
陪
審
か
ら
自
動

的
に
女
性
を
排
除
す
る
制
度
は
違
憲
で
あ
る
、
と
判
示
さ
れ
た
。

前
掲
・
注

(
5
)
参
照
。

(M)

同町

-
h
-
C
E芯
門
同
盟
主
巾
凹
〈
・

0
明
日
ロ
円

2
8・
主
唱
C・ω
H

H

吋

(
呂
∞
。
)
・
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
参
照
関
哲
夫
寸
量
刑
に
対
す
る

検
察
官
上
訴
と
二
重
の
危
険
」
鈴
木
義
男
編
、
前
掲
書
第
二
巻
一

四
五
頁
。

(
お
)
萩
原
滋
、
前
掲
一
五
五
頁
。

資

第
五
章

m，
R
g
B
H
C
5
m
m
判
決
の
法
理
の
衰
退

第
四
章
で
み
た
よ
う
に
、
。
5
m
m
判
決
以
後
、
連
邦
最
高
裁
は
、
窓
意

性
の
排
除
の
要
求
と
判
決
の
個
別
化
の
要
求
と
い
う
、
二
つ
の
相
対
立
す

る
要
求
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
、
に
そ
の
関
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
そ

し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
二
つ
の
要
求
を
、
死
刑
を
他
の
刑
罰
と
区
別

し
、
特
別
な
保
障
を
死
刑
事
件
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三
年
の
三
つ
の
判
決
を
契
機
に
し
て
連
邦
最
高
裁

は
こ
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
関
係
を
放
棄
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
ら
ゆ
る
減
軽
事
由
の
考
慮
を
許
す
の
み
な
ら
ず
、
加
重
事
由
に
つ
い
て

も
法
定
の
も
の
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
加
重
事
由
の
考
慮

を
宣
告
機
関
に
許
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
、

宣
告
機
関
の
裁
量
は
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
日
目
白
ロ
判
決
が
禁
止
し

た
と
こ
ろ
の
窓
意
的
裁
量
が
復
活
す
る
危
険
性
が
生
ま
れ
る
。
い
い
か
え

る
な
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
、

FH司
自
白
口
"
の
5
m
m
判
決
法
理
の
二
つ
の
要
求

の
う
ち
、
判
決
の
個
別
化
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
窓
意
性
の
排
除

を
後
退
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

北法38(4・344)928

こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
姿
勢
は
手
続
的
保
障
の
分
野
で
も
み
ら
れ

る
。
第
四
章
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
手
厚
い
手
続
的
保
障
を
緩
和
さ
せ
る
判

決
が
近
時
、
続
々
と
出
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
諸
判
決
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら

の
判
決
が
、
い
か
に
司
民
自
由
ロ
"
の
5
m
m
判
決
の
法
理
を
放
棄
し
て
い
っ
た

か
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
宣
告

機
関
の
裁
量
を
増
大
さ
せ
た
一
九
八
三
年
の
三
判
決
を
紹
介
し
、
検
討
す

る
。
次
い
で
、
第
二
節
で
は
、
手
続
的
保
障
の
面
に
お
い
て
死
刑
事
件
に

お
け
る
保
障
を
緩
和
さ
せ
た
諸
判
決
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
。
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同
州
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・
∞
戸
也
吋
(
回
申
∞
品
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(
2
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E
R
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-
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皆

E
g
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n
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S
E
w
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芝
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室
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S
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W
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。
ミ
B
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m
h
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ど
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「
、
町
民
『
S

S
同
ぬ
誌
、

(
リ
む
ま
か
な
お

9

s
。。同
Z
開
F
F
H
5
H
N開
〈
・

H
H
N由
w
H
H
ω
印
(
呂
∞
品
)
・

(
3
)

閃
-
h
-
F
o
n
w巾
芹

〈

-
O
E
O
-
A
F
ω
∞

C
・

ω・
印
白
山
町
(
]
戸
由
、
『
∞
)
・

(
4
)
N白
口
同
〈
・

ω門
巾
℃
町
巾
ロ
∞

-AHA日
N

C
・

ω・
∞
E
N
(
同

旨

ω
)

一

∞

白

H・
n
g可
〈
・

司
-
。
円
一
円
凶

my
品
目

ω

C
・

ω・
叩
ω
由

(

邑

∞

ω
)
一
(
い
白
口
問
。
門
口
一
回
〈
・
閉
山
田

B

O
∞
-
A
F
E

C-ω
・
甲
山
田

N
(
H甲山山

ω)
・

第
一
節

宣
告
機
関
の
裁
量
の
増
大

ω
N印

口
同
〈
・

ω
z
z
m
g

上
訴
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
が
確
定
し
灯
)
。
死
刑
宣

告
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
訴
追
側
の
主
張
す
る
法
定
加
重
事
由
の
存

否
を
認
定
す
る
よ
う
に
陪
審
に
対
し
て
説
示
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
陪
審

は
三
つ
の
加
重
事
由
を
認
定
し
、
上
訴
人
に
死
刑
を
宣
告
し
た
。
自
動
的

上
告
審
査
制
度
に
も
と
づ
く
上
訴
人
の
上
訴
が
係
属
し
て
い
る
聞
に
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
、
他
の
事
件
で
、
前
記
三
つ
の
加
重
事
由
の
う

一
つ
が
漠
然
性
ゆ
え
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
た
め

ち

に
、
こ
の
よ
う
な
違
憲
無
効
な
加
重
事
由
に
も
と
づ
く
死
刑
宣
告
の
有
効

性
が
争
わ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
高
裁
は
他
の
二
つ
の
有
効
な
加
重
事
由
が
上
訴
人
の

(6) 

死
刑
を
支
持
し
て
い
る
と
判
断
し
て
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。

連
邦
最
高
裁
で
は
上
訴
人
は
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
争
っ
た
。

①
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
に
定
め
る
加
重
事
由
は
相
互
間
に
優
劣
を
定
め
て

お
ら
ず
、
ま
た
減
軽
事
由
と
の
衡
量
も
義
務
づ
け
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、

加
重
事
由
は
死
刑
に
処
す
べ
き
犯
罪
者
を
分
類
す
る
だ
け
の
機
能
し
か
有

さ
ず
、
一
度
、
加
重
事
由
が
認
定
さ
れ
た
な
ら
ば
個
々
の
被
告
人
を
死
刑

に
処
す
べ
き
か
否
か
の
決
定
は
陪
審
の
完
全
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
司
員
自
由
ロ
判
決
に
反
す
る
。

②
違
憲
な
条
項
に
も
と
づ
く
評
決
を
取
り
消
し
た

E
g
g
-出
話
ル

1

(
8
)
 

ル
を
適
用
す
れ
ば
、
本
件
死
刑
宣
告
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③
裁
判
官
が
陪
審
に
対
し
て
違
憲
無
効
な
加
重
事
由
を
説
示
し
た
こ
と

に
よ
り
、
陪
審
の
判
断
過
程
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
死

刑
宣
告
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

北法38(4・345)929

こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
て
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
法
廷
意
見
で
以
下
の

(9) 

よ
う
に
応
え
て
い
る
。



料

第
一
点
に
つ
い
て

資

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
制
度
は
①
有
罪
決
定
手
続
と
刑
宣
告
手
続
が
分
離

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
@
自
動
的
上
告
審
査
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

ニ
つ
の
制
度
の
運
用
を
通
し
て
宣
告
機
関
の
裁
量
が
恋
意
的
に
な
る
こ
と
を

防
止
し
て
い
る
。
法
定
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
減
軽
事
由
と
の
衡
量
を
要
求

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
者
を
分
類
す
る
機
能

を
有
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
制
度
が

(
叩
)

合
憲
で
あ
る
こ
と
は
、
。
『
巾
問
問
事
件
に
お
い
て
当
裁
判
所
が
す
で
に
確
認
し

た
こ
と
で
あ
り
、
上
訴
人
の
主
張
は
こ
の
の
湾
問
問
判
決
に
反
す
る
も
の
で
あ

る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
宣
告
手
続
に
お
い
て
、
死
刑
宣
告
を
す
る
た
め
に
は
、
陪

審
は
必
ず
、
加
重
事
由
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
州
最
高
裁
は

自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
よ
っ
て
、
個
々
の
死
刑
宣
告
が
窓
意
的
で
あ
っ
た

か
否
か
を
再
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
に
お
い
て
は
法

定
加
重
事
由
は
立
法
の
段
階
で
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
者
を
分
類
す
る

た
め
に
憲
法
上
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
機
能
を
は
た
し
て
お
り
、
具
体
的

に
死
刑
を
宣
告
す
る
段
階
に
お
い
て
は
被
告
人
の
性
格
、
犯
罪
の
情
況
等
の

個
別
的
決
定
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
自
動
的
上
告
審
査
制
度
で
再
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
制
度
は
明
日
目
白
ロ
判
決
の
要
求
を
満
た
す
も

の
で
あ
る
。

第
二
点
に
つ
い
て

gggσ
巾
吋
岡
ル

l
ル
が
時
と
し
て
宣
告
過
程
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
他

の
加
重
事
由
が
有
効
で
あ
り
、
そ
の
認
定
さ
れ
た
加
重
事
由
が
死
刑
宣
告
を

十
分
に
支
持
し
て
い
る
場
合
に
は
一
つ
の
加
重
事
由
の
無
効
を
理
由
と
し
て

(
日
)

死
刑
宣
告
を
取
り
消
す
必
要
が
な
い
。

第
三
点
に
つ
い
て

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
も
合
衆
国
憲
法
も
陪
審
が
被
告
人
の
前
科
を
考
慮
す
る

こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
あ
る
証
拠
を
「
法
定
」
の
加
重
事
由
で
あ
る
と
説
示

し
た
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
が
、
法
が
あ
ら
ゆ
る
証
拠
の
考
慮
を
要
求
し
て

い
る
以
上
こ
の
よ
う
な
説
示
を
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き

t
、A
O

や

山

百

し

以
上
の
よ
う
に
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
上
訴
人
の
主
張
を
す
べ
て
斥
け

た
要
す
る
に
、

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
死
刑
宣
告
手
続

を
立
法
定
義
の
段
階
(
目
指
広
三
守
巾
印

g
m
g
と
死
刑
宣
告
の
段
階
(
田
町

-R-

z。
ロ
∞

g
m巾
)
に
峻
別
し
、
前
者
に
お
い
て
法
定
加
重
事
由
は
、
死
刑
に

処
す
べ
き
犯
罪
者
を
限
定
す
る
た
め
に
機
能
す
る
が
、
後
者
に
お
い
て
具

体
的
に
誰
に
死
刑
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
際
に
は
、
被
告
人
の
性

格
、
犯
情
等
を
個
別
的
に
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
法
定
加
重
事

北法38(4・346)930
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由
が
陪
審
の
個
別
的
決
定
を
指
導
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
違
憲
で
は

な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
法

制
度
を
全
体
的
に
見
た
場
合
、
懇
意
性
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

と
し
て
の
お
忠
円
一
判
決
に
お
け
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
合
憲
判
断
を
踏
襲

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
の
2
m
m円
判
決
は
、
筆
者
が
、
く
り
返
し
述
べ
て
き
た

よ
う
に
客
観
的
基
準
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
死
刑
が
怒
意
的
に
適
用

(
日
)

さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
り
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
見
解
に
よ

れ
ば
一
つ
の
法
定
加
重
事
由
が
認
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
被
告
人
の
生
死
の

決
定
が
陪
審
の
絶
対
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
、

宣
告
機
関
の
怒
意
的
裁
量
を
何
ら
排
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

反
対
意
見
を
表
明
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、

(
H
}
 

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
見
解
を
「
同
宵

g
g
E
§
g弓
」
と
呼
び
批
判
し

て
い
る
。
同
判
事
に
よ
れ
ば
、
法
廷
意
見
は
の
5
m
m
判
決
を
「
門
官

g
Z
E

S
g弓
」
を
と
っ
た
判
決
と
し
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
同
り
R
5
2

・。5m
m
両
判
決
は
死
刑
宣
告
の
際
の
陪
審
の
絶
対
的

裁
量
を
排
除
せ
よ
と
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
廷
意
見
の
見
解
に

た
つ
と
い
う
こ
と
は
、
司

R
B出
口
判
決
で
否
定
さ
れ
た
制
度
の
復
活
を
い

(
日
)

う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

た
し
か
に
州
法
上
の
加
重
事
由
の
機
能
を
法
廷
意
見
の
よ
う
に
限
定
的

に
解
す
る
な
ら
ば
、
法
定
加
重
事
由
は
単
に
死
刑
犯
罪
の
類
型
を
明
，

R
・

5
白
ロ
判
決
以
前
の
州
法
よ
り
も
詳
細
に
列
挙
し
て
規
定
し
た
だ
け
の
も

の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

司
ロ
コ
ロ
白
ロ
H

の
5
m
m
判
決
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
お
Z
2
Zロ

(
日
)

凹

g
m巾
に
お
け
る
窓
意
的
裁
量
な
の
で
あ
り
、
法
廷
意
見
は
、
明
日
目
白
ロ
H

の
お
mm
判
決
の
要
求
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
上
訴
人
の
主
張
し
た

g
g
s
σ
q
m
ル
ー

ル
が
適
用
さ
れ
る
の
は
言
論
の
自
由
な
ど
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
を

(
四
)

州
法
が
禁
止
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
な
い
本
件
に

(
却
)

は
こ
の
ル

l
ル
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
た
。
た
し
か
に
陪
審
の
認
定

し
た
加
重
事
由
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
行
為
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
被
告
人
の
適
正
な
審
理
を
う
け
る
権

利
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
連
邦
最
高
裁
は
、
か
つ
て
、
死

刑
は
他
の
刑
罰
と
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
上
の
保

(
幻
)

障
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
保
障
は
第
八
修
正
の
根
本
に
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
か
ら
導

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
こ
の
点
を
あ
ま
り
に
も
軽
視
し
す

ぎ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
、
裁
判
官
の
誤
っ
た
説
示
は
、
陪
審

北法38(4・347)931



料

の
死
刑
宣
告
決
定
に
と
る
に
た
ら
な
い
影
響

(
E
8
5
2ロ
但
件

E

-
B
E一
円
円
)
し
か
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
評
価
し
た
が
、
微
細
な
も

の
で
あ
れ
、
影
響
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
刑
事
件
の
手
厚
い
保
障
の
観

点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
N
国
三
判
決
は
、
司

R
B白
口
"
の
お
mm
判
決
の
相
対
立
す
る

こ
つ
の
要
求
|
|
判
決
の
個
別
化
と
窓
意
性
の
排
除
f

ー
ー
の
う
ち
、
判

決
の
個
別
化
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
意
性
の
排
除
の
要
求
を
後

(
幻
)

退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て

N
曲
三
判
決
は
、
第
四
章
で
紹
介
し
た

一
九
七

0
年
代
後
半
の
諸
判
決
と
は
、
以
下
の
点
で
明
ら
か
に
傾
向
を
異

に
す
る
。

資

す
な
わ
ち
七

0
年
代
後
半
の
諸
判
決
は
判
決
の
個
別
化
と
窓
意
性
の
排

除
と
い
う
こ
つ
の
要
求
を
同
時
に
満
た
す
た
め
に
、
死
刑
事
件
に
お
い
て

極
め
て
厚
い
保
障
を
被
告
人
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
、
均
衡
を

図
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

N
曲
三
判
決
は
、
判
決
の
個
別
化
を
優
先

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
要
求
の
矛
盾
を
解
消
し
た
た
め
、
被
告

人
に
厚
い
保
障
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
問
題
を
解
決
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
差
異
は
次
に
紹
介
す
る
こ
つ
の
事
件
に
お
い
て
も
み
ら
れ

る。

ω
回
目
円
円

-
3
4・
2
。『広田

黒
人
解
放
軍

B
E
n
-内
円

F
R丘
一
。
ロ
〉
コ
ロ
可
)
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
上

訴
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
が
確
定
し
た
。
死
刑
宣
告
手

続
に
お
い
て
陪
審
は
七
対
五
で
終
身
懲
役
刑
を
評
決
し
た
。
こ
の
評
決
を

う
け
た
裁
判
官
は
、
こ
の
評
決
を
く
つ
が
え
し
て
上
訴
人
に
対
し
て
死
刑

を
宣
告
し
た
。
こ
の
際
、
裁
判
官
は
数
項
目
の
法
定
加
重
事
由
を
認
定
し

た
が
、
滅
軽
事
由
は
一
つ
も
認
定
し
な
か
っ
た
。

自
動
的
上
告
審
査
制
度
に
も
と
づ
い
て
審
査
が
な
さ
れ
た
結
果
、
フ
ロ

リ
ダ
州
最
高
裁
は
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
。

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
上
訴
人
は
以
下
の
三
点
を
主
張
し
た
。

①
陪
審
の
判
断
を
く
つ
が
え
す
た
め
に
裁
判
官
が
認
定
し
た
四
項
目
に

わ
た
る
法
定
加
重
事
由
は
、
十
分
な
証
拠
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

②
裁
判
官
は
、
自
ら
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
箪
隊
経
験
と
比
較
し
て

本
件
謀
殺
が
「
凶
悪
(
宮
山
口
。

5)、
非
道
(
巳

gnzg)、
残
虐

(nEろ

で
あ
る
」
と
い
う
加
重
事
由
を
認
定
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
法
定
外
の
事

情
を
加
重
事
由
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

③
被
告
人
に
は
、
不
法
侵
入
の
前
科
が
あ
っ
た
が
、
裁
判
官
は
こ
れ
が

「
人
に
対
す
る
暴
力
の
使
用
又
は
そ
の
脅
威
」
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か

否
か
を
調
査
す
る
こ
と
な
し
に
加
重
事
由
と
し
て
認
定
し
た
の
で
あ
り
、

違
法
で
あ
る
。
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レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
は
上
訴
人
の
主
張
を
い
ず
れ
も
斥
け
時
。
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第
一
点
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
加
重
事
由
の
認
定
に
関
し
て
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
ほ
ど
、
無
原

則
で
窓
意
的
に
認
定
さ
れ
た
か
否
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

本
件
に
お
け
る
加
重
事
由
の
認
定
が
憲
法
に
反
す
る
ほ
ど
不
合
理
で
怒
意
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
点
に
つ
い
て

合
衆
国
憲
法
は
、
裁
判
官
に
よ
る
本
件
謀
殺
に
お
け
る
上
訴
人
の
人
種
的

嫌
悪
の
考
慮
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

州
が
重
大
な
判
断
を
委
ね
た
人
が
、
無
心
に
、
何
の
経
験
も
も
ち
あ
わ
せ
て

い
な
い
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
死
刑
に
関
す
る
最
大
の

関
心
は
裁
量
が
窓
意
的
、
気
紛
れ
に
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
恋
意
的
適
用
を

排
除
す
る
た
め
に
裁
量
が
適
切
に
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点

に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
加
重
事
由
の
厳
格
か
つ
機
械
的
適
用

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
も
こ
の
よ
う
な
適
用
を
要
求
し
て
い

な
い
。
宣
告
機
関
の
裁
量
の
行
使
と
個
人
的
体
験
を
別
個
に
と
ら
え
よ
う
と

るす
f る
ロ v

雪 E
官は
はま

自さ
分~c.

自-
Z2 
方う
法な
で機

自留
りな
の J高

壁甫
ノJ を
に

要
最
ょ求
通す
しる
たこ
裁と
量で
をあ

行
使
す
る
こ
と
が
我
々
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

裁
量
が
適
当
な
方
法
で
ガ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
限
り
、
か
つ
個
々
の
決
定
が

憲
法
を
侵
害
す
る
ま
で
に
窓
意
的
で
な
い
限
り
、
第
八
修
正
は
そ
れ
以
上
の

こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
点
に
つ
い
て

フ
ロ
リ
ダ
州
法
は
法
定
加
重
事
由
以
外
の
考
慮
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
裁
判
官
が
、
被
告
人
の
不
法
侵
入
の
前
科
を
法
定
加
重
事
由
と
し
て

認
定
し
た
こ
と
に
は
州
法
上
の
違
法
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
合
衆
国
憲
法

は
死
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
被
告
人
の
前
科
を
考
慮
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
本
件
の
核
心
的
問
題
は
裁
判
官
が
こ
の
よ
う
に
違
法
に

加
重
事
由
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
結
果
に
与
え
る
影
響
が
憲
法

上
許
容
し
え
な
い
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
あ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は

自
動
的
上
告
審
査
に
お
い
て
、
こ
の
違
法
は

F
R
B
Z
Eゐ
可
。
円
で
あ
る
と
判

断
し
て
お
り
、
単
な
る
州
法
上
の
違
法
の
問
題
は
当
裁
判
所
の
判
断
す
べ
き

(
お
)

問
題
で
は
な
い
。

北法38(4・349)933

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
は
フ
ロ
リ
ダ
州
法
が
非
法

定
加
重
事
由
の
考
慮
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
の
前

科
(
加
重
事
由
以
外
の
も
の
)
な
ら
び
に
個
人
的
な
体
験
を
考
慮
す
る
こ



料

と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
同
判
事
は
法
定
外
の
加
重
事
由
を
考
慮
し
う
る

(
白
川
}

こ
と
の
根
拠
を
司

g
E
R判
決
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

F
O
B
-

判
決
で
裁
判
官
が
認
定
し
た
四
つ
の
加
重
事
由
の
う
ち
の
一
つ
が
「
上
訴

人
は
謀
殺
を
犯
す
性
癖
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
法

定
加
重
事
由
に
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
加
重
事
由

(
お
}

に
も
と
づ
く
死
刑
宣
告
を
連
邦
最
高
裁
は
支
持
し
た
の
で
あ
る
か
ら
フ

ロ
リ
ダ
州
法
に
お
い
て
は
非
法
定
加
重
事
由
も
考
慮
し
う
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

資

し
か
し
な
が
ら
可

g
B浮
判
決
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
同
判
事
の
見
解

(
お
)

に
は
以
下
の
三
点
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
型
。
岳
民
判
決
に
お
い
て
は
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
新
し
い
死
刑
法
律
の

枠
組
が
怒
意
性
を
排
除
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ

り
、
非
法
定
加
重
事
由
に
も
と
づ
く
死
刑
宣
告
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
た
本

件
と
は
事
情
が
異
な
り
、
直
接
の
先
例
と
な
り
う
る
か
。

②

FOR-R判
決
で
は
陪
審
、
裁
判
官
が
と
も
に
死
刑
宣
告
を
し
て
お

り
、
陪
審
の
死
刑
評
決
を
確
認
す
る
た
め
の
説
明
の
際
に
誤
っ
て
裁
判
官

が
前
記
加
重
事
由
を
認
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
本
件
で
は
、

陪
審
の
終
身
懲
役
刑
を
く
つ
が
え
す
た
め
に
裁
判
官
が
加
重
事
由
を
認
定

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
法
廷
意
見
が
と
っ
た
審
査
基
準

|
|
法
定
加
重
事
由
の
認
定
が
憲
法
に
反
す
る
ほ
ど
窓
意
的
で
あ
る
か

否
か
ー
ー
で
は
不
十
分
で
、
よ
り
厳
し
い
審
査
基
準
が
必
要
な
の
で
は
な

(
幻
)

い
だ
ろ
う
か
。

③
司

g
B
R事
件
で
は
非
法
定
加
重
事
由
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
死

(
羽
)

刑
宣
告
は
フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
レ

1
ン
キ

ス
ト
判
事
は
無
視
し
て
い
る
。

レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
の
法
廷
意
見
の
よ
う
に
法
定
加
重
事
由
以
外
の
事

情
の
考
慮
を
許
す
な
ら
ば
、
必
然
的
に
宣
告
機
関
の
裁
量
は
増
大
す
る
こ

と
に
な
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宣
告
過
程
に
法
定

外
の
要
素
が
ラ
ン
ダ
ム
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
公
正
さ
が
維
持
さ
れ

(
羽
)

な
く
な
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
同
意
意
見
を
書
い
た
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
州
法
違
反
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
州
最
高
裁
が

ZEd-冊
目
的

a
O
司
『
。
吋
の
ル

1
ル
を
適
用
し
て
い
る

以
上
、
憲
法
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

V
R
g
z
g
'巾『吋
O
吋

の
ル

1
ル
は
減
軽
事
由
が
存
在
し
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

本
件
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
不
法
侵
入
の
前
科
が
加
重
事
由
に
あ
た
る
か
、

減
軽
事
由
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
ル

l
ル
の
適
用

(ω) 

を
い
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
刑
事
件
に

お
け
る
違
法
性
の
問
題
を
単
な
る
州
法
上
の
問
題
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
第
八
修
正
の
要
求
|
|
死
刑
は
他
の
刑
罰
と
質
的
に
異
な
る
の

で
あ
る
か
ら
手
厚
い
保
障
を
必
要
と
す
る
ー
ー
に
も
反
す
る
よ
う
に
思

北法38(4・350)934



わ
れ
る
。
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「古
田

ー炉内。
門

口
同

4 

P口
同

3_ 。41
αコ、J

(3) カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
下
で
は
、
有
罪
決
定
手
続
に
お
い
て
「
特
段

の
事
情
{
印
宮
内
庄
内
』
『

2
5氏
自
日
)
」
が
認
定
さ
れ
た
場
合
、
第
一
級
謀

殺
罪
に
対
す
る
刑
罰
は
死
刑
も
し
く
は
「
仮
赦
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身

懲
役
刑

2
F
E官
町
。
ロ

5
2同
呈
任
。
三

H
Z
3
a
g
-
-一々

o
S白
S
F
)
」

で
あ
る
。
死
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
、
事
実
審
裁
判
官
は
陪
審
に
対
し
て

加
重
事
由
、
減
軽
事
由
に
関
す
る
説
示
の
他
に
、
い
わ
ゆ
る
∞
江
田
回

目ロ巳
E
2
5ロ
を
説
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
∞
ユ
mm何回

E
2
2
n
-

t
oロ
と
は
、
「
仮
赦
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身
懲
役
刑
L

は
、
知
事
に
よ
っ

て
「
仮
赦
放
の
可
能
性
の
あ
る
終
身
懲
役
刑
L

に
減
刑
さ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
の
説
示
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
上
訴
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
決
定
手

続
に
お
い
て
陪
審
は
「
特
段
の
事
情
」
を
認
定
し
た
う
え
で
有
罪
の
評
決

を
し
た
。
死
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
∞
ユ
抱
一
回
目
口
広
E
2
2ロ
を

う
け
た
後
に
、
陪
審
は
上
訴
人
に
対
し
て
死
刑
を
宣
告
し
た
。

本
件
で
は
、
こ
の
∞
ユ
mm回
目
口
洋
2
2
2ロ
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
、
カ
リ

フ
ォ
リ
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、
切
円
一
mm-一回目白
2
2
2
-
oロ
は
違
憲
で
あ
る
と
し

て
死
刑
宣
告
を
取
り
消
し
た
。

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
被
告
人
は
以
下
の
二
点
を
主
張
し
た
。

①
減
刑
の
権
限
に
関
す
る
説
示
は
あ
ま
り
に
も
投
機
的
な
(
凹
宮
2
E
'

Z
J主
要
素
を
宣
告
過
程
に
入
り
こ
ま
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宣
告
決
定
の

信
頼
を
損
な
う
。

②
陪
審
は
被
告
人
の
性
格
、
犯
罪
の
情
況
な
ど
に
も
と
づ
い
て
個
別
的

に
宣
告
刑
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
憲
法
上
の
要
請
で

あ
り
、
∞
円
一
mm回目ロ回同
E
n昨

日

0
ロ
は
、
こ
の
決
定
と
は
無
関
係
な
要
素
を
陪
審

に
考
慮
さ
せ
る
の
で
違
憲
で
あ
る
。

オ
コ
ナ

l
判
事
は
被
告
人
の
主
張
を
す
べ
て
斥
け
た
。

第
一
点
に
つ
い
て

合
衆
国
憲
法
は
い
わ
ゆ
る
∞
ユ
問

g
E
2
2
a
zロ
を
禁
止
す
る
も
の
で
は

な
い
。
∞
門
戸
間
岡
田

F
2
2
2
-
oロ
は
被
告
人
が
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
か
否
か
の
評
価
を
求
め
る
も
の
で
、
い
わ
ば
被
告
人
の
将
来
の
危
険
性
に

着
目
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
将
来
の
危
険
性
の
予
測
は

E
B
W
判
決
で
、

当
裁
判
所
は
違
憲
で
な
い
、
と
す
で
に
判
断
し
て
い
る
。
さ
ら
に
上
訴
人
、
弁

護
士
と
も
こ
の
説
示
に
関
し
て
適
正
な
情
報
が
与
え
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
証
拠

提
出
、
反
論
の
機
会
も
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
宣
告
決
定
の

北法38(4・351)935 

信
頼
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。



料

第
二
点
に
つ
い
て

∞
ユ
開
岡
田

F
2
2円
安
}
ロ
は
上
訴
人
の
将
来
の
危
険
性
を
考
慮
さ
せ
る
と
い

う
意
味
で
個
別
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
陪
審
は
個
別
的
情
報
に
も
と
づ

い
て
個
別
的
に
将
来
の
危
険
性
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
憲
法
に
反
し

な
し
。

資

こ
の
よ
う
に
オ
コ
ナ

1
判
事
は
、
陪
審
が
減
刑
の
可
能
性
を
考
慮
す
る

こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
当
時
、
多
く
の
州
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
減
刑
の
可

(
組
問
)

能
性
を
宣
告
機
関
に
考
慮
さ
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

に
、
被
告
人
の
性
格
、
犯
罪
の
情
況
と
は
全
く
無
関
係
な
要
素
の
考
慮
ま

で
を
も
許
す
な
ら
ば
、
裁
量
は
何
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
う
け
ず
、
怒

意
性
は
全
く
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

1 

怠
N
C・ω・∞町一山(出∞
ω)
・

被
告
人
は
数
回
に
わ
た
る
不
法
目
的
侵
入

2
R
m
E『
可
)
で
懲

役
刑
の
有
罪
が
確
定
し
て
い
た
が
、
刑
務
所
か
ら
脱
走
し
て
二
日

間
で
、
武
装
強
盗
、
不
法
目
的
侵
入
な
ど
を
く
り
か
え
し
て
い
た
。

そ
の
う
ち
の
一
件
の
武
装
強
盗
中
に
、
家
人
に
発
見
さ
れ
た
た
め
、

家
人
を
車
で
連
れ
出
し
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。
ミ
・
同
二

EIlB-

(2) 

3 

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
下
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
有
罪
決
定
手

続
と
刑
宣
告
手
続
が
分
離
し
て
お
り
、
有
罪
決
定
手
続
で
有
罪
が

確
定
し
た
後
、
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
陪
審
が
一

0
項
目
の
法
定

加
重
事
由
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
つ
を
合
理
的
な
疑
い
を
超
え

る
程
度
に
認
定
し
な
け
れ
ば
、
死
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な

北法38(4・352)936

(
4
)
 

本
件
に
お
い
て
、
訴
追
側
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
一

0
項
目
の
法

定
加
重
事
由
(
第
三
章
第
二
節
注
(
お
)
参
照
)
の
う
ち
、
@
死
刑

重
罪
で
有
罪
が
確
定
し
た
者
に
よ
る
謀
殺
、
強
姦
、
武
装
強
盗
、

誘
拐
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
重
大
な
暴
行
を
伴
う
犯
罪
の
前
科

の
あ
る
者
に
よ
る
謀
殺
で
あ
る
こ
と
、
@
精
神
の
腐
敗
、
ま
た
は

加
重
酸
打
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
犯
罪
が
凶
悪
、
不
快
、
非
人
間

的
で
あ
る
こ
と
、
。
脱
走
犯
に
よ
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
、
の
三
つ

の
加
重
事
由
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
裁
判

官
は
、
本
件
に
つ
い
て
こ
の
三
つ
の
加
重
事
由
の
存
否
を
認
定
す

る
よ
う
に
説
示
し
た
。
旬
、
・
え
∞
宰
・

陪
審
は
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
加
重
事
由
を
認
定
し
た
。
①
本

件
謀
殺
が
死
刑
重
罪
で
有
罪
が
確
定
し
た
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
②
本
件
謀
殺
が
重
大
な
暴
行
を
伴
う
刑
事
犯
罪
の
前
歴
が

あ
る
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
本
件
謀
殺
が
脱
走
犯
に
よ
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
句
、
・
ロ
・

ω・

陪
審
は
、
裁
判
官
が
説
示
し
た
@
の
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
何

ら
言
及
し
な
か
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
陪
審
が
認
定
し
た
三
つ
の
加
重
事
由
の
う
ち
、

①
と
②
の
二
つ
の
加
重
事
由
は
、
裁
判
官
が
説
示
し
た
法
定
加
重

事
由
@
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
、
実
質
的
に
、
本
件
で
認
定

さ
れ
た
法
定
加
重
事
由
は
、
裁
判
宮
が
説
示
し
た
う
ち
の
@
と
の

の
二
つ
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
句
、
・
巳
∞

2
・

し
た
が
っ
て
の
。
門
寄
喜
判
決
で
実
質
的
に
違
憲
と
さ
れ
た
@

の
加
重
事
由
は
何
ら
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

5 

〉
5
0
5
〈・

ω
g
z
-
N
E
ω
・開・

N仏・
ω∞岱(の白・
H
U
吋
由
)
・
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
最
高
裁
は
、
明
白
l
N印

2
・
H
(
σ
)
(

同
)
の
後
段
部
分
の
「
重
大

な
暴
行
を
伴
う
前
歴
の
あ
る
者
に
よ
る
謀
殺
で
あ
る
こ
と
」
と
い

う
条
項
は
、
漠
然
と
し
て
お
り
、
陪
審
の
裁
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
に
十
分
明
確
で
客
観
的
な
基
準
と
は
な
り
え
な
い
か
ら

違
憲
無
効
で
あ
る
と
し
て
死
刑
宣
告
を
取
り
消
し
た
。
〉

5
0
-
E事

件
は
本
件
と
は
異
な
り
、
陪
審
が
認
定
し
た
加
重
事
由
は
違
憲
と

さ
れ
た
条
項
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
で
は
、
他

の
有
効
な
加
重
事
由
(
脱
走
犯
に
よ
る
謀
殺
で
あ
る
こ
と
)
が
認

定
さ
れ
て
お
り
、
事
情
が
異
な
る
。

(
6
)
ω
芯
匂
『
巾
ロ
凹
〈
・

ω
g
Z噂
M
M斗

ω・同
N門
田
・
民
同
(
の
同

-
E詰
)
・
ジ
ョ

l

ジ
ア
州
最
高
裁
で
死
刑
が
確
認
さ
れ
た
後
、
被
告
人
は
連
邦
人
身

保
護
令
状
に
よ
る
救
済
を
求
め
て
い
た
。
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判

所
は
、
こ
の
請
求
を
認
め
、
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
を
取
り
消
し

た。

ω円
岳
町
内
H
M

印〈
-
N
白コ

F
E
H
司
-
M
仏・

ωミ
(
印
仲
町

-n~『・
5
∞。)・

(
7
)
」

wr
川町、

ω可
0
5
σ
R
m
〈
・
の
と
は
。

E
F
M∞
ω
口・

ω・
ω印
申

(
H
S
H
)

・

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
法
典
は
、
①
政
府
に
反
対
す
る
サ
イ
ン
、

象
徴
と
し
て
、
②
無
政
府
運
動
を
あ
お
る
目
的
で
、
③
暴
動
を
煽

動
す
る
目
的
で
、
赤
旗
を
掲
げ
る
行
為
を
禁
じ
て
い
た
。

本
件
は
、
共
産
党
員
で
あ
る
被
告
人
が
、
赤
旗
を
振
っ
た
行
為

が
、
こ
の
規
定
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

陪
審
は
被
告
人
の
行
為
は
①
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
有
罪
の
評

決
を
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
①
条
項
は
違
憲
で
あ
り
、
こ
れ
に
も

と
づ
い
て
な
さ
れ
た
評
決
は
他
の
二
つ
の
条
項
に
つ
い
て
審
査
す

る
必
要
も
な
く
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。

(8)

前
掲
・
注

(6)
で
紹
介
し
た
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
こ

の

g
g
g
σ
2
m
ル
l
ル
を
適
用
し
て
、
死
刑
宣
告
を
取
り
消
し

た。

北法38(4・353)937

9 

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
法
廷
意
見
に
は
、
パ
ー
ガ

1
長
官
、
ブ

ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
オ
コ
ナ

i
の
四
判
事
が
同
調
し
て
多



料資

数
意
見
(
ヨ
と

2
5、
)
を
構
成
し
た
。
判
決
結
果
に
は
同
意
し
つ

つ
も
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
、
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
は
各
々
同
意
意
見

を
付
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、

2
3ヨ
σ巾
『
ぬ
ル

1
ル
の
本
件
へ
の
適
用
を

否
定
し
、
本
件
に
お
い
て
は
陪
審
が
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
考
慮
す
る

よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
回
同
コ
己
巾
回
目

'qg円

ル
l
ル
が
適
用
さ
れ
る
、
と
し
た
。
ま
た
、
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、

①
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
で
あ
る
、
②
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
法
定

加
重
事
由
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
認
定
さ
れ
る
な
ら
、
後
は
陪
審

の
絶
対
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
何
ら
の
ガ
イ
ド
も
与
え
な
い
か

ら
違
憲
で
あ
る
、
と
の
反
対
意
見
(
プ
レ
ナ
ン
判
事
同
調
。
)
を
書

し
た

(
叩
)

。
】
1

巾

mm
〈
・
。
巾
C
司

m
t
p
h
p
N
∞
C
・

ω・
同
日

ω・

本
稿
第
三
章
第
二
節
第
一
款
参
照
。

(
日
)
先
例
を
検
討
す
れ
ば

2
3
g
σ
q
m
ル
i
ル
は
以
下
の
二
つ
の

準
則
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。

①
複
数
の
処
罰
根
拠
規
定
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
も
と
づ
い
て
評

決
す
る
よ
う
に
陪
審
が
説
示
さ
れ
、
か
っ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ

け
が
違
憲
無
効
で
あ
る
場
合
、
評
決
は
も
っ
ぱ
ら
違
憲
無
効
な
処

罰
根
拠
規
定
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
評

決
そ
の
も
の
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
、
本
件
で
は
、
死
刑
を
支
持
す
る
の
に
十

分
な
他
の
有
効
な
加
重
事
由
を
陪
審
が
明
白
に
認
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
死
刑
宣
告
は
取
り
消
さ
れ
な
い
、
と
判
断
し
た
。

②
一
訴
因
の
起
訴
に
つ
き
、
合
憲
の
処
罰
根
拠
規
定
と
違
憲
の
処

罰
根
拠
規
定
の
両
方
に
も
と
づ
い
て
評
決
が
な
さ
れ
た
場
合
、
評

決
は
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
憲
法
上
保
障
さ

れ
た
行
為
(
表
現
の
自
由
な
ど
)
が
違
法
と
さ
れ
る
と
き
だ
け
、

こ
の
準
則
が
適
用
さ
れ
る
。
本
件
に
お
い
て
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事

は
、
陪
審
の
加
重
事
由
の
認
定
は
憲
法
上
の
要
求
で
な
い
か
ら
こ

の
準
則
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
判
断
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
被
告
人
の
手
続
的
保
障

を
う
け
る
権
利
は
十
分
な
憲
法
上
の
保
障
を
う
け
る
権
利
と
い
い

う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
い
う
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
に
お

い
て
、

F
m山
色
白

H
Z巾凹
g
m一
巾
と
お
Z
2
5ロ凹
g
m一
巾
を
峻
別
し
、
前

者
に
、
裁
量
を
ガ
イ
ド
す
る
機
能
を
認
め
る
と
い
う
見
解
は
大
い

に
疑
問
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
、
証
拠
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
て
い
る
法
定
加
重
事
由
以
外
に
も
あ
ら
ゆ
る
加
重
、

減
軽
事
由
の
考
慮
を
宣
告
機
関
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

北法38(4・354)938



「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

立
法
段
階

(-mmuzp『

2
g
m
m
)
に
お
い
て
も
、
裁
量
の
働
く
余

地
が
、
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。
学
説
に
お
い
て
も

両
者
の
区
別
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

-
J
凶印
n
z
n
n
r

p
g
z
g
h
r
d
司え
n
F
E
E
-
(
リ
も
を
~
、
N
h
s
h
M
E
S
S
H
N
.
3
昌
宏
一

ktb唱
え
。
誌
な
h
H
F町
、
HhaHhhh
ミ
.
Hサミ
.
g
h
a
h
s
h同
門
り
も
ま
ひ
な
お
円
以

品
唱
の
O
同
Z
開

F
F
F
・
河
内
〈
-
H
H
N
P
H
]
{
由叶ロ
-
N
N
∞(]{甲山山
hH)
・

。
5
m
m
〈・

0
8叫
mu-
お∞

C
・ω
同
仲
居
申
・

怠
N
C
・ω・
己
申
己
∞
(
冨
図
的

E--ι
・門出回国巾
E
E
m
)
・

(
日
)

(
M
)
 

(
日
)

(
M
)
2
0
g
-
M】hN同
匂
Nhhw
ミ
ミ
向
。
。
ミ
J
F
H
U
∞N
M
J
S選
、
申
吋
出
〉
同
〈
〉
問
。

戸

-m明〈・叶()唱
]FN
印l
N

白(]{申∞
ω)

(
口
)
匂
白
m
n
ロロ
Hr
印刷h
』守司民国同同]{叶同・

ま
た
、

P
S印
F
O
E
S
g
q
を
と
っ
た
場
合
、
死
刑
犯
罪
の
類

型
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
加
重
事
由
の
み
が
有
意
で

あ
り
、
減
軽
事
由
は
何
ら
の
意
味
を
も
有
さ
な
く
な
る
。
こ
の
こ

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
滅
軽
事
由
の
考
慮
を
要
求
し
た

T)円
W
2
F
何色・

門
出
口
明
両
判
決
に
も
反
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
も
あ
ら
ゆ
る
減
軽
事
由
の
考
慮
を
陪
審
に
要
求

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
な
ら
、
マ
ー
シ
ャ
ル

判
事
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

p
z
m
g
E
P
g弓
を
と
る
こ
と
は

hh叫・白門申
H
0
.

で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
凶
)

(
凹
)

2
5
5
σ
R
m
ル
1
ル
に
つ
い
て
は
前
掲
・
注
(
日
)
参
照
。

匂町句、司

-
5
5白印〈・
(
U
C
Z
山口回二
w
N
ω
C・ω・
巴
品

(
5
8
)
一ω門司巾巾同

〈・

z

g
司

J

問。吋
WLWEd-ω
・
日
誌

(
E
S
)
・

(
却
)
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は

2
3
5
Z話
ル

l
ル
の
第
二
準
則
の

適
用
を
否
定
す
る
際
、
本
文
の
よ
う
に
述
べ
た
。
怠
N

C
・ω・由同

∞∞
ω
l
∞AF. 

(
紅
)

(
幻
)

(
お
)

(
M
)
 

同町
-
h

刊
の
叶
巾
mm
〈・の巾
O
『

m
町一
P
A
F
N
∞巴・

ω-H印
一
戸
口
ω
(
呂斗由)・

品。
N
C
.
ω
-
a
∞∞∞
l
∞也・

z
c
F
M】
雪
山
凶
足
、
ミ
ミ
町
内
。
ミ
メ
巴
∞
N
M
U
3
a
u
回
件
目
白
・

も
っ
と
も
N
同
三
判
決
に
お
い
て
も
死
刑
宣
告
が
取
り
消
さ
れ

る
可
能
性
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

HM山
田

2
2
-
は
以
下
の

二
つ
の
場
合
に
は
判
決
が
か
わ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
①
本
件
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
被
告
人
の
前
科
は
法
定

の
加
重
事
由
と
し
て
で
は
な
く
、
別
個
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
加
重

事
由
で
あ
る
、
と
法
廷
意
見
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

逆
に
い
え
ば
、
寸
前
科
」
以
外
の
、
証
拠
と
し
て
採
用
で
き
な
い
も

の
に
よ
っ
て
無
効
な
加
重
事
由
が
支
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

死
刑
宣
告
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
。
②
法
定
加
重
事
由
と
法
定
減

軽
事
由
の
衡
量
を
要
求
す
る
法
制
度
の
下
で
は
、
加
重
事
由
の
無

北法38(4・355)939



料

効
に
よ
り
結
果
が
異
な
ろ
う
。

2
m
g
n円
ケ
誌
も
さ
白
ニ
同
町
∞

1
2・

(
お
)
怠
ω
C・ω
・
8
申
(
冨
∞
ω)
・

(
部
)
被
告
人
は
黒
人
解
放
軍
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
同
組
織
は
白
人

の
無
差
別
殺
人
お
よ
び
人
種
戦
争
を
め
ざ
す
こ
と
を
唯
一
の
目
的

と
し
て
い
る
。
被
告
人
は
、
同
組
織
の
他
の
メ
ン
バ
ー
四
名
と
と

も
に
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
中
の
一
八
歳
の
白
人
青
年
を
車
で
郊
外
に
連

れ
だ
し
ナ
イ
フ
で
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

資

(
幻
)
前
述
し
た
よ
う
に
フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
お
け
る
死
刑
手
続
は
有
罪

決
定
手
続
と
刑
宣
告
手
続
と
に
分
離
し
て
お
り
、
陪
審
は
同
一
で

あ
る
。
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
陪
審
は
法
定
加
重
事
由
と
法
定
減

軽
事
由
を
認
定
し
、
両
者
を
利
益
衡
量
し
た
結
果
、
加
重
事
由
が

減
軽
事
由
に
優
位
し
て
い
る
場
合
の
み
死
刑
を
評
決
し
う
る
。
こ

の
陪
審
の
評
決
は
勧
告
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
最
終
的
な
刑
の
宣

告
決
定
を
行
う
裁
判
官
を
拘
束
し
な
い
。

(
却
)
盟
国

-
E己
・
附
由

NH-EH(印
)
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
一

0
項
目
の

法
定
加
重
事
由
の
う
ち
、
①
故
意
に
多
衆
に
重
大
な
危
険
を
も
た

ら
す
犯
罪
で
あ
る
こ
と
(
叩
申
出

-
E
H
G
)
(円
)
)
、
②
誘
拐
を
伴
う

謀
殺
で
あ
る
こ
と
(
玄
白

-
E
Z印
丈
島
)
)
、
③
政
府
の
職
務
な
ら
び

に
法
の
執
行
を
阻
害
す
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
(
明
也

N
H
-
z
z
e

(
開
)
)
、
④
謀
殺
が
凶
悪
、
非
道
、
残
虐
で
あ
る
こ
と
(
明
恒
国

-
E
H

(
印
)
(
『
)
)
の
四
項
目
を
裁
判
官
は
認
定
し
た
。

(
却
)

北法38(4・356)940

ωAHωω
。・

N
己・

]{N叶
0
.

連
邦
最
高
裁
は
一
度
は
裁
量
上
訴
を
斥
け
た
。
お
由

C
・ω
-
S
N・

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
前
述
し
た
の

R
a口
角
判
決

(
s
o
d
-

ω・
2
U
(巴
コ
)
・
)
が
下
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
う
け
て
、
州
最
高

裁
は
の
出
丘
ロ

R
判
決
の
要
求
で
あ
る
判
決
前
調
査
報
告
書
に
反

論
す
る
十
分
な
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
事
実
審
裁
判
所
に
再
審
査
を
命
じ
た
。
し
か
し
事
実
審
裁

判
所
は
死
刑
を
確
認
し
た
。

(
却
)
裁
判
官
は
被
告
人
が
人
種
的
嫌
悪
か
ら
人
種
戦
争
を
企
て
て
い

る
こ
と
を
死
刑
宣
告
決
定
の
際
に
考
慮
し
た
。
裁
判
官
は
第
二
次

世
界
大
戦
中
の
ナ
チ
強
制
収
容
所
に
お
け
る
自
ら
の
個
人
的
体
験

と
本
件
を
比
較
し
て
加
重
事
由
を
認
定
し
た
。

(
幻
)
被
告
人
に
は
重
窃
盗

(
P
E
R
Mミ
Z
Eロ仏
E
R
S
-
の
故
意

で
、
不
法
侵
入

(σ
円
g
Eロ
で
口
氏

g
g江
口
臨
む
を
犯
し
た
前
科
(
有

罪
確
定
)
が
あ
っ
た
。
こ
の
前
科
が
加
重
事
由
と
認
定
さ
れ
る
か

滅
軽
事
由
と
認
定
さ
れ
る
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

P

つ。
す
な
わ
ち
法
定
加
重
事
由
を
定
め
た
フ
ロ
リ
ダ
州
法
問

s-

E
H
(印
)
に
は
同
「
死
刑
重
罪
が
終
身
懲
役
刑
受
刑
者
に
よ
っ
て
犯
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さ
れ
た
場
合
L

、
制
「
被
告
人
が
死
刑
重
罪
に
つ
い
て
以
前
有
罪
判

決
を
う
け
た
こ
と
、
も
し
く
は
人
に
対
す
る
暴
力
の
使
用
又
は
そ

の
脅
威
を
伴
う
重
罪
で
有
罪
判
決
を
う
げ
た
こ
と
」
と
規
定
さ
れ

て
る
。
他
方
、
滅
軽
事
由
を
定
め
た
閉
S
H
-
E
H
(
昂
)
(
釦
)
は
「
被
告

人
が
重
大
な
(
印
Z
Z
Z
E
E
-
)
前
科
を
有
さ
な
い
こ
と
」
と
規
定

し
て
あ
り
、
被
告
人
の
不
法
侵
入
の
前
科
が
ど
う
評
価
さ
れ
る
か

が
問
題
で
あ
る
。

フ
ロ
リ
ダ
州
法
で
は
法
定
加
重
事
由
以
外
の
事
項
を
考
慮
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
倍
審
は
被
告
人
に
は
重
大
な
前

科
は
な
い
、
と
の
滅
軽
事
由
を
認
定
し
た
。

と
こ
ろ
が
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
犯
し
た
不
法
侵
入
が
「
人
に

対
す
る
暴
力
の
使
用
又
は
そ
の
脅
威
」
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か

否
か
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
不
法
侵
入
と
い
う
も
の
は
暴
力
の

使
用
又
は
そ
の
脅
威
を
伴
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
て
加
重
事
由
と
し
て
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
こ

の
よ
う
に
被
告
人
の
前
科
を
拡
張
的
に
加
重
事
由
と
し
て
認
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
滅
軽
事
由
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。

(
認
)
六
対
三
で
上
訴
人
の
死
刑
が
確
認
さ
れ
た
が
、
レ

l
ン
キ
ス
ト

判
事
の
法
廷
意
見
に
は
パ

l
ガ

l
長
官
、
ホ
ワ
イ
ト
、
オ
コ
ナ

l

の
三
判
事
が
同
調
し
た
。
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は

N
S丹
判
決
同

様
に
吾
古
田
町
。
-
門
ご

v
g弓
を
展
開
し
つ
つ
判
決
結
果
に
同
調
し

た
(
パ
ウ
エ
ル
判
事
が
同
調
。
)
。
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
そ
れ
と
は

別
に
、
本
件
の
死
刑
宣
告
は
違
法
で
あ
る
と
の
反
対
意
見
を
書
い

て
い
る
。

(
お
)

も
っ
と
も
上
訴
人
も
前
科
を
考
慮
す
る
こ
と
が
連
邦
憲
法
に
反

す
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
州
法
上
の
問
題
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
本
件
は
こ
の
点
に
お
い
て
前
述
の
N
国
三
判

決
と
は
異
な
る
。
怠
ω
C
・ω・
巳
ヨ
ゲ
ロ
・
∞
・

(M) 

(
お
)

(
お
)

(
幻
)

hh
同白神甲印叶・

同μ叶
O
R
-
R
〈・明
-oユ円同
m
w
w
h
p
N
∞
d
・ω・N
A
H
N
-
N
h
p
a
(
H
申吋品)・

司
釦
∞

nznnr
九
叫

N
h
h
v
『
h
H

回同同){叶一アロ・

ω。印・

こ
の
点
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
上
訴
人
の
第
一
の
主
張
に
も
み

ら
れ
る
。
同
意
意
見
を
書
い
た
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
は
、
こ
の
点

を
指
摘
し
て
法
廷
意
見
を
批
判
し
て
い
る
(
パ
ウ
エ
ル
判
事
同

調
)
。
す
な
わ
ち
、
陪
審
の
答
申
を
裁
判
官
が
否
定
し
て
死
刑
宣
告

を
す
る
場
合
に
は
、
単
に
加
重
事
由
が
憲
法
に
違
反
す
る
か
否
か

を
審
査
す
る
だ
け
で
な
く
よ
り
厳
し
い
基
準
で
判
断
す
べ
き
で
あ

る
、
と
。
怠
ω
C・ω・
己
申
目
。

(
ω
Z〈巾ロ
m
-
]
円
。
ロ
ロ
ロ
ミ
Emu-
め
rwF

E
R
z
n
n
Cど
も
苛
む
曲
二
回
∞
0

・
し
か
し
な
が
ら
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判

事
は
、
結
論
と
し
て
は
一
つ
の
有
効
な
加
重
事
由
が
認
定
さ
れ
れ

北法38(4・357)941



料資

ば
、
あ
と
は
陪
審
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
(
N
間
三
判
決
で
紹
介
し

た
、
い
わ
ゆ
る

s
z
m
y
o
E
任
問
。
弓
)
の
で
あ
り
、
フ
ロ
リ
ダ
州

法
は
こ
の
憲
法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
以
上
に
、
死
刑
適
用
を
排
除

す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
死
刑
を
取
り
消
す
必
要

は
な
い
、
と
し
て
法
廷
意
見
に
同
調
し
た
。

(
お
)

品

N∞
C
・ω・
見
出
0

・ロ・∞・白円

N
2・
P
E
-
ス
チ
ュ
ワ

i
ト
判
事
は

ω問
看
苫
円
〈
・

ω
g
z・
2ωω
。・包・

2
0
(豆田
-
E吋
印
)
事
件
で
認

定
さ
れ
た
六
つ
の
加
重
事
由
の
う
ち
二
つ
が
非
法
定
加
重
事
由

だ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
、
非
法
定
加
重
事
由
だ
け
に
も
と
づ
く
死

刑
宣
告
は
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
で
否
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
は
こ
の
こ
と
か
ら
法
定
加
重
事
由
と
非
法

定
加
重
事
由
の
両
方
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
違
憲
の
問
題
は
生

じ
な
い

2
8
C・ω・
曲
二
日
吋
)
、
と
し
て
い
る
が
死
刑
適
用
に
慎
重

を
期
そ
う
と
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
反
対
解
釈
が
容
易
に
認
め

ら
れ
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(
却
)
怠
ω

ロω・
兵
器
由
(
冨

RmF白}「』・門出回
8
E
g
m
)
・

(
ω
)
F
R
g
z
g
d
R
2の
ル

1
ル
は
決
し
て
機
械
的
に
適
用
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
戸
内
山
者
一
回
J
H

・
ω
g丹
市
事
件
(
ω
器

ω。
・
包
・
お
N

(

包
釦

-
E∞
同
)
・
)
に
お
い
て
は
、
減
軽
事
由
は
一
つ

も
認
定
さ
れ
ず
、
四
つ
の
加
重
事
由
が
認
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
四
つ
の
加
重
事
由
の
う
ち
三
つ
の
証
拠
は
不
十
分
で
あ

り
、
ま
た
残
り
一
つ
も
比
較
的
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
フ
ロ

リ
ダ
州
最
高
裁
は
、

F
R
B
-巾出回・巾『「
O
吋
の
ル

l
ル
を
適
用
せ
ず
、

死
刑
宣
告
を
取
り
消
し
た
。

こ
の
点
に
か
ん
が
み
れ
ば
本
件
に
お
い
て
も

F
R
S
Z
E
E巾
司
ミ

の
ル

1
ル
を
適
用
し
な
い
余
地
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

(
H
U
)
A
F
E
C
-
ω
・
3
N
(呂
∞
ω)
・

(
位
)
被
告
人
は
自
ら
が
勤
務
し
て
い
た
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ

1
ド
・
レ

ス
ト
ラ
ン
で
共
犯
者
と
と
も
に
強
盗
を
犯
し
、
従
業
員
二
名
を
殺

害
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
強
盗
罪

(
g
σ
σ
2
1
、
計
画
殺

人
罪

Z
R
2
6
s
a
g
R号
司
)
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

陪
審
は
す
べ
て
の
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
の
評
決
を
し
た
。

(
日
)
本
件
に
お
い
て
は
強
盗
を
伴
う
謀
殺
で
あ
る
と
い
う
点
が
「
特

段
の
事
情
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。

(
叫
)
被
告
人
は
、
陪
審
が
減
刑
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
憲
法

上
許
さ
れ
な
い
、
と
し
て
争
っ
た
。
オ
コ
ナ

1
判
事
が
、
被
告
人

の
こ
の
主
張
を
本
文
に
紹
介
し
た
よ
う
な
二
側
面
に
分
け
、
各
々

検
討
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
∞
ユ
mm州印

E
H

口
洋

E
円
安
】
ロ
は
、
知
事

の
減
刑
に
関
す
る
権
限
の
う
ち
、
死
刑
の
減
刑
可
能
性
に
つ
い
て

北法38(4・358)942
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は
何
ら
言
及
せ
ず
に
「
仮
赦
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身
懲
役
刑
」

の
減
刑
可
能
性
だ
け
を
選
択
的
に
説
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法

上
、
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
を
も
被
告
人
は
争
っ
た
。
し
か
し
、

オ
コ
ナ

1
判
事
は
、
ど
ち
ら
の
説
示
も
憲
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ

で
な
く
、
懲
役
刑
の
減
刑
説
示
だ
け
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
違
憲

で
は
な
い
、
と
し
て
被
告
人
の
主
張
を
斥
け
た
。

(
必
)
五
対
四
の
判
決
で
あ
る
。
オ
コ
ナ

1
判
事
の
法
廷
意
見
に
は
、

パ
1
ガ

1
長
官
、
ホ
ワ
イ
ト
、
パ
ウ
エ
ル
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
の
四

判
事
が
同
調
し
た
。
他
方
、
マ
ー
シ
ャ
ル
(
プ
レ
ナ
ン
判
事
が
同

調
。
)
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
(
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
が
一
部
向
調
。
)
、
ス

チ
ー
ブ
ン
ズ
の
三
判
事
が
そ
れ
ぞ
れ
反
対
意
見
を
書
い
た
。

(
必
)
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
両
判
事
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
を
含
め
て
二
五
の
州
裁
判
所
が
減
刑
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
(
も
っ
と
も
、
そ
の

う
ち
の
多
く
の
裁
判
所
は
町
句
包

}oa・2
3吋
ル

l
ル
を
適
用
す

る
こ
と
に
よ
り
宣
告
刑
を
支
持
し
て
い
た
。
)
怠
ω

ロω・巳
ENm-

(
守
内
問
『
印
町
白
ロ
・
』
・
門
出
師
田
町
ロ
片
山
口
閃
)

U

旬
、
・
釦
件

H
C
ω
]
{
・

(ω
同
町
〈
巾
ロ
∞
-
]
門
出
・

∞
∞
巾
ロ
巴
ロ
拘
)
・

合
衆
国
の
約
半
数
の
州
が
減
刑
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
現
代
的
節
度
基
準
が
こ
れ
を
禁
止

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、

立
法
は
現
代
的
節
度
基
準
の
第
一
の
客
観
的
指
標
だ
か
ら
で
あ

る。
第

節

手
続
的
保
障
の
後
退

第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
宣
告
機
関
の
裁
量
を
増
大
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
怒
意
的
裁
量
の
復
活
の
危
険

性
が
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
明
日

5
2判
決
以
前
の
状
態
へ
の

回
帰
の
傾
向
は
手
続
的
保
障
の
分
野
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
死
刑
を
特

別
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
厚
い
手
続
的
保
障
を
要
求
し
て
い
た
第
四
章

で
紹
介
し
た
諸
判
決
と
は
異
な
り
、
一
九
八
三
年
以
降
の
諸
判
決
は
手
厚

い
手
続
的
保
障
を
要
求
し
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

の
よ
う
な
傾
向
の
諸
判
決
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
。

山
自
動
的
上
告
審
査
制
度

死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
、
自
動
的
に
州
最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ

審
査
さ
れ
る
自
動
的
上
告
審
査
制
度
が
死
刑
事
件
に
お
い
て
重
要
な
機
能

を
は
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

こ
の
上
告
審
査
を
う
け
る
権
利
が
連
邦
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
し
た

連
邦
最
高
裁
の
判
例
は
な
く
、
こ
の
制
度
の
保
障
は
も
っ
ぱ
ら
州
法
上
の
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料

問
題
と
さ
れ
た
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
死
刑
は
本
質
的
に
他
の
刑
罰
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

死
刑
事
件
に
お
い
て
は
そ
の
差
異
に
ふ
さ
わ
し
い
信
頼
性
が
必
要
と
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
が
く
り
か
え
し
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ

(
2
}
 

る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
こ
の
差
異
に
相

(
3
)
 

応
す
る
、
手
厚
い
手
続
的
保
障
が
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
で
き
る
限
り
、
死
刑
適
用
の
際
の
恋
意
性
が
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な

(4) 

ら
ず
、
生
ず
る
過
誤
を
最
小
限
度
に
押
え
る
た
め
の
特
別
な
手
段
が
必
要

と
さ
れ
る
。

資

こ
の
た
め
の
制
度
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
自
動
的
上
告

審
査
制
度
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
の
判
例
上
、
こ
の
自
動
的
上
告
審
査
制
度
の
必
要
性
を
直

接
、
認
め
た
判
例
は
な
い
が
、
各
判
事
の
個
別
的
意
見
の
な
か
に
は
こ
の

制
度
の
重
要
性
を
説
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
の
5
m
m
-
N恒
三
両
判
決
に
お
い
て
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事

は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
合
憲
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
こ
の
自
動
的
上
告

(6) 

審
査
制
度
の
存
在
と
、
客
観
的
、
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
存
在
と
に
求

(
7
)
 

め
て
い
る
。
逆
に
、
巧
。
。
。
∞

gu-河
内
)
ぴ

R
Z
両
判
決
に
お
い
て
は
、
こ

の
自
動
的
上
告
審
査
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ

{
8
)
 

ナ
州
法
と
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
の
違
憲
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

こ
の
よ
う
に
、
自
動
的
上
告
審
査
制
度
は
、
裁
量
統
制
の
た
め
に
き
わ

め
て
重
要
な
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦

最
高
裁
の
各
判
事
は
、
こ
の
制
度
の
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
機
能
に
つ
い

て
未
だ
論
じ
た
こ
と
は
な
い
。
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
度
に
は
以

下
の
三
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
。

川
比
較
均
衡
審
査

こ
れ
は
死
刑
存
置
州
の
多
く
の
州
が
設
け
て
い
る
審
査
制
度
で
あ
る
。

他
の
類
似
事
件
と
比
較
し
た
場
合
、
被
告
人
の
性
格
、
犯
罪
の
情
況
な
ど

を
併
せ
考
え
て
、
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
宣
告
が
過
度
で
不
均
衡
で
あ
る

か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
州
最
高
裁
が

参
照
し
た
類
似
事
件
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

川
手
続
審
査

宣
告
機
関
の
認
定
し
た
、
法
定
加
重
事
由
ま
た
は
法
定
減
軽
事
由
が
窓

意
的
に
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
な
ら
び
に
十
分
な
証
拠
に
も

と
づ
い
て
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
。
こ
の
審
査

に
よ
り
、
法
定
考
慮
事
由
が
窓
意
的
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
は
、
十

分
な
証
拠
に
も
と
づ
か
ず
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場

合
、
た
と
え
先
例
に
反
す
る
と
し
て
も
死
刑
宣
告
は
取
り
消
さ
れ
る
。

制
限
定
解
釈
機
能

法
定
の
考
慮
事
由
が
広
汎
、
漠
然
な
ど
の
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に

北法38(4・360)944
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裁
判
所
が
、
当
該
規
定
を
限
定
解
釈
す
る
機
能
を
い
う
。
す
で
に
紹
介
し

た
の
。
虫
『
弓
〈
・
の

g円

m
E
事
件
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

法
の
法
定
加
重
事
由
は
漠
然
と
し
た
規
定
で
あ
り
、
違
憲
の
疑
い
が
あ
る

と
し
な
が
ら
も
、
州
最
高
裁
が
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
限
定
解
釈
を
し
て

い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
加
重
事
由
を
違
憲
と
ま
で
判
断
し
な

か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
比
較
均
衡
審
査
、
手
続
審
査
、
限
定
解
釈
の
機
能
は
、

死
刑
事
件
に
お
い
て
司

R
E
S
Hの
『
冊
目
判
決
の
要
求
で
あ
る
宣
告
機
関

の
窓
意
性
を
排
除
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
自
動
的
上
告
審
査
制
度
が

憲
法
上
の
要
件
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
こ
の
問
題

が
、
連
邦
最
高
裁
で
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
の
は
、
一
九
八
三
年
の

P己
巾
可

〈
・
出
血

q
u事
件
が
初
め
て
で
あ
る
。

被
告
人
は
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
被
告

人
は
上
訴
し
、
連
邦
最
高
裁
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
死
刑
法
律
に

は
他
の
類
似
事
件
と
比
較
均
衡
審
査
す
る
機
能
を
設
け
て
い
な
い
の
で
違

憲
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
争
っ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
比
較
均
衡
審
査
が
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
か
否
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

同

J
M司

g
g判
決
以
来
、
約
三
分
の
こ
の
州
が
宣
告
機
関
の
裁
量
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
新
た
な
死
刑
法
律
を
制
定
し
、
自
動
的
上
告
審
査
制
度

を
採
用
し
た
。
の
湾
問
問
判
決
に
お
い
て
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア

州
法
の
合
憲
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
比
較
均
衡
審
査
に
言
及
し
た
が
、
こ
の

こ
と
は
比
較
均
衡
審
査
制
度
が
憲
法
上
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
の
合
憲
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
と
異

な
る
他
州
の
死
刑
制
度
を
拒
否
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
他
の
制
度
の

合
理
性
は
別
個
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
お
間
関
一
判
決
を
詳
細
に
み
る
な
ら
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
、
①
有
罪
決
定

手
続
と
死
刑
宣
告
手
続
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
、
②
死
刑
犯
罪
が
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
③
死
刑
を
宣
告
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
一
つ
の
法
定
加

重
事
由
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
④
必
ず
滅
軽
事
由
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
等
四
つ
の
手
続
に
よ
っ
て
、
死
刑
事
件
に
お
け
る

宣
告
機
関
の
窓
意
性
を
最
小
限
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

比
較
均
衡
審
査
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
州
法
が
違
憲
と
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
、
付
加
的
な
保
障
(
色
色
己
。
ロ
巴

g
p問
E
『
己
)
に
す

(
げ
}

ぎ
な
い
。
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た
と
え
、
比
較
均
衡
審
査
も
も
た
ず
、
他
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
も
有
き
な
い
死

刑
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
は
こ
れ
に

あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
カ
リ
フ
ォ
リ
ニ
ア
州
法
に
お
い
て
は
、
第
一
級
謀



料

殺
罪
有
罪
確
定
者
に
死
刑
を
宣
告
す
る
た
め
に
は
、
陪
審
が
「
特
別
の
事
情

(
田
宮
一
門
戸
田
-
巳
吋

2
5
2白
ロ
円
巾
)
」
を
認
定
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
を
通

じ
て
怒
意
性
は
十
分
に
排
除
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
に
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
比
較
均
衡
審
査
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義

は
認
め
つ
つ
も
、
憲
法
上
不
可
欠
な
制
度
と
は
認
め
ず
、
あ
く
ま
で
付
加

的
な
保
障
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
の
立
場
は
、
若
干
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
同
判
事
に
よ
れ
ば
、
比
較
均
衡
審
査
は
組
織
的
な
窓
意
、
気
紛

れ
を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
一
定
形
式
の
有
意
な
比
較
均
衡
審

(
凶
)

査
は
憲
法
上
の
要
件
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
法
廷
意
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
法
定
考
慮
事
由
さ
え
あ

れ
ば
、
窓
意
性
が
一
切
排
除
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
で

見
逃
さ
れ
る
よ
う
な
怒
意
的
な
死
刑
適
用
を
い
か
に
妨
ぐ
か
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
た
め
の
制
度
が
不
用
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
前
章
で

紹
介
し
た
、
死
刑
に
関
す
る
手
厚
い
手
続
的
保
障
を
要
求
す
る
諸
判
決
と

は
明
ら
か
に
傾
向
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω
人
身
保
護
令
状
に
よ
る
救
済

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
慎
重
な
手
続

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
般
的
モ
デ
ル
は
、
①
通
常
の
刑
事
事
件
と

同
様
に
事
実
認
定
手
続
が
行
わ
れ
、
②
そ
こ
で
有
罪
が
確
定
し
た
場
合
に

は
、
さ
ら
に
①
の
有
罪
決
定
手
続
と
は
別
個
に
、
法
定
加
重
事
由
、
減
軽

事
由
の
考
慮
に
も
と
づ
い
て
、
陪
審
裁
判
官
が
死
刑
宣
告
を
決
定
す
る
。

③
そ
し
て
死
刑
宣
告
の
あ
っ
た
場
合
に
は
自
動
的
に
州
最
高
裁
に
上
告
さ

れ
、
再
審
査
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
慎
重
な
手
続
を
へ
で
も
な
お
、
死
刑
が
宣

告
さ
れ
た
場
合
、
被
告
人
は
最
終
的
に
は
人
身
保
護
令
状
に
よ
る
救
済
に

頼
る
他
な
い
。

北法38(4・362)946

{
初
)

こ
の
一
九
四
六
年
に
設
け
ら
れ
た
人
身
保
護
令
状
に
よ
る
救
済
手
続

は
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
意
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
七
六

年
か
ら
一
九
八
三
年
二
月
に
か
け
て
、
被
告
人
が
こ
の
手
続
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
死
刑
宣
告
が
く
つ
が
え
っ
た
例
は
六
七
・
六
%
に
も
及
ん

で
い
る
。
こ
の
数
字
は
刑
事
事
件
全
体
の
救
済
率
が
六
・
五
%
で
あ
る
の

と
比
較
し
た
場
合
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
そ
の
役
割
の
大
き
さ
に
驚
か
ざ

(
幻
)

る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
人
身
保
護
令
状
に
関
し
て
、
近
年
批
判
が
多
い

の
も
事
実
で
あ
る
。
批
判
は
以
下
の
三
点
に
わ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

①
人
身
保
護
令
状
は
連
邦
主
義
原
理
に
反
す
る
。

②
裁
判
所
に
か
け
る
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
。
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③
訴
訟
の
遅
滞
を
招
く
。

こ
の
よ
う
な
不
都
合
か
ら
、
近
時
、
連
邦
人
身
保
護
令
状
に
も
と
づ
く

審
査
が
簡
易
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
慎
重
な
手
続
を
要

求
す
る
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
連
邦

最
高
裁
は
回
白

R
F
2
4
伺
え
色
目
白
事
件
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
答
え
た
。

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
・
死
刑
が
宣
告
さ
れ

た
。
州
は
、
被
告
人
の
将
来
の
危
険
性
を
証
明
す
る
た
め
に
二
人
の
精
神

科
医
の
証
言
を
提
出
し
た
。

被
告
人
は
死
刑
決
定
手
続
に
お
い
て
、
将
来
の
危
険
性
の
判
断
に
精
神

科
医
の
証
言
を
用
い
る
こ
と
は
第
八
修
正
に
反
す
る
、
と
主
張
し
て
上
訴

し
た
が
、
州
最
高
裁
は
こ
れ
を
斥
け
た
。
そ
こ
で
被
告
人
は
テ
キ
サ
ス
西

部
地
区
連
邦
地
裁
に
人
身
保
護
令
状
を
請
求
し
た
。
同
地
裁
は
こ
れ
を
棄

却
し
た
が
、
上
訴
審
の
審
査
を
う
け
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
あ
り
と
の

証
明
書

(
P
E
2
2
5
0同
p
o
Z
E巾
の
白

5
巾
)
を
発
付
し
た
。
第
五
巡

区
控
訴
裁
判
所
は
被
告
人
の
違
憲
主
張
を
斥
け
、
死
刑
の
執
行
延
期
の
請

求
も
斥
け
た
。

連
邦
最
高
裁
で
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
死
刑
の
執
行
延
期
と
上
訴
理

由
の
有
無
を
同
一
の
手
続
で
審
査
す
る
と
い
う
簡
易
な
手
続

(
E
B
E
R可

胃

R
a
R
m
)
に
よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

〈
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
法
廷
意
見
〉

有
罪
決
定
な
ら
び
に
量
刑
に
関
し
て
は
直
接
上
告
(
色
お
己
右
匂
而
即
日
)
が
第

一
次
的
な
手
続
で
あ
る
こ
と
は
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
連
邦

人
身
保
護
令
状
に
よ
る
救
済
は
、
あ
く
ま
で
副
次
的
、
制
限
的
な
も
の
で
あ

る。
被
告
人
は
、
控
訴
裁
判
所
は
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
全
く
と
る
に
た
ら
な

い
も
の
で
な
い
限
り
、
上
訴
理
由
の
有
無
を
判
断
し
、
係
属
中
の
死
刑
執
行
を

延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。

た
し
か
に
先
例
に
よ
れ
ば
、
相
当
な
理
由
あ
り
と
の
証
明
書
が
発
付
さ
れ

た
場
合
に
は
、
上
訴
理
由
の
有
無
の
判
断
に
つ
い
て
、
十
分
な
機
会
が
保
障
さ

(
幻
)

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
簡
易
な
手
続
に
よ
る
審

査
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
上
訴
理
由
の
有
無
を
判
断
す
る
前
に
被
告

人
の
執
行
を
認
め
る
こ
と
は
先
例
か
ら
み
て
不
適
当
と
思
わ
れ
る
が
、
上
訴

理
由
の
有
無
の
判
断
と
同
時
に
執
行
延
期
の
請
求
を
審
査
す
る
こ
と
は
先
例

と
矛
盾
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
執
行
の
延
期
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
上
訴
理

由
の
有
無
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
死
刑
の
執
行
延
期
請
求
を
斥

け
た
が
、
さ
ら
に
続
け
て
人
身
保
護
令
状
に
も
と
づ
く
死
刑
の
執
行
延
期

請
求
に
関
し
て
、
公
正
か
つ
効
率
的
な
(
同
色
『
自
己
丘
町
巾

2
2
m
)
手
続
の



料

一
般
原
則
を
た
て
た
。

①
相
当
の
理
由
あ
り
と
の
証
明
書
の
発
付
に
は
、
連
邦
よ
の
権
利
侵
害
の

実
質
的
な
証
明
(
由
Z
Z
E
E
-白
]
田
町
。
項
目
ロ
肉
)
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

②
証
明
書
が
発
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
に
十
分
な
機
会
を
保
障
し

た
う
え
で
、
上
訴
理
由
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初

の
人
身
保
護
令
状
の
請
求
で
証
明
書
を
得
た
場
合
に
は
、
死
刑
執
行
は

延
期
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
証
明
書
が
発
付
さ
れ
た
場
合
に
も
、
控
訴
裁
判
所
は
簡
易
な
手
続
に

よ
っ
て
人
身
保
護
令
状
の
請
求
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
裁
判
所
規
則
で
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

④
二
度
目
以
降
の
人
身
保
護
令
状
の
請
求
に
つ
い
て
は
簡
易
な
手
続
を
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

資

⑤
執
行
延
期
申
立
に
は
、
上
訴
の
理
由
が
審
査
に
値
す
る
こ
と
を
示
す
証

拠
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
人
身
保
護
令
状
に
よ
る
死
刑
執
行
延
期

請
求
に
つ
い
て
、
簡
易
な
手
続
を
容
認
し
た
の
み
な
ら
ず
、
一
般
論
と
し

て
も
か
な
り
細
か
く
、
人
身
保
護
令
状
請
求
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に

制
約
を
加
え
た
。

こ
の
よ
う
な
「
法
廷
意
見
の
背
景
に
は
、
州
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
者

に
よ
る
連
邦
の
人
身
保
護
令
状
の
請
求
に
対
す
る
嫌
悪
感
、
人
身
保
護
手

続
の
二
次
的
、
制
限
的
役
割
の
協
調
、
死
刑
囚
の
人
身
保
護
手
続
が
上
訴

段
階
に
至
る
数
の
増
加
な
ど
の
事
情
が
あ
る
」
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
州
、
連
邦
の
利
益
を
被
告
人
の
手
続
的
権
利
に
優
位
さ
せ
る
よ
う
な

考
え
方
は
、
従
来
の
死
刑
を
特
別
視
し
て
手
厚
い
手
続
的
保
障
を
要
求
す

る
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
。

マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、
相
当
の
理
由
あ
り
と
の
証
明
書
の
発
付
を
受
け

る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
り
、
控
訴
裁
判
所
は
こ
の
証
明
書
が
発
付
さ

れ
た
場
合
に
は
、
執
行
を
延
期
し
、
上
訴
理
由
の
有
無
を
審
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
慎
重
な
手
続
保
障
の
観
点

か
ら
、
法
廷
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
本
判
決
は
、
死
刑
事
件
と
他
の
刑
事
事
件
と
を
区
別
す
る

こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
特
別
の
保
障
を
も
要
し
な
い
、
と
し
た

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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ω
陪
審
の
構
成

死
刑
に
反
対
す
る
も
の
が
陪
審
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
憲
法
上
許
さ

れ
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
何
度

か
ふ
れ
た
。

m，
R
B
E
判
決
以
前
の
巧
喜
四
日
句
。
。
口
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁

は
、
そ
の
脚
注
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
二
基
準
を
陪
審
排
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(
位
}

除
の
基
準
と
し
て
確
立
し
た
。

①
死
刑
事
件
の
審
理
に
お
い
て
、
い
か
な
る
証
拠
が
提
出
さ
れ
よ
う
と
も
、

そ
れ
に
か
か
わ
り
な
く
、
自
動
的
に
死
刑
を
宣
告
す
る
の
に
反
対
す
る

こ
と
が
、
完
全
に
明
白
な
場
合
。

②
被
告
人
の
有
罪
決
定
に
関
し
て
陪
審
の
死
刑
に
対
す
る
態
度
が
、
公
平

な
判
断
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
が
完
全
に
明
白
な
場
合
。

こ
の
二
基
準
は
、
そ
の
後
、
。
白
〈
一
一
印
判
決
、
〉
色
白
ー
自
由
判
決
を
通
し
て

徹
底
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
の

4
5『
E
Z宮
S
判
決
の
示
し
た
基
準
を
実
質
的
に
緩

(
お
)

和
し
た
と
い
わ
れ
る
巧
曲
目
ロ
者
三

m
Z
〈・

4
5円
門
事
件
を
紹
介
し
よ
う
。

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ

(
幻
)

た
。法

廷
意
見
は
、
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
が
書
い
た
。
同
判
事
は
、
当

X
Z『・

告
。
。
ロ
判
決
の
二
基
準
を
放
棄
し
て
、
陪
審
排
除
に
関
す
る
基
準
と
し
て

は
、
〉
仏
即
日
間
判
決
の
た
て
た
基
準
1
1
1
す
な
わ
ち
、
陪
審
の
死
刑
に
対

す
る
見
解
に
よ
っ
て
陪
審
の
職
務
の
遂
行
が
実
質
的
に
妨
げ
ら
れ
る
か
否

か
|
|
。
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
判
事
は
、
こ
の
基
準
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
巧
正
岡
巾

g
u
gロ
判
決
が
た
て
た
「
完
全
に
明
白
な

(
5
5
2
g
r白
区
可
巳

E
「
ご
と
い
う
厳
格
な
陪
審
排
除
の
基
準
を
緩
和
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

レ
ー
ン
キ
ス
ト
判
事
は
巧

5
m
g℃
。
。
ロ
ル

l
ル
を
〉

E
S印

ル
1
ル
に
お
き
か
え
る
理
由
と
し
て
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

①
者
三

5
3
3
8判
決
当
時
、
陪
審
は
死
刑
宣
告
に
関
し
て
無
制
約
な

裁
量
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

m，
R
E
S
-
の
日
抱
一
両
判
決
を
通
し
て

陪
審
の
裁
量
は
法
定
の
加
重
事
由
、
減
軽
事
由
の
認
定
を
通
し
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
陪
審
は
死
刑
に
反
対
し
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
自
動
的
に
終
身
懲
役
刑
の
評
決
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。

②

者

5
5
3
3
8判
決
の
判
断
は
、
脚
注
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
傍
論
で
あ
る
。

③
陪
審
を
排
除
す
る
の
は
、
死
刑
制
度
の
公
正
な
運
用
と
い
う
州
の
利

益
を
侵
害
す
る
の
を
禁
止
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
非
死
刑
事
件

と
死
刑
事
件
と
で
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
〉
旨
自
由
判
決
は
ヨ

EMR-

唱
。
。
ロ
判
決
を
徹
底
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
決
し

て
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
の
い
う
よ
う
に
、
「
実
質
的
に
妨
げ
ら
れ
る
」
と
い

う
抽
象
的
用
語
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

EH巾
3
3
8判
決
の
基
準

を
緩
和
す
る
も
の
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。

ブ
レ
ナ
ン
判
事
は
こ
の
点
を
指
摘
し
、
死
刑
事
件
に
関
し
て
は
、
「
完
全

に
明
白
な
」
と
い
う
厳
格
な
立
証
責
任
を
州
に
負
わ
せ
る
べ
き
だ
、
と
主

張
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

北法38(4・365)949



本
判
決
は
、
要
す
る
に
死
刑
事
件
と
非
死
刑
事
件
を
区
別
し
な
い
、
と

い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
り

R
E
S
Hの
5
m
m
判
決
で
確
立
し
た

死
刑
事
件
に
お
け
る
特
別
な
保
障
を
放
棄
す
る
判
例
の
一
つ
と
し
て
位
置

(
犯
)

づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

料資

同町

-h-HNOE
〈
・
宮
丘
町
戸
企
吋

C
・ω
・
2
0
(
5
2
)
・
ω
R
E
M
-

hhv』マミ
hrNH同
河
町
せ
た
さ
ミ
.
H
b
h
b町
内
宣
言
芯
』
s
e
o
h
h
u
g
H
F
S

2 

の開。同の開、
H

，。巧
Z

H

E

』
・
由
一
戸
呂
町
w

ロ-一可、吋

最
高
裁
判
事
の
中
で
は
レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
が
徹
底
し
て
こ
の

立
場
を
貫
い
れ
て
い
る
。
同
町
-h-
巧
。
。
仏
印
。
ロ
〈
-
Z
O叶門町

(UR。】山口
P

お
∞
己
・
ω
-
N∞0
・
ω]{
申(同州巾『ロ
D
ロ
山
田
?
}
門
出
国
的
巾
ロ
江
口
問
)
・

同
-
h
-
C吋巾
m
m
〈・。巾。円相
N
E・
kpN∞
C
・ω
・
5ω
い吋
ω・

め同町一、戸。
n
w巾
2

4

0
町一。
whpω
∞
己

ω
・印∞

m-
由。
hp(
同由、吋∞)

開門
E
E
m凹〈・

0
w
E
F
O
B
P
岳
山
口
・
ω
・
5
h
p
w
H
H
C
H
M・

同出向凶宙開印〈・

O
E曲目
5
5
P
品目印

C
・ω・
同
門
戸
∞
・

し
か
し
な
が
ら
各
判
事
は
、
後
に
見
る
よ
う
な
具
体
的
な
、
上

告
審
査
の
機
能
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
に
上
告
審

査
制
度
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

一
九
七
一
年
の
冨
円
。
白
戸
注
目
阿
国
判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
建
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
(
拙
稿
一

3 (4) 

(5) 

6 

四

O
O頁
参
照
。
)
、
翌
年
の
明
日
自
白
ロ
判
決
で
は
、
こ
れ
が
憲
法

上
の
要
請
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
拙
稿
一
四

O
O頁
以
下
参
照
)
。
さ

ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
設
定
の
困
難
さ
を
排
除
す
る

た
め
に
も
自
動
的
上
告
審
査
制
度
は
有
意
で
あ
る
、
と
一
九
七
六

年
の
の
2
m
m
等
五
判
決
で
評
価
さ
れ
た
。
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7 

A
H
M

∞
C
・ω・
回
件
同
∞
0

・間同同也市山・

(
8
)

句白田
2
n
n
r
ω
可
2
8
h
r
君
主
各
自
由
p
nも
E
~

、NhahMbsSH

N.芯
昌
宏

~kA~vむ
き
同
室
芯
h
H
F町
、
ミ
司
刊
誌
.H
ミ
.
、
hN凡さ
n
a
b
s
n同

。。
S
M
な
な
お
町
、
、
白
由
。
。
同
Z
巴
l
F
F
・
河
開
〈
・
]
己
N
少

H
]
{
由
由
也
、
吋

(
冨
∞
品
)
・
本
稿
第
三
章
第
一
節
注
(
凹
)
参
照
。

(9) 

(
叩
)

旬、・白門
H
H
∞N
l
I
申N
・

一
九
八
三
年
現
在
、
死
刑
存
置
州
三
七
州
の
う
ち
コ
二
州
が
何

ら
か
の
形
で
こ
の
審
査
を
定
め
て
い
る
。
ア
ラ
パ
マ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ

ト
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

メ
リ

1
ラ
ン
ド
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ミ
ズ

l
リ
1
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ゃ
ア
ラ
ス
カ
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
、
ニ
ュ

l
・
ハ
ン

プ
シ
ャ

1
、
ニ
ュ

1
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ニ
ュ

l
・
メ
キ
シ
コ
、
ノ

l

ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
オ
ハ
イ
オ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア

ニ
ア
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
夕
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、

ヴ
ァ
1

ジ
ニ
ア
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
二
六
州
は
州
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法
に
よ
っ
て
こ
の
制
度
を
定
め
て
い
る
。
』
「
丸
一
・
由
同
H
N
品N
・
ロ
・
斗
お
・

ま
た
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
ァ
l
カ
ン
ソ

l
、
フ
ロ
リ
ダ
、
テ
キ
サ
ス
の

四
州
で
は
、
こ
の
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
州
最
高
裁

の
判
例
で
確
立
し
て
い
る
。

i

ミ
・
国
同
巴
お
ロ
・
叶
印
N

・
さ
ら
に
フ
ロ
リ

ダ
州
で
は
州
最
高
裁
判
所
規
則
で
こ
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い

'
G
。
同
九
・
ロ
吋
印
-

(
日
)
の
司
巾
m
m
4・
の
巾
。
叶
ms-
品N
∞
C
・ω・]{日一戸]{也市山

(
H
2
d
)
・~山町町一
w

同)回目【リロロ円
r
M
N
h』マ『白血件同]{由少ロ・品同∞・

(
ロ
)
主
自
己
・
ω
-
A
F
N
C
(
H
S
C
)

・

本
稿
第
四
章
第
一
節
参
照
。

(
日
)
も
っ
と
も
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
解
釈
が
な

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
漠
然
ゆ
え
に
無
効
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

マ
ー
シ
ャ
ル
、
ブ
レ
ン
ナ
両
判
事
は
漠
然
と
し
た
加
重
事
由
に
も

と
づ
く
死
刑
適
用
は
怒
意
的
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
句
、
一
己
主
「

匂町向

br。
u
-
H
-
M
N
h』マ『ぬ回同
H
O
∞・

(
H
)

司
出

mwnロロリケ印刷も『白血門
H
H
申∞・

(
日
)
品
品
目
白
.
ω
.
ω
吋
(
冨
∞
ω
)
・

(
日
)
被
告
人
は
銀
行
強
盗
の
逃
走
用
に
車
を
盗
も
う
と
し
た
が
、
車

の
所
有
者
に
発
見
さ
れ
、
車
の
所
有
者
を
射
殺
し
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
死
刑
制
度
に
つ
い
て
は
本
稿
第
五
章
第

一
節
参
照
。

(
口
)
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
、
さ
ら
に
、
比
較
均
衡
審
査
が
、
合
衆
国
連

邦
憲
法
上
絶
対
不
可
欠
な
も
の
で
な
く
、
付
加
的
な
保
障
に
す
ぎ

な
い
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
①

E
g
w
判
決
に
お
い
て
テ
キ
サ
ス

州
法
は
、
こ
の
制
度
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
憲
と
さ

れ
た
こ
と
、
②
の
Rmm-
司

g
R
-
2
両
判
決
に
お
い
て
は
、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
比
較
均
衡
審
査
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
即
時
的
、
自
動
的
上
告
審
査
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
念
日

d
ω

見
合
・

(
日
)
し
か
し
な
が
ら
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ズ
判
事
も
結
論
に
お
い
て
は
、

比
較
均
衡
審
査
が
、
唯
て
絶
対
的
な
窓
意
性
排
除
の
た
め
の
制

度
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
法
廷
意
見
に
同
調
し
て
い

る
。
』
ミ
・
丘
町
印
・

(ω
芯〈巾ロ凹
w

』

-
n
oロロロ吋江口問)・

(
叩
)
参
照
上
野
芳
久
「
ア
メ
リ
カ
及
び
我
国
に
お
け
る
死
刑
判
決

と
比
較
均
衡
審
査
ご
)
」
法
研
論
叢
一
二
号
七
九
頁
。
な
お
、
テ

キ
サ
ス
州
の
手
続
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続

を
参
照
す
る
た
め
に
、
ロ

l
ク
・

M
・
リ

l
ド
、
井
上
正
仁
、
山

室
恵
『
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
』
(
有
斐
閣
一
九
八
七
)
が
あ
る
。

(却
)

N

∞
C
・ω
-
n
・間
N
N
E
(
凶)(昌一示)・

(幻
)

H

M
出
回
門
己

nn--的足、司、ぬ由同
H
N
H
]
{
・

北法38(4・367)951



料資

(
幻
)

(
お
)
怠
ω
C
・
ω
・
∞
き
(
呂
∞
ω
)
・
本
件
の
邦
語
で
の
評
釈
と
し
て
は
参

照
加
藤
克
佳
「
(
ご
死
刑
囚
に
よ
る
人
身
保
護
令
状
の
請
求
を

棄
却
す
る
裁
判
所
に
対
す
る
上
訴
と
こ
れ
に
伴
う
死
刑
執
行
延
期

請
求
の
処
理
方
法
(
二
)
将
来
の
危
険
性
に
関
す
る
精
神
科
医

の
証
言
の
証
拠
能
力
」
鈴
木
編
、
前
掲
書
第
二
巻
一
五
七
頁
。

(
剖
)
被
告
人
は
テ
キ
サ
ス
州
で
警
察
官
を
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
拓
)
分
離
手
続
の
死
刑
宣
告
手
続
に
お
い
て
、
陪
審
は
、
殺
人
が
故

意
に
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
被
告
人
は
社
会
に
対

し
て
継
続
的
な
脅
威
と
な
る
暴
力
犯
罪
を
将
来
も
ひ
き
お
こ
す
蓋

然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
と
い
う
こ
つ
の
加
重
事
由
を
認
定
し

た
hh
同・白門戸NOω・

(
加
)

E
E。
。
:
・

ω
S
F
g
a
ω
・
当
記
・
∞

3
3
a
-
冨∞
C
)

・

な
お
、
こ
の
将
来
の
危
険
性
の
予
測
が
憲
法
学
上
も
大
問
題
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
本
稿
第
四
章
第
一
節
参

照。

(
幻
)

(
却
)

z
o
d
s
w
o
t司凹
E

4・
冨
白
司
。
ロ
O
M
J
ω

∞∞

C
・ω・
E
N
(回
申
告
)
一

円
白
吋
白
宮
田
〈
・
問
、
白
〈
白
-
-
m
m
r
ω
由
H
C
・
ω
-
N
A
F
ω
(
H
m
X
日
∞
)
u
C
白
岡
江
田
O
ロ〈・

司
回
口
巾
H
1

明。P
ω
記

門

戸

ωAFAX(】由恐山)・

将
来
の
危
険
に
関
し
て
は
、
精
神
科
医
の
証
言
に
証
拠
能
力
を

認
め
て
被
告
人
の
主
張
を
斥
け
た
。

(
却
)
加
藤
克
佳
前
掲
一
六
三
頁
。

(
却
)
品

E
C
ω
・
巳
き
吋
(
冨
白
『
印

E-f]門
同
町
田
巾
三
宮
肉
)
・
プ
レ
ナ
ン
判

事
が
向
調
。

な
お
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
は
別
個
に
反
対
意
見
を
付
し
て
い

る。

北法38(4・368)，952

(
但
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
「
死
刑
の
過
酷
さ
自
身
が
、

証
明
書
の
自
動
的
な
発
付
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
品
目
ω
C
-
ω
田
門
∞
由
ω
・

ヨ円

(
犯
)

(
H

甲町∞)・

(お
)
U
S
ι
印〈

-cg一円
m
E
W
A
R
N
由
巴
・
ω
-
H
N
N
(
邑
叶
由
)
・
本
件
に
つ
い
て

は
本
稿
第
四
章
第
三
節
参
照
。

(
担
)
〉
色
白
ー
ロ
岡
田
〈
・
、
H
，

gh国田
-
E∞
C
・ω・
ω
∞
(
邑
∞
。
)
・
本
件
に
つ
い
て
は

本
稿
第
四
章
第
三
節
参
照
。

(お)一戸{)印

ω・
わ
け
∞

h
F
h

日
(]5∞印)・

本
件
に
つ
い
て
の
邦
語
の
評
釈
と
し
て
は
参
照
英
米
法
文
献
講

読
会
「
死
刑
制
度
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
陪
審
候
補

者
の
排
除
の
合
憲
性
に
つ
い
て
|
|
巧
包
口
当
ユ

m
Z
〈
・
者
一
戸

二
七
巻
二
号
(
一

呂町

ω
口
・
∞
主
(
凶
器
印
)
・
|
|
」
甲
南
法
学



「アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(2・完)J

九
八
七
)
一
六
七
頁
。
宮
崎
英
生
「
死
刑
に
反
対
す
る
陪
審
の
排

除
基
準
L

判
例
タ
イ
ム
ズ
六

O
九
号
二
七
頁
(
一
九
八
六
)
。

(
お
)
被
告
人
は
共
犯
者
と
と
も
に
、
狩
猟
の
際
中
に
少
年
を
殴
打
し

殺
害
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
際
性
的
暴
行
を
加
え
、
死
体
を
山
中
に

遺
棄
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
陪
審
が
死
刑
を
答
申
す
る
が
、
こ
れ
は
勧

告
的
な
も
の
で
、
最
終
的
に
死
刑
を
宣
告
す
る
の
は
事
実
審
裁
判

官
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
本
件
も
陪
審
が
死
刑
の
勧
告

答
申
を
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
裁
判
官
が
死
刑
を
宣
告
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
こ
の
独
特
な
死
刑
制
度
の
下
で
は
、

陪
審
の
懲
役
刑
の
勧
告
答
申
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
が
死
刑

を
宣
告
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
現

代
的
節
度
基
準
に
反
し
な
い
か
、
(
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
現
代
的

節
度
基
準
を
代
表
す
る
の
は
立
法
な
ら
び
に
陪
審
の
態
度
で
あ

る
。
)
が
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
紹
介

し
た
∞
同
己
印
可
〈
・

2
0ユ

門
田
町
田

L
E
d
-
ω
・
自
由
(
呂
∞
ω)
で
も
争
わ

れ
た
が
、
正
面
か
ら
こ
の
問
題
が
争
わ
れ
た
の
は
、
一
九
八
四
年

の

ω官
民
田
口
O

〈・司
Z
E
E
-
H
C品
ω
-
Q・
2
E
(
H遺
品
)
事
件
で
あ

る
。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
節
度
基
準

に
反
さ
な
い
、
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
は
、
陪
審
の
方
が
、
他
の

事
件
と
比
較
し
審
査
で
き
る
の
で
死
刑
事
件
に
ふ
さ
わ
し
い
旨
述

べ
て
い
る
。

(
指
)
英
米
法
文
献
講
読
会

前
掲
六
八
頁
参
照
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
死
刑
事
件
に
関
す
る

判
例
の
推
移
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
の
合
憲
性
に
検
討
を
加

え
て
き
た
。
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
の
死
刑
事
件
に
関
す
る
判
例
を
概
観
し

た
場
合
、
や
は
り
一
九
七
二
年
の
明
日
目
白
ロ
判
決
と
一
九
七
六
年
の

の
5
m
m判
決
が
大
き
な
転
換
点
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
日
宮
田
口
判
決
以
前
の
判
例
の
分
析
か
ら
、
筆
者
は
死
刑
に
関
す
る
四

つ
の
違
憲
審
査
基
準
が
、
す
で
に
同
判
決
以
前
に
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、

①
死
刑
は
そ
の
執
行
方
法
が
残
虐
・
異
常
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
拷

問
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

②
社
会
が
変
化
す
れ
ば
、
死
刑
そ
の
も
の
も
「
発
展
的
節
度
基
準
」
に

反
し
て
違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

③
第
八
修
正
は
寸
過
度
の
刑
罰
」
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
あ
る

犯
罪
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
る
こ
と
が
著
し
く
均
衡
を
欠
く
場
合
に
は

北法38(4・369)953



料

違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

④
死
刑
適
用
の
際
に
手
続
面
で
の
保
障
が
十
分
で
な
け
れ
ば
違
憲
と
な

n
tフ
る
こ
と
。

資

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
連
邦
最
高
裁
は
ヲ

5
5ロ・の
2
m
m
両
判
決

を
通
し
て
、
死
刑
そ
の
も
の
は
第
八
修
正
の
禁
止
す
る
「
残
虐
・
田
異
常
な

刑
罰
」
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

死
刑
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
方
法
は
、
そ
の
実
体
的
審
査
か
ら
手
続
的
な

審
査
へ
と
移
行
し
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
明
日

g
g，
。
目
指
両
判
決
以
降
、
連
邦
最
高
裁
の
最
大
の

関
心
は
、
い
か
に
審
査
機
関
の
窓
意
的
裁
量
を
排
除
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
こ
に
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
窓
意
性
の
排

除
の
要
求
を
徹
底
す
れ
ば
、
裁
量
権
の
行
使
を
ガ
イ
ド
す
る
法
定
事
由
を

厳
格
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各
事
件
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
。
逆
に
判
決
の
個
別
化
の
要
請
を
徹
底
す
れ
ば
、
ど
う

し
て
も
宣
告
機
関
の
裁
量
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
邦
最
高
裁
は
、
加
重
事
由
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
厳
格
に
、
減
軽
事
由

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
拡
張
的
に
適
用
す
る
、
と
い
う
一
見
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

な
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
し
た
。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高

裁
が
死
刑
を
特
別
視
し
、
死
刑
の
慎
重
な
適
用
を
要
求
し
た
結
果
で
あ

。
る

北法38(4・370)954

し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
近
時
、
加
重
事
由
に
つ
い
て
も
そ
の

(5) 

拡
張
的
適
用
を
要
求
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
連
邦
最
高
裁
は
、
怒

意
性
の
排
除
よ
り
判
決
の
個
別
化
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

結
果
、
宣
告
機
関
の
裁
量
が
よ
り
大
き
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
時
の
判
例
は
、
死
刑
に
特
別
な
保
障
を
要
求
し
た

従
前
の
判
例
と
は
明
ら
か
に
傾
向
を
異
に
す
る
。
む
し
ろ
、
死
刑
を
特
別

視
す
る
こ
と
な
く
他
の
刑
罰
と
問
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

zv
。こ

の
よ
う
に
判
例
理
論
が
推
移
し
た
背
景
に
は
、
特
別
な
保
障
を
要
求

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
死
刑
事
件
の
処
理
件
数
が
増

大
し
た
こ
と
、
刑
罰
権
は
元
来
、
州
の
権
限
で
あ
り
連
邦
最
高
裁
の
い
き

す
ぎ
た
関
与
は
連
邦
主
義
原
理
に
反
す
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
の
た
め
、
連
邦
最
高
裁
は
審
査
す
べ
き
死
刑
事
件
に
絞
り

を
か
け
る
必
要
性
か
ら
、
特
別
な
保
障
の
要
求
を
緩
和
さ
せ
て
い
っ
た
も

の
と
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
保
障
の
緩
和
を
徹
底
す
れ
ば
、

宣
告
機
関
の
裁
量
は
、

m，
R
S出
口
判
決
以
前
と
同
様
に
、
無
制
約
な
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
段
階
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
少
な
く

と
も
一
つ
の
法
定
加
重
事
由
を
認
定
す
る
こ
と
を
死
刑
宣
告
の
た
め
の
要
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件
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
窓
意
的
裁
量
に
歯
ど
め
を
か
け
て

い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
要
件
ま
で
を
も
緩
和
す
る
こ
と
は
司
R
5
5
判
決

の
要
求
で
あ
る
窓
意
性
の
排
除
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
死

刑
適
用
の
際
に
こ
れ
以
上
厳
し
い
要
件
を
要
求
す
る
の
か
、
ま
た
、
要
求

す
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
ま
で
か
、
は
今
後
具
体
的
事
件
に
即
し
て
細
か

く
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
死
刑
と
他
の
刑
罰
は
異
な
る
と
し
て
も
ど
の
程

度
ま
で
そ
の
差
異
を
容
認
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
対

す
る
解
答
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
が
再
検
討
さ

れ
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
今
後
連
邦
最
高
裁
が
、
ど
の

よ
う
な
判
断
を
下
す
か
が
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

最
後
に
で
は
あ
る
が
、
本
稿
は
、
単
に
連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
の
枠

組
の
推
移
を
追
う
と
い
う
作
業
に
と
ど
ま
り
、
死
刑
そ
の
も
の
の
有
効
性

や
社
会
的
背
景
に
ま
で
考
察
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に

は
手
続
的
統
制
の
問
題
に
も
立
ち
い
っ
て
考
察
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
死
刑
の
適
用
に
慎
重
を
期
す
際
、
手
続
的
に
ど
の
よ
う
に
統
制

し
て
い
く
か
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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Judicial Review of the Death Penalty 

Yuichi ASARI* 

Introduction 

(I)“Cruel and Unusual Punishments" Clause and Death Penalty 

一一一 TheU. S. Supreme Court Holdings prior to Furman v. Georgia 

1.“Cruel and Unusual Punishments" Clause and Methods of Executing 

Criminals 

2. Evolving Standards of Decency 

3. Prohibition of Excessive Punishments 

4. Procedural Fairness 

(II) Furman case and Gregg case 

一一一 Problmesof Constitutionality of the Death Penalty per se 

1. Furman v. Georgia 

2. Gregg v. Georgia and Constitutionality of the Death PenaIty per se 

(III) Mandatory Death Penalty Statute and Discretionary Death Penalty Statute 

1. Constitutionality of the Mandatory Death Penalty Statutes 

2. Constitutionality of the Discretionary Death Penalty Statutes 

(IV) Doctrine of Furman and Its Progeny 

一一 Pursuitof Fairness and Consistency 

1. Vagueness of Aggravating Circumstances 

2. Constitutionality of the quasi-Mandatory Death Penalty Statutes 

3. Procedural Fairness 

(V) Abandoning of the Pursuit of Fairness and Consistency 

1. Increased Discretion of the Sentencing Authority 

2. Procedural Fairness 

Conclusion 

The subject of this Note is to examine problems of constitutionality of the 

death penalty. In Furman v. Georgia (1972) ，the U. S. Supreme Court held that 

the death sentence is unconstitutional according to the Eighth Amendment which 

prohibits cruel and unusual punishments. 

*Doctoral Student， Hokkaido University 
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Chapter 1 of the N ote wi1l examine the Supreme Court holdings prior to 

Furman. In view of the holdings， the death sentence wi1l be unconstitutional 

according to the Eighth and Fourteenth Amendments ; 

(1) if methods of executing criminals are cruel and unusual like torture ; 

(2) if a punishment violates the evolving standards of decency that mark the 

progress of a maturing sodety; 

(3) if a punishment is disproportionate to a given crime; 

(4) if the procedural protections are insufficient in sentencing the death penalty. 

Chapter 11 wi1l show the Furman case， which held the death sentence to be 

unconstitutional， and examine the substantive problems of the death penalty. In 

Furman， there was no majority. Four ]ustices held that death penalty is constitu. 

tional. Two Justices held that death penalty is unconstitutional per se. Three 

Justices held the death sentence to be unconstitutional because of the arbitrary or 

capricious manner in which it was passed. 

Since there was no majority of the Supreme Court on the ultimate issue of 

whether the death penalty is constitutional per se or not， the future of capital 

punishment in the United States has been left in an uncertain limbo. 

After the Furman case， most of the States enacted two types of the new 

death penalty statutes. Chapter III wiIl examine the constitutionality of these two 

types of the death penalty statutes. One is called discretionary death penaIty 

statute， which specifies the factors to be weighed by the sentencers in deciding 

when to impose the capital sentence. And the other is called mandatory death 

penaIty statute， which requires the death sentence for certain offences. 

In 1976， The U. S. Supreme Court held (1) death penalty is constitutional per 

se， (2) the discretionary death penalty statutes are constitutional， and (3) the 

mandatory death penalty statutes are unconstitutional. In sum， Furman and its 

progeny indicated that both unbridled discretion and mandatory death sentences 

are unconstitutional. However， the Court did not explain how much sentencing 

discretion is permitted or required in capital cases. 

Chapter IV wi1l examine the holdings of the Supreme Court after 1976. In 

this period，the Court repeated that death as a punishment is unique in its severity 

and irrevocability. Therefore， when a defendant's life is at stake， the Court must 

be sensitive to insure that every safeguard is observed. Thus， the Court distin. 

guished th 
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recent death penalty decisions seem to be incosistent with the Court's capital 

punishment decisions of the 1970s. The Court abandons the pursuit of fairness 

and consistency. 
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